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はじめに

　フランスの地方政治改革に関する諸問題を検討

してきたが，サルコジ政権の下で大規模な改革が

意図されてきていることについては，情勢が動い

ているだけにしっかりと把握することがなかなか

困難である。現状分析特有のむずかしさがつきま

とう。サルコジ政権のもとでのやつぎばやの報告

書類の発表は，実際目まぐるしかったし，憲法改

革を含む法令の審議は我々にとって捉えにくい印

象を与えてしまう。この問題には，二つの大きな

主題がからんでいるからであろう。

　第」，従来の「地方分権化改革」dξCentra1iSation

についての評価が，現時点においてしっかりと行

われるべきであり，ある程度の歴史的展望をふま

えた総括的な評価作業が必要とされている。分権

化改革については，報告的な論文の域を越えて，

いわば，価値判断を伴う政治論文の攻め方が必要

であろう。批判的な検証が今一つはっきりと研究

者多数のコンセンサスになりきれていない。いず

れにせよ政治学ないし政治社会学は現状や歴史の

単なる記述に終わるべきではなかろう。

　改革の評価において枢要なのは，主権者である

市民による政治参加の質量における充実であり，

市民の政治的な成熟，白治的なaCtiVityの増大であ

ろう。政治的な判断が伴わない，あるいはCmCia1

な判断を回避する「学としての政治学」は，実際

には衡学趣味に陥ることが多いのではないか。い
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ずれにせよ社会学の用語を用いるならば，政治学

の研究は常に好むと好まざるとを問わず「関与

的」なのである。

　政治的な価値の実践的評価を考慮するならば，

地方政治は，市民がコミットしつつ行政の実体的

な運用の術を会得してゆくこと，したがってま

た，一般的命題に敷桁するならば，「自らの命運

を自らの手のうちに掌握する」最前線の位置にあ

ることは疑いない。また，どこの国であれこうし

た地域の民主主義の深化と拡大とは一様に民主主

義的な価値判断の基準たるべきである。一般的な

民主主義の命題は，国政レベルでの代議制民主主

義と地方・地域レベルでの参加型民主主義との綜

合によってはじめて成り立つのである。とりわ

け，現代の複雑化し，技術的にも高度化し，グロ

ーバルな環境に直結している市民生活にとって，

それだけにまた，地域の民主主義の深化がわれわ

れの枢要な関心事にならざるを得ないことは多言

を要しない（1〕。

　第二，本論に戻れば，フランス地方政治の現況

を把握する困難さは，サルコジ政権の地域政治改

革への方策が複雑であり，当然ながら政治的な駆

け引きを伴っているだけに，結果が曖昧で見えに

くいということにもよる。すなわち，地方政治改

革の現在の決着状況が掘みにくいと共に，将来へ

の政治的効果がいずれも予測し難い状況である。

改革案は観測気球としても使われ，地方の名望家

達の反発を招いた時は，適当に緩和させられ部分

改革の姿を法律上とることになる。システムは変

形され，結果的には加重される。そのことは更に

地方政治・行政システムの複雑化を招くのである

　第三に，政治状況のねじれが激しくなってい

る。サルコジ大統領のもとでの統一地方選挙（2008

年県議の部分改選・市町村議会／首長の一斉改

選）と2010年レジオン選挙での保守陣営の惨敗（シ

ラク大統領政権下の2004年のレジオン選挙から既

にその傾向が顕在化）は，地域における中央政権

への不満の度合いが極めて高いことを示してい

る。もちろん，野党，特にフランス社会党の地方

政界での党勢の回復・伸張が，中央政治において

そのまま反映しているか否かは別の問題である。

フランス社会党を名乗る地域の名望家は政治的な

獲物を手にしたかもしれないが，地方選での勝利

がストレートに大統領選や国民議会選挙への有利

な状況を作っているとは思えない。さしあたり，

政党論へ論点を拡張してゆく用意がないが，PS

の政党としてのインテグレーションは現状では余

り強くはないと言えるのではないか。地域での選

挙戦勝利にもかかわらず，全国規模での近代政党

としての統率ある，従って強力な政党活動につい

て申せば，あいかわらず政党組織としては弱体だ

ということではなかろうか（2〕。

　サルコジ氏の最近時の具体的な地方改革につい

ては，改憲が先行して行われた2008年夏の段階が

第一期として捉えられる。その後の地方政治改革

法案の成立などを考慮して新たに従来あった分権

化の流れとの連続面と断絶する諸側面をフランス

政府筋の報告文書や研究論文などを中心に確認し

ておきたい。

　2007年に大統領職に就いたサルコジ氏は，2008

年夏の段階において地方政治改革をどのように考

えていたのであろうか。次の発言は，サルコジ氏

（1）戦後フランス社会の変容は著しい。フランス社会の

　第一の変化は，戦後の30年間においてもたらされた高

　度成長のたまものである。都市化に象徴される地方政

　治の変化もこうした基調にのっとった社会的変貌の

　ヴァリアントだとも言えよう。とりわけ以下を参照。

　Jean　　Fourasti6，工召∫　　τトε〃胞　　G∫oれ百〃5ε∫，Faya1＝d，　1979．

　そして現代における二つのフランスの葛藤は衝撃的

　だ。Jacques　Marseine，〃gm舳a醐加帆〃伽。召，

　Pe皿in，2005．

（2）　フランスの政党組織の脆弱性については以下を参

　照。Yves　M6ny，“La　faiblesse　des　p耐is　poIitiques

　缶・・g・i・：㎜・p…i・t・・t・・…pti㎝・lit6’’i・P…goi・

　d’Arcy　et　Luo　Boud8㎜　（dir．），Deわ　γ白沢φ泌物mδ

　∫偲〃rρρε二万。棚αgεδJセαη一工〃∫ρεJmo刑〃ε、Presses　de　Ia

　Pondation　Nationale　des　soiences　poIitiques，ユ996，pp－77

　－94．
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の工程表を示唆するものである。

　「われわれが別のフランス行政段階へと改訂す

る合意に達した場合をのぞいて，レジオン選挙の

選挙方式は現状のまま保持することを提案した

い。レジオン議会議員選挙は，2010年6月におこ

なわれるであろう。思うに，2009年こそは，コ

ミューン，コミューンの共同体［interCo㎜unalitξ

の意］，県，レジオンといった諸問題に関する省

察，深い討論，調整の機会でなければならない。

行政レベルの改革に成功するならば，その時は，

選挙方式について改革をおこなうことに正統性が

あるだろう（3）。」選挙方式は，地方政治改革の如

何にかかっているというのである。2009年を改革

の絶好のチャンスだというのは，来るべきバラ

デュール報告を基盤に抜本的な法案の策定にあた

るという意味であったろう。

　もちろん，上院議員や地方首長等による強い逆

流の申で法案はしばしば変形し，当初のもくろみ

とは異なる内容を持たされることもあるし，今次

の改革法案もその鋭角な改革意図は必ずしも貫徹

したとは言い難い。しかし．多くの点で，従来

あった分権化改革政策d6centralisationが一息つ

き，場合によっては反転する傾向については否定

できなくなった。

　なかでもアタリ氏の主宰する委員会の報告は，

あえて聖域というべき点にも触れて，当たり障り

のないものにすることを意図的に避けたかの感が

ある。しかし，「県の廃止」という観測気球への

逆風の強さを大統領はみてとり早速軌道は修正さ

れる（4〕。

　地方政治改革に関するバラデュール報告は翌

2009年の春に提出されるが，それに先行するいく

つかの委員会報告が既に公表されていた。踏み込

んだ改革は，バラデュール委員会の答申であろう

と見られていたが，意外にも多くの点で従来の枠

組みを残すものとなった。

　いずれにせよ，次の四つの主要な法律と「グラ

ン・パリ」の創設法に象徴される改革法案が審議

され，成立を見た（5）。

一連の主要改革法案1a　r舳㎜e　te㎞torialeは11月

20日に国民議会において審議終了し成立した。新

聞報道もル・モンド紙を見る限り，最近にいたっ

てふたたび地方改革を扱う記事が増えた。これは

（3）　“Entretien　aveo　Nicolas　S皿kozy，く｛Je　propose　de　garder

　le　mode　de　scrut二n　aux　r6gionalesバ，in工εMo〃地17．07．

　08．大統領任期はかつての7年から5年に短縮され

　　ている。したがって，国民議会の改選と大統領選挙が

　原則同期するので，かつてのような。ohabitation保革共

　存政権の機会は少なくなった。いずれにせよ．5年任

　期の大統領制は，政策的なパフォーマンスを急いであ

　　げなければならないという促迫する感覚を政策当事者

　　に抱かせていることは間違いなかろう。ベテランの政

　　治観察者の論考として以下を参照。O1ivier　Duhame1，

　工召ρ阯物舳伽，Presses　de　Sciences　Po，2008．比較政

　　治学の基本文献として，地方政治研究の国際比較とい

　　う視点からも以下は重要。Yves　M6ny　et　Yves　S岨el，

　戸・物mωmρ〃か工召∫伽・ぴ肋∫一〃舳g・巳苫鮪一

　　σ〃’山　　Frα〃。巳　　（≡rα月6e一万r研αg刊色　　∫他方ε，　8。　ξdition，

　Montchresti㎝，2009．

（4）サルコジ政権の地方改革対応については，若干の分

　　折を既におこなっておいた。拙著『フランス分権化

　　改革の政治社会学」（法律文化社）p．275以下。

（5）すなわち，以下の法案であり，最終的に2010年1ユ月

下旬に可決された。

（1〕「地域自治体改革法」Projets　de1oi　de　r6fo㎜e　des

　　OO11eOtiVitξS　territOria1eSとしてくくられる法案は，

　　以下の通り。

　　＿　Prqi　et　de　Ioi　organique　re－atif　査　1’61eotion　des

　　membres　des　conseiIs　des　co11ectivitξs　territoriaIes　et

　　des　　　ξtablissementミ；　　pub1ios　　　de　　　coopξration

　　intlr1O㎜㎜ale．

　　＿　Prqjet　de　loi　reIatif　自　P61eotion　des　conseillers

　　territori3ux　ot　au　ren此r㏄ment　de　Ia　d6mocratie

　　1OCale．

　　一Pr句et　de　loi　organis㎜t－a　concomitanoe　des

　　remuve11ements　des　conseils　g6n6raux　et　des　consei1s

　　rξgiOnauX．

　（2）更に，今次の改革では，大パリ地域の創設という

　　課題が含まれる（2010年3月25日，上院に上程）。

　　本法案は，最終的により早い時点（2010年6月3

　　日）において，議会を通過した。LOI　n．2010－597

　　du3juin2010relative　au　Gmnd　Paris．
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国民議会において，この地域改革法が最終的に議

決成立したことによるものである。

　サルコジ政権は，大統領選挙と国民議会選挙に

勝利すると，多くの委員会を組織し，複数の報告

書を公刊した。そのうち初期のいくつかの報告書

については，地方政治改革の観点からすでに紹介

し検討をおこなっておいた。この点もすでに一定

の紙数を割いて分析をおこなっている［もちろん

d6CentraliSationの欠陥面，特に公選官職兼任とい

う重要事項を眼目にした作業をおこなってきたの

で，筆者．の視角の狭さも影響したかも知れない

・・
R（6〕σ

　中でも，初期のもののうちもっとも衝撃力の大

きいものは，アタリ報告であった。アタリ報告は

むき出しの表現をとっており，地方政界に与えた

影響も大きい。もちろん，地方からのブーイング

の強さをうけて大統領は慎重に事を進めると述べ

て，事態の沈静化をはかったのであった。

　このアタリ報告を受ける形において，本格的に

地方政治改革に焦点を絞ったバラデュール報告

（2009年3月5日）が出された。

　周知の通り，この年2009年11月に催された

AMFでは，サウジ・アラビア訪問中のサルコジ

氏に代わって，首相のフィヨン氏が政府を代表し

て挨拶をおこなった。．

　二つの点，すなわち代替措置を講じることによ

る職業税の廃止と，地方政治改革［県と並んで市

町村の合併が強行されるという恐れ］について，

全国から集った数千のAMFの大会参加者達は，

首相に罵声を浴びせたのであった（代表総数

11，OOO，内，数千が叫んだという）。

　首相はサウジアラビアでの外交行事を理由に欠

席した大統領の「防弾壁」の役割を押し付けられ

る。総会後，700名の「還りすぐった」市町村首

長らと大統領は改めて会見するが，総会での「怒

号の嵐」への政治的な押し返しは出来なかったの

ではないか？

　地方政治の現実はますます緊急の度合いを含め

ている・地方首長の切実な声が新聞紙上でも部分

的ながら反映している。

　本論の課題は章別の論述の順番を無視して，そ

の要点をかいつまんで述べれば，以下の通りであ

る。第一に，なによりもバラデュール報告の特に

地方政治機構の改編を中心に，その内容を解き明

かしておきたい。第二に，分権化改革の進行の上

から現在の地方政治が抱えている問題をどう捉え

るべきか。この分野でのサドラン教授らの見解を

中心にある程度くわしく把握しておきたい。最後

に，政府の改革意図をコンパクトに把握しつつ，

これに対する危機感にみちた地方政治の当局者た

ちによる発言に注目しておきたい。新聞報道は当

然ながらこの地味な主題には全体として冷淡だ

が，断片的ではあっても現場取材による報道は価

値が高い。こ私らの市町村首長らの現場の声に耳

を傾けてみたい。

　バラデュール報告はもちろん税制の改革にまで

及ぶ広範な諸問題を扱っている。本論では，地方

行政機構，地方自治組織のシステム面に主として

的を絞って検討をおこなっておきたい。また，具

体的な立法行為の政治過程［両院，特に元老院で

の駆け引き，両院の相互作用等］についても今回

は時間的制約から十分な分析をなしえなかった。

特に上院と地方政治機構改革の相互関係は特段の

重要一性があり，この分析は他日を期したいと考え

ている。

第1章　決断と邊巡1政府の改革意図

　法案の提出にあたって，ブリス・オルトフー

Bhce　Hort出ux内相は，上院の審議に臨席し，簡

潔な演説をおこなった（7〕。政府提案の基本的な

構想と改革方向について最もはっきりと表明した

のは，法案の審議冒頭にあたってのこのオルトフ

ー内相による上院での演説である。

（6）拙稿，「フランス・サルコジ政権下の地方政治改革

　案」，愛媛大学地域創成研究センター『地域創成研究

年報』第4号（2009年3月刊）及び，『フランス地方

分権化改革の政治社会学』法律文化社，20！0年。
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　やや大時代な演説調の表現は別にしても，地方

政治機構の改革を推進するとの強い意志を感じさ

せるものである。

　氏は述べる。

　「仮に共和国大統領が国家的な討論によって地

域自治体の将来像を描き出したいと願っていたと

したら，現行の地域組織が我々の時代に適応して

いないと確信しているからにほかならない。この

信念は，上院によって広く分かちもたれている。」

バラデュール氏に地方公共団体改革のための委員

会を総宰するよう要請したのも同じ信念からだ。

「…誰も意義申し立ては出来ない，我が国の地域

の組織は満足すべきものではないし，それは改革

されうるし，改革されねばならない。」

　内相は，三つの重要な確認をして見せる。

　卜第一の確認1自治体のレベルは余りにも数

が多く，うまく切り分けられていない。はっきり

申せば，決定段階の多重化と権限の錯綜1a

mu1tip1icit6　des　niveaux　de　d6cisions　et　1es

enchevetrements　de　comp6tencesとは，まさにそれ

らが理解不可能な状態にあり…，わが市民同胞に

より完全に理解可能な状況におかれているわけで

はない。」

　内相は特に同じ領域に複数の地方自治体の権限

が錯綜し，重複していることを強調する。「…農

村部地芋或においては，その同一の領域内におい

て，しばしば，コミューン，市町村共同体，市町

村組合，郷土圏un　pays，あるいはむしろ，領域

的な統合のシェーマを管轄する特殊な構造一県

議会や州議会を度外視しても一が，共存してい

㍍都市ゾーンにおいては諸構造の積み重なり

1’empi1ement　des　s血。turesはそれほど重大ではな

いにせよ，そこでは，市民達は一般的に，自らの

市長とほんの僅かな他の議員達を知っているに過

ぎない。市民達は混乱してわけが分からなくなっ

ているのが常態である。現状維持にとどまるこ

と，すなわち，実践的な混乱と市民の無関心の源

を放置しておくことは完全に異常なことであろ

う。」

　「一第二の確認1責任体制と財政との混乱は，

財政的な逸脱や納税者への負担に導く。」

　「ただ一つの例のみ挙げておこう。地方公共行

政組織の義務的な控除率1e　taux　de　pr61さvem㎝ts

ob1igatoires　des　ad工ninis1■ations　pubhques　loca1es

は，2003年と2007年の問でPIB［国内総生産］の

5％から5．7％に達している。総額14％の上昇で

ある。同時期において，国家の控除額は14．8％か

ら13．9％に低下し，全体として6％の低下であ

る。」今次のサルコジ氏の地方行政改革に於ける

変わらない基調がここでものぞいている。地方自

治体は「金食い虫」だというのである。

　第三の確認事項として，内相は，「地方税制は

全体として不透明である。」と強調する。「地域自

治体の三つのレベルと市町村間共同組織は，全く

同じ地域課税の一部分をそれぞれ控除しており

［財源として受け取っているが］，納税者は真に

誰が責任者であるかを知らぬままに居る。国家が

第一の地方納税者であり，地方税制の27％の負担

を占めているだけに，それだけに事態はより奇妙

なものとなる。これ以上複雑なシステムを想像す

ることは困難だ。」

　以上が政府にあって直接に地域改革をはかろう

とする部署の最高責任者による現状認識である。

そこから内相は，改革の意図を簡単に次のように

整理して見せる。

　「第一に，我々は地域の［行政コ区分地図をよ

り良く描き出したいと願っている」［下線部は原

文イタリクス，以下同じ］。

　「我々は，まず第一に，近いうちに，市町村間

共同組織の［現行の管轄］地図を廃棄し，合理化

しなければならない。我々には確かに，市民との

直接の接触を通して，コミューンやその首長等が

（7）　∫耐ε岬石枕fo刊　ゐ　M．3れ。ε　〃0Rr互F五肌㎜三〃…∫ケε　加

　プ〃肋ω乙∂εグ0m陀一舳“〃ε∫ω〃εC加圭f6S肋柳0舳j色∫，

　∫0π励∂助倣Wグ0榊〃f∫励0刑ε〔』細Jm0刑dε∫

co〃εα土切6s倣〃。れ。王餌Sξnat，mardi30juin2009．引

用は内務省サイト掲載によった。
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近隣の相談相手inter1ocuteurs　de　proxim1t6たるべき

だとの強い想いがある。しかしながら，法案がい

一うところの市町村間共同組織は，国家領域の全体

をカバーすることにも留意しなければならない。

厳密に申せば，当然ながら，「グラン・パリ」

GrandPahsの法案との関係において，イール・

ド・フランスの状況は特別な注目点になるであろ

う。」

　独自税源を有する市町村問共同組織は，法的に

当然とされ，領土の全体的なカバーを完成させ

る。「市町村問共同組織interCo㎜mmlitξは，強化

された権限の効果的な行使を可能ならしめる基盤

を得るために，今日よりもより大きく拡張される

べきである。我々が大規模化し緊密度をました市

町村間共同組織の領域に達するためには，調整が

必要であろう。この拡張された市町村間共同組織

は，わが領域の発展に好ましい枠組みを形成する

であろう。だが，そのことが可能でない諸領域に

あっては，国家はその責任を担う。改革された「市

町村間提携のための県委員会」の答申を得た後

に，知事は調停を行うであろう。並行して，我々

は，極めて多数の市町村組合の《部分的修正》作

業に入らねばならない。こうした組合は，最早現

実には活動をしておらず，既に独自税源を有する

EPCI（㎜EPCI“sca1it6propre）の領域にぴった

り一致してしまっている。そこには，簡素化

simp1i丘。ationと合理化と，したがって我々はそれ

を隠そうとはしないが，経済［発展コの枢要なる

源が存在する。」要するに，新型の市町村間共同

組織EPCIによって国土を覆ってしまい，県の役

割を相対化してしまうという戦略である。県に依

拠する名望家への配慮からか，そのことについて

は明示的に触れられていない。

　「領域版図のより上手な描き出しは，また，真

のメトロポール［複数］の創設につながるMieux

dessiner　1a　car士e　te皿itoria1e，c’est　aussi　cr6er　de

v6ritab1es　mξtropoles，…。それは，数的に限定さ

れることにより，人口密集地域という［行政コレ

ベルに強力に介入するための行動能力を備え
る。」

　エドゥアール・バラデュール氏の報告書によっ

てもたらされた野心的な改革綱領を内相は改めて

評価する。

　「それは，メトロポール領域に包摂された諸コ

ミューンを単一の白治体［たるメトロポール］に

集結させ，この新たな自治体に県の権限，いなむ

しろ，一定のレジオンの権限を委譲しようとする

提案なのである。多分，このシェーマは，別個の

［特別な自治体の］形態をとるであろう。しかし

ながら，展望は明瞭である。不可欠なのは，欧州

規模のメトロポール［複数］に対して極めて競争

的な欧州環境のなかで活動し得る諸手段を与える

ことである。我々は決して，［従来からあった］

大都市圏域共同体。ommunaut6surbainesの「最小

限での」αm肋1mo単なる作り替えに満足したりは

しない。安易さへの誘惑を退けよう。」国際拠点

たる大都市群をフランスに設けるという遠大な計

画方針である。

内相は第二の課題について次のように述べる。

「我々は第二に，レジオンのレベルと県のレベ

ルとのよりよい分節化mieuX　artiCuler1e　niVeau

rξionale　et　le　niveau　d6artementalを意図してい

る。／これこそ，地域評議会議員COnSei11er　territOria1

を創設するという主要な論点である。」

　県の廃止というアタリ報告がうっかり書いてし

まった命題［サルコジ氏はこの案は受け入れられ

ないとしたが…コに，内相は思いきって切り込も

うとする。

　デリケートな問題である。曰く，「レジオンや，

県という特定の審議段階㎜6chelonを解消するこ

とが確かに問題になっているのではない。だが，

私は直裁に申し上げる。県議会議員4，OOO名とレ

ジオン議会議員2，OOO冬との併存は，わが同胞nos

compatriotes［国民］によって理解を得られない

であろう。この併存状態は，二つの議会の間で

の，公共制度的な一したがって財政的な一競

合状態の一形態を醸成しているからである。」

　地域評議会議員制度ConSei11erSterritoriauXの創

設によって、当該の議員等は自らの選挙基盤たる
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県議会とともにレジオン議会に議席を占めるとい

う。パリ・リオン・マルセイユ（PLM）法［1982

年ユ2月31日法，いわゆるloi　PLM］による特別区

議会と市議会との相互乗り入れの方式を全国版に

拡張し、県議会ごレジオン議会のレベルでおこな

おうとするものである。「我々は来るべき時に，

選挙方式を規定しつつ，この点に関して討論を行

うであろう。」選挙制度は，唯一の要請に服する

よう定義される。すなわち，民主的表現によって

わが同僚市民noS　ConCitOyenSのための地域評議会

議員職を任命し，政治的に代表せしめねばならな

い，と内相は強調する。

　第三の戦略的な目標について，内相は以下のご

とく述べる。各白治体レベルによる権限分担の明

瞭化をはかるという課題である。やや長いが更に

引用しておこう。

　「一第三に，我々は，権限の分担を明瞭にした

い。採択される法的な解決策がどうあろうとも，

目的は曖昧さからの脱却である。それはまた，法

律のなかで誰が何をするかということをできる限

り厳密に規定することによる。今日そうあるより

も，より厳密に諸規則を限定することが不可欠で

ある。なぜならそれは法的根拠のない責任ではな

いからである。権限の重複1’enchevεtrementと交差

的な財政調達の過多に終止符をうつことがのぞま

しい。そしたことは，納税者にとっての費用過多

をうみ，決定やプロジェクトの実現の遅れを甚だ

しくし，通常事務経費の無駄遣いをもたらしてし

まう。したがって，我々は，単純化と厳密化の仕

事を成し遂げなければならない。それは，個々の

自治体の権限を明記し，合法的な例外がある場合

を除き，特定の自治体が他の白治体の権限領域に

介入することを禁じることによる。／他の領域と

同じようにこの分野においても，当然ながら，調

整を予定しており，プラグマティズムの原理に

よって行動するだろう。だが，プラグマティズム

は．，“不活発さ’’ri㎜obolilmeの代名詞ではな

い。我々は，あれこれの自治体の権限を厳密化

し，明断にしようとする意図を有している…。」

　2009年度，2010年度のフランス市町村長協会

AWの総会では．職業税の撤廃による地方財政

の悪化を気遣う声が多かったという。当然ながら

大統領与党の失地はこの税制の問題を軸に回復さ

れないままに終わっている。補填措置をとるとい

う方針は，地方被選出者たちの信任を受けていな

い。内相が敢えて「地方税制1a丘SCalitξlOCa1eの発

展について最後に一言」のべなければならなかっ

た所以である。上院たる元老院Sξmtは地方被選

出者の互選によってその議員職を任命している。

上院はたから地域の政治的有力者のフォーラムな

のである。

　「この際指摘しておきたい。職業税改革に伴う

税資源の喪失に対しては，地域白治体への集中的

な補填が行われるであろう。それは，2003年の［改

憲にともなう］改革以来，憲政の義務なのであ

る。地方自治体にとって収入の喪失は生じないと

いうことである。それは全体のレベルにおいても

事実である。220億ユーローそれは装備と動産1es

ξquiPements　et　biens　mobi1iers（EBM）に基礎をお

いた職業税を示す一は，補償されよう。それは

また個別レベルにおいても事実である。個別の自

治体は同等の資源レベルを見いだすであろう。／

2003年以来憲法が課している，財政自主権に関す

る憲法原理は尊重されよう。その意味するところ

は，こうした保障は，本質的に税政上の収入の移

譲によって補償されるであろうということであ

る。この税源移譲は，できる限り，企業と地域と
　　　ち巾うたい
の間の紐帯を維持することを可能にしなければ

ならないだろう。／国会議員、［地方］被選出者
アソシアシオン

の協会1esassociationsd’ξ1us［複数あるが主とし

てAMFが念頭にあると思われる一引用者］，地方

財務委員会との緊密な連携の下に，複数のシナリ

オが検討に付されよう。あらゆる提案は当然なが

ら注意深く検討され，ただちに被選出者の協会や

企業代表者との調整の対象となろう。」

　地方名望家notab1esの強い抵抗を感じつつも，

国家財政の内容の悪化に促迫されて地方行政＝政

治機構をスリム化しなければならないサルコジ政

権のジレンマがこの内相演説の中にムードとして
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感じ取ることが出来る。憶測をたくましくするこ

とは実証的な政治研究にとっては不似合いかも知
　　　　　　　　　　　　　　うが
れないが，この場合，あながち穿ち過ぎとも言え

ないのではなかろうか。

　検討を更に進めよう。

第2章　アタリ報告からバラデュール報告

　　　　へ

第1節　フランス：E∪の指導的大国としての責務

　後にも見るように，サルコジ大統領政権下では，

アタリ報告やバラデュール報告などの大部の報告

が地方自治体制の転換を迫る形で公表された。

　これらの報告の論点の背景としてあるのは，強

い危機意識である。国際金融危機はギリシャやア

イルランドの財政悪化をあぶり出し，EUが推進

する統一通貨ユー口の信頼性を揺るがしている。

加盟諸国の財政健全化への努力が強く求められて

いる。当然のことながらEUの機能を保障し，ユ

ー口の強みを維持し運営している中枢部分はドイ

ツとフランスの二つの大国にある。なかでもEU

の政治的指導大国を自他共に認めるフランスは，

西欧中心部の政治大国たる地位を維持しなければ

ならない。

　他の欧州諸国に対して，指導的な主張を貫徹す

るためには，政治的・経済的・軍事的・文化的に

優越した地位を保持し，これを誇示しなければな

らない。冷戦が終結したといっても，残念ながら

国際関係の基調は依然として権威的である。もち

ろん，軍事的な優越性のみが突出して評価される

時代は終わった。「政治的・経済的・軍事的・文

化的に優越した地位」という所以である。逆に，

EUは，フランスをして4億あまりの人口力を有

する巨大市場を担保し，バックグラウンドに西欧

と中欧の中核部分を担うことにより，強い国際的

発言力を得させる働きをしているのである。だ

が，この強力なEUを束ねるには，なお依然とし

て主権国家たる強国のプレゼンスが必要となる。

　EUは，各国の主権の部分的な供託をもって成

り立っているにせよ，主権国家そのものを溶解せ

しめ，ひとつに融合し，かくして，合衆国的な連

邦国家を構成するというものでもない。

　健全にして強大な財政力が強国にふさわしく成

立していなければならない。EU統合の深化が逆

に加盟各国のガバナビリティをつよく求めるとい

うパラドックスがなりたつ。そもそも欧州連合は

もたれ合いの機構ではなく，連帯の組織なのであ

る。

　82年以来，妥協的に推進されてきた分権化改革

が一転して厳しい視線にさらされていることは，

以上の国際的なコンテキストからも容易に導出さ

れる。

　別言すれば，この文脈によってこそフランスに

おける政策当事者の焦燥が理解できるのではなか

ろうか。もちろん，サルコジ政権の打ち出した諸

方策が，無駄を排除し，同時に住民自治をより高

いレベルに押し上げる巧みさを有しているかどう

かは未知数だが…。

第2節　アタリ報告の直言

　アタリ報告とは，2007年8月30日の大統領演説

をうけて設置された「成長を解き放つための委員

会」La　Commissi㎝pour　la　Lib6ration　de1a

Croissanceが，翌2008年3月に提出した，『フランス

を変革するための300の決定：フランスの成長を

解き放つための委員会報告』（300∂e洲。棚ρo〃

。ゐm9・〃α〃m・ピ肋〃。・〃eταComm1∬fo〃ρo〃

τα肋6舳fo〃∂eταぴ。加∫伽Cθ介伽抑Se）を指す。

委員長はジャック・アタリJacques　A廿a1iである。

フランスを代表する知性であり，なによりもミッ

テラン大統領の側近と目されていた同氏の，サル

コジ政権への全面的な協力という構図は，大方の

フランス政治の観察者からは驚きをもって受け止

められた（8〕。

（8）アタリ氏はミッテラン大統領の側近として以下の記

　録を残している。J30q11os　A世311，C物ガ〃伽妙∫

M耐er〃月4　Fayard　（Le1iwe　de　poche），2005；脆〃α允m

tomeユー3，百目y肛d，1993－95．
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　アタリ報告の特徴として読み取れる基調は，強

い危機感である。フランスには改革を遂行する力

がある，だが，このまま漫然と過ごすならば大国

としての地位から滑り落ちてしまう。国際的に見

てこの国の相対的地位の低下は明白である。だか

ら素早く行動しなければならない，と。なかんず

く成長率がもっとも重要な指標として扱われ，高

率の成長こそがフランスをして最先端の国たらし

めるとの立場がr賞して述べられ，論述の上での

柱になっている。

　第二の特徴は従来提案されている主要な改革案

にたいして．おもだったものをくまなく採用して

いることである。例えば重層的な地域行政組織の

様が，容赦なく裁断され，改革の対象となってい

る。そういう意味ではフランスの社会制度上の隆

路を短期間にすべて突破しようとする志向さえ感

じられる。

　しかし，地域の民主主義の深化・拡張とその本

質的な内容においては異なることのない語の本来

の意味における分権化改革との関係はどうか。ア

タリ報告には（また，ここで取り上げる他のサル

コジ政権下の報告書と共に），分権化の本来の実

施や地域の民主主義の深化，具体的には住民の行

政参加の強化，住民への諮問制度などのタームは

姿を消した。ミッテラン期の左翼政権が具体的に

端緒をなし，その後，保守勢力も肯定し，国家的

ないし国民的なコンセンサスを得つつあった分権

化改革とそこから派生し発展させられた概念が，

完全に消し去られている。それが第三の特徴であ

る。

　総じて，アタリ報告の理念は効率性と国家の危

機への緊急の対応であり，地域の民主主義や，直

接民主制のメリットヘの再評価や地域の価値の再

発見などに関心の重点は置かれていない。実務的

であり，即物的である（9〕。

以下アタリ報告の地方政治システム改革にかか

わる部分について適宜検討しておこう。

（エ）「これらの［先進社会たるステイタスを維持す

るための］諸改革を成し遂げるためには，国家も

他の公共白治体1es　au杭es　conectivitξs　pub1iques

も，大幅に改革されなければならない。公共の財

におけるそれらの占める割合を減じ，保有してい

る諸手段を真に必要としている社会的集団に集中

し，特色化と実験的措置にその機会を与え，事前

および事後におけるあらゆる決定の評価作業を組

織的に行わねばならぬぺ・・」［p．！3（p．19），引用

ぺ一ジは電子版のもの，括弧内はその後入手した

紙媒体の報告文書のものである。以下同じ］

　上記に述べた通り，先進社会に特有の悩みにフ

ランスも強くとらえられている。フランスの場合

は特に旧植民地からの外国人労働者の問題もから

んでおり，パリなどの旧都心部の高齢化や停滞と

あいまって，その大国としてのステイタスの維持

という意識の裏には一種の没落への脅威，恐れが

つきまとうことは理解できないでもない。ドイツ

の伴走者ではあっても，自らが力強くEU経済の

牽引役を自負することはフランスには出来ない相

談だ。経済大国ドイツのスポークスマンという政

治・軍事大国フランスの役割はユー口危機などこ

こに至ってのEUの影響力低下の流れの中で，疑

問符がつき始めている。

　アタリ報告はひたすら効率性と生産性の向上を
　　　　　　　　　　　　　　　うず
叫ぶ。そこには深刻な危機意識の疾きが見てとれ

る。アタリ報告は，従って，高価なサービスを漫

然と公共機関が提供し続けることは出来ないと断

言する。以下，「野心」Ambiti㎝という項目から

（9）300肋∫1州ρ・〃・乃mg研j口丹伽・直1切P・・fω・

　COmm1∬f0リ0〃J0肋6棚主0〃ejαび0f∬口〃C色加ゆ1∫召，

　Sous1a　prξsidenoe　de　Jacques　A廿ali，XO　宣ditio㎡La

　d㏄umen倣i㎝Frangaise2008，電子版は．La
　documentati㎝　Frangaiseのサイトから政府関係報告書

としてダウンロード出来る。なお原報告書は，2007年

！0月29日に大統領に提出された。

　ぺ一ジナンバーは電子版により，括弧内にぺ一パ

ー・ oック版のぺ一ジを付した。
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始まり，それぞれの項には，原則複数の「基本決

定」D6cision　Fondamentaleの項が付け加えられ

ている。ここでは，後の議論になる要項が既に簡

単ながら示されている。

　たとえば，以下の項目に注目しておきたい。

　Ambition7と銘打たれた目標的課題について

は，「成長に寄与する［公共］サービスの新しい

ガヴァテンスをうちたてるInSta皿er　une　nOuVelle

gouVeman㏄auSe〃iCede1aCroiSSanCe」とし，以

下のごとくその理由が記されている。

　「フランスは，老いた国である。その多くの制

度は沈滞し動きが取れない。日々の疲れ切ったサ

ービスを維持するのは余りにも高価につく。我々

の制度のそれぞれは，二つの観点からして評価に

付されなければならない。［社会的］連帯の保証，

そして，成長に寄与しているか否かである。」これ

を受けて，基本的決定18（D6clslon　Fondamentale

18）では，「主要な公共サービスを担当する工一

シェンシーを創設すること，独立した機関による

すべての公共サービス（学校，大学，病院，行

政）への評価を行う」と述べている。［p．！8（p124）］

（2）主要な地方政治にかかわる項目を読み解いてお

きたい。

　まず，冒頭，基本決定19（D6cision　Fondamentale

19）では，「10年以内に県段階の自治体レベル

を廃止することにより，レジオンと市町村間共

同組織を強化するRen的rcer1es　r6gions　et　Ies

inte11o㎜una1it6s㎝faisant　disp凶e　en　lO　ans

r6chelon　dξpartemental」と，何気なく言われてい

るが，きわめて意味するところは大きい。地方政

界に強い衝撃を与えたことは明らかである。

　つぎに，地方政治改革の具体的な改革プランの

内容を見てみよう。第一にアタリ報告は，地方白

治体組織の過重負担による公共財政の悪化につい

て，主要な改革攻勢面として指摘する。

　「目標：地方自治体の予算執行上の管理を促進

する」Objectif：Promouvoi了unegestion

budg6taire　　performante　　des　　collectivit6s

territorialesの項目である［pp．198－199（pp．204－

205）コ。

　以下，地方自治体への国家の補助金レベルの維

持であるとか，当該地方自治体の財政支出に対し

て地方税納税者がより良く統制できるようにする

とか，国家の補助金の地方自治体における使途を

明瞭にする，地方公共サービスの効率化，標準地

方自治体費用指標の創設などが述べられている

［D6cision262－D6cision267］。

　これらは，従来から会計院の報告書などにおい

て指摘され，経済社会評議会のレポートなどでも
ゐ　る

縷々指摘されてきたことを意識したものであろ
う（m〕。

（3）本報告の第三章では，地方自治体の大幅な組織

改変が提起されている。

　この点では，全体としてこの通りの路線を政府

が歩んだとすれば，当然ながら混乱が予想され

る。大革命以来長い伝統を有しており，82年以降

の大改革の連続の申でもその既得権益を注意深く

守られてきた，県一コミューンという中核的連接

が今，切断され解体されようとしている。異なる

社会的背景や基盤を背景とし，種々の思惑と要求

をもった県一コミューンに基盤をおく地方名望家

や社会集団や住民らによる抵抗と困惑が，中央政

府の思ってもみなかった政治的な逆流を生みかね

ない。例えば，2009年AMF総会で地方名望家達

があげた抗議の声である。サルコジ政権は早速，

改革の鋭角的な部分を避けようと舵を切った。

　以下．重要と思われるので，この章はやや詳し

く検討しておこう。

　この第3章では，文字通り，「分権化を効率化

するために明確化する」Clarifierla
d6centra1isationpoUrenaccrOftrel’efficacit6と

題されている。

（10）拙著『フランス分権化改革の政治社会学』，「地域

　自治体のガヴァテンス」の章を参照されたいでDD．207

一253）。原文資料については本論の註（2工）を参照。
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　効率性［コストパフォーマンスコ視点→分権化

改革への現状批判→分権化の進展を阻んでいるア

クターたちの権限の鮮明化をはかるという論理構

造をとっている。

　「目的1地域組織の単純化」として，以下の如

く論じている。

　「フランスは36，OOOのコミューン，100の県，26

のレジオン，2，580をこえる「独自財源を有する

市町村間共同公共施設法人」EPCI　Hsca1it6propre

を有している。これらの組織は，各省庁，国家の

分散化されたサービス機関，40余りの1978年以来

創出された独立行政機関autoritξS　adminiStratiVeS

ind6pendantesのうえに付け加えられたのであっ

た。分権化は，民主主義を強化し（分権化された

相異なる自治体の中に50万の公選職務を数え

る），行政的な機能を改善するものと理解され

た。しかし，分権化改革に従って分かたれた種々

の権限が，多岐にわたり，マヒしてしまい，追加

的な費用，とくに一般運営允nCtiomem㎝tの為の

費用が膨らんでしまっただけに，一つの混乱を促

進するファクターとなっている。」

　一般運営費用とは，具体的にはそのほとんどが

地方自治体や市町村問共同組織の職員の人件費に

ほかならない。

　「多様な地域の行政段階の間での権限の重複・

繰り返しは，責任の分裂状態unξC1atement　de1a

・esponsabi1it6，決定過程のマヒ，行政対象［市

民］側での混乱を引き起こしている。」

　こうして，分権化改革第二幕に関しても，容赦

ない批判が付される。

　「分権化改革第二幕は，2003年3月28日憲法改

訂法一と2003年，2004年の組織法によって構成され

ているが，この第二幕の取り組みは，地域自治体

の必要な再組織化を完成することなく終わる。［す

なわち］強力で，少数化した，より特殊には，経

済的発展と職業的な訓練の任務を負うレジオン，

確立された市町村間共同組織とりわけ人口密集地

域共同体［の確立］である。この場合，その平均

的な人口規模は，6万から50万までの幅において

住民を包括するべきであり，その理由は，市民の

為の公共サービスの費用を縮減することが可能

な，ぎりぎりの規模を達成する必要があるからで

ある。」

　ここでも費用縮減が自治的な組織内容の充実に

優先して語られている。

（4）分権化改革はこうして，「第三の段階」に突入

するとされる。

　「この改革は，二重の原理のもとに行われる。

自治体間での権限の明瞭な分担。各段階の自治体

への確実な資源配分である。」

　「確実な資源配分」とは，ニュアンスがこもっ

ている。「厳密な」，すなわち必要としているだけ

の，無駄の無い，正確に必要性にマッチした資源

ressour㏄s　prξcisesの分配という意味である［以

上，p．195（Paper　back版p．201）］。

　D6cision258では，「レジオンを強化する」

Renforcer　les　r6gionsとの政策課題が打ち出され

ているが，その場合の特徴は，県組織の切り捨て

が明白に断定されていることである。フランスの

地域自治の歴史からは驚くべきことではある。

　「レジオンは，県の犠牲のもとにau　dξtriment　du

dξpartement［訳しにくいニュアンスのこもった表

現である。「県の利益に反して」，「県をもはや省

みることなく」などの「犠牲」や「切り捨て」と

いう意味のこもった表現である一引用者］，その

伝統的な権限（経済開発，職業訓練）において顕

著に強化されなければらない。これらの諸領域で

は，集中的な特定のアクション，特色ある開拓的

事業un　pilotage　uniqueが効率性の証である。」

　すなわち，県の解消，レジオンの徹底的強化で

ある』この論点は一方で明示的に（レジオン数の

減少），他方において黙示的に，あるいは知らぬ

顔で後のバラデュール報告の申に県の解消，また

は，弱体化への方向性が組み込まれる。我々は，

バラデュール報告の検討の中でそれを見いだすで

あろう。

　その上で，「静かなる革命」の主役とされた市町

村間共同組織interCommuna1雌については，全土を

くまなく再組織化し，零細なコミューンを駆逐す
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る役割がふられる。D6cision259を見てみよう。

　「市町村間共同組織interCOmmunalit6Sを，憲法

レベルのまとまりある組織である《人口密集地域

agglom6ratlOnS》に転換する」と銘打って，欧州

諸国との比較がやや唐突におこなわれている。

　「フランスの特徴は，［西欧諸国において］もっ

とも小さな平均人口を有するコミュ」ンを有して

いることによって特徴づけられる。フランスは，

［ひとつのコミューン当りの平均人口は］1，600

人であるのに対して，デンマークでは55，200，オ

ランダでは34，900，スウェーデンでは31，100，

フィンランドでは12，100，ノルウェイでは

10，500，イタリアで7，200，スペインでは5，300で

ある。」

　「オランダでは，国政議会が特定のコミューン

を解体したり，新しいコミューンを創設したりす

ることを決める。それに反して，フランスでは，

任意的な合併方針を選択したのであった。1971年

法けコミューンの合併や再編を促進することを目

指していたのであるが，きわめて限定的な効果し

かもたらさなかった。」

　197ユ年のマルセラン内相のイニシャティブによ

る合併策の失敗は，類書がかならず苦々しく触れ

る著名な実例である。

「市町村間共同組織nterCo㎜unalitξは，きわめ

て大きな成功以上のものをもたらした。大略人口

の85．5％，コミューンの90％が独白財源を有する

EPCIに加盟している。市町村間共同組織の発展

は，専ら大量の［行政機構の］経常的な支出

d6penses　de危nctiomementとなって現れている。

それは，納税者が当然の権利として期待し得る地

域経済economies　d’6che11e［良好な循環に基礎を

おく自律的な地域経済］の発展をもたらしていな

い。2000年から2004年の間に，EPCIの財政的な

手段は，税収入としては83億ユー口，一般財政予

算額DGF［la　Dotati㎝globale　de丘nancementコと

して王1．2億ユー口にのぼり，合計して94．1億ユー

口に達しており，新たな地域行政を形成してい

る。DGF，すなわち国家によって合意された財政

手段の増大は，少なくともその半分が新しいサー

ビスの創出によってではなく，行政的な構造の

［経常的運営コ費用によって費消されてしまって

いる。」

　「市町村間共同組織は，徐々に，憲政上の存在

意義を有する《人口密集地域agg1OmξrationS》へ

と転換されねばならない」として，次のような改

革の細目が提示される。

○公共施設行政法人というフィクションから，憲

　政上の基礎を有する地域自治体である制度へ，

　すなわち，一定数の新しい自治体である人口密

　集地域への移行［以上，p．ユ96（p．202）］

○普通選挙による人口密集地域の議長と議会議員

　の選出

○コミューンや市町村間共同組織に国によって直

　接交付されている今日の種々の補助金dotationS

　に関する分配権限を人口密集地域に移管する

○ひとつの人口密集地域への統合を拒んだとき

　は，コミューンのDGト1a　dotation　globa1e　de

　自nan㏄mentを［ペナルティとして］縮減する

○コミューン段階の活性力。omp6tencesの回復強

　化をおこなう人口密集地帯へはDGFを増強する

　以上である。結局は競争力のある地域を一層力

づける事になるのではなかろうか。こうした措置

の政治的な真意をアタリ報告はあっさりと言って

のける。県の解消に向かえ1　と。

（5）県の解消を明言1「聖域への介入」

　D6cision260では極めて明瞭に県の解消が宣言

さ乱る。驚くべきことだが，当然ながら他方では

アタリ報告の不用意さが政治的な論評の的になる

わけである。

　「県段階の行政組織1’6chelon　d6partementalを

10年間で解消する」Faire　dispa斤tre　en　dix　ans

l’6chelon　d6partemental

　「強化されたこれら人口密集地帯［共同体・自

治体化するコンテキストにおいて］は，今日，県

によって行使されている一定の諸権限を［将来的

には］自らに吸引することが出来なければならな
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い。この移管は，人口密集地域がそれを望んだな

らば，法的に当然のものである。この目的は，

種々の権限を明確化し，地域行政の費用を縮減す

る目的のもとに，10年のうちに県の不要性
1’inuti1it6du　d6pa村ementを確認することにある。」

　「元老院Sξnatの構成は，レジオンと人口密集地

域を考慮に入れなければならないであろう。ブ

リュッセルのレジオン委員会でのフランス代表団

の構成（24名の委員のうち，レジオン代表は12

名，残り12名が県とコミューンの委員である）を

模範としつつ，元老院議員の半数はレジオンに

よって選出されるべきであろう。」

　こうした元老院議員の選出基盤を転換する論点

も，アタリ報告の一種の「軽さ」を物語っている
　　　　　　　　　　　　　　　　　さてつ
のかも知れない。69年のド・ゴールの蹉鉄（ド・

ゴール大統領［当時］は，元老院とレジオン改革

の抱き合わせを国民投票で問うたが，敗北する）

が頭をよぎる（1ユ〕。

　白治体の機構組織の変革という論点では，最後

にD6cision261で，バラデュール報告において主

要な論点となる権限の明瞭化というテーゼが先取

り的に展開されている。「個々の公共自治体の固

有の権限を明瞭化する」Clarifier　les　pr6rogatives

dechaquecollectivi｛6publiqueという項目であ

る。「地域自治体間において，また，地域白治体

と国との間におい．て，権限の輻鞍がおこってい

る。このことは，多くの社会給付や公共サービス

にとって，費用過多と困難とをもたらしている。

［たとえばコ雇用の事務に関して，国家は，雇用

の政策大綱を決定し，国家雇用工一シェンシー

1・Agence　nationa1e　pour1・emp1oi（ANpE）を運営

し，失業給付の額を決定する。次に，県は雇用促

進最低収入保証の財政を保証するが，その点につ

いて，国家は，引き続きその額と受給者資格を決

める。［更に］レジオンは，経済開発と職業的訓

練に関して担当する。［最後に］コミューンは，

失業者に対して，住居や学校食堂・学校生徒輸送

の料金に関する援助内容を認め得る，という具合

である。」［以上，p．197（p．203）］

　したがって肝要な点は，分割されてしまってい

る権限を縮小させ，出来るならば解消してしま

い，特定の自治体をして各分野での指導者または

主務官庁として据え直し，権限を失った白治体が

当該の事務官［agentS事務当局］や資源を移管

したかどうかを監査することである。

　以下，財政的な措置が列記されているω。

　インタビュー記事がアタリの意図をより鮮明に

示している。

　「どのような地方行政レベルを解消しようとし

ているのか？」との問いかけにアタリは答えてい

る。「コミューンを約6，OOOの市町村共同組織

。ommunaut6s　de　communesに［完全に］再組織化

しなければならないであろう。それは，大規模な

［全土にわたるコインブラを管理し，県レベルで

講じられている国家の役務を一掃させなければな

らない。県は，単純にレジオン議会議員の選挙区

としてのみ単純に残らねばならない。国家が先頭

になってかからなければ，［地方行政当局に］金

利や，二重雇用を削減することなど求めようがな

い（13〕。」

第3節　バラデュール報告について1サルコジ攻

　　　　権地方政治改革の集大成へ

1）バラデュール委員会1大急ぎの改革案

　アタリ報告を受ける形において，本格的に地方

政治改革に焦点を絞ったバラデュール報告が公表

された（2009年3月5日）。

　エドゥワール・バラデュール盲douard　Ba11adur

氏の経歴の概略を見ておこう。氏は，パリ政治学

院公共行政部門卒後，結核療養ののちENAに進

学。優秀な成績でこれを終える。国務院に勤務の

後，ポンピドウ首相の官房に入り，68年5月の紛

（11）　“Projet　de1oi　constitutio㎜e11e　rejet6p皿1e　r縦rendum

　du27avri11969｝，in　Ma㎞ce　D皿verger，Co榊主舳1o舳助

∂・・山舳淋〃吻m∫，11白ξditi．n，PUF，1987，PP．381－

406．
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岡村　茂　　サルコジ大統領政権下のフランス地方政治改革

争を収拾するグルネル協定を策定。ドゴール将軍

の退陣後，ポンピドゥ氏が大統領職についたこと

により，大統領府主席秘書官。のち国営企業等の

経営にあたり，シラク氏の側近としてパリ地区よ

り下院議員。ミッテラン大統領第！期後半の保革

共存政権において，シラク首相のもとで経済関係

の閣僚に任ぜられる。1993年3月29日より95年5

月11日まで第2期ミッテラン大統領政権下で首

相。その後，大統領選に出馬するも第1回投票で

敗退。再びパリ地区を基盤に国民議会議員等を経

るなど，ベテランの政治家であり，その調整能力

には定評がある。

　周知の通り，2007年7月18日には，サルコジ大

統領により，「国家制度の近代化及び再調整検討

委員会」Comit6de　r釧exion　sur　la　modemisation　et

le　r絢uibrage　des　institutionsの委員長に任命さ

れ，3ヶ月の作業の後，報告書を提出した（2007

年王O月29日）。この報告書『より民主的な第五共

和制』（ση・γ直物・物mル・潴m…吻m，

Fayard，2008）の一定部分が2008年7月21日に両

院議員総会1e　Co㎎r6du　Par1ement丘angaisによっ

て改憲法として採択されるに至った。現在は公的

生活からの引退を行い，20ユO年における大統領に

よる憲法院判事への任命も辞退している。最近刊

行された回顧録は，話題をよんだという（ムe

Po〃。かm∫eμ舳gθρ伽1Co舳舳α施η刎ec
〃伽go加M倣e榊〃，Fayard，2009［未見］）。他に

多数の著書を公刊している文人政治家である。

　2008年10月22日デクレ（dξcret　du22octobre

2008［デクレとはこの場合は大統領政令コ）によ

り大統領は氏を『地方自治体改革のための委員

会』Comitξpour1a　r純me　des　co11ectivit6s1ocales

の委員長に任命。この委員長職務は事実上，バラ

デュール氏の最後の公的な活動となっている（14〕。

　2009年2月25日には，大統領に報告が提出され，

一般には3月5日付けで報告書『変革すべき時

だ」刀eωem那aea6C肋rと題して公表された（15〕。

（ユ2）財政措遣の目標としては，「地域白治体による競争

　力ある予算管理を促進する」戸rOmOuVOir㎜e　geStiOn

　budget3ire　per他m自nte　des　collectivit6s　te皿itorialesとし

　　て，以下のごとく列記されている。

　　DEClSlON262
　　　運営費交付金1a　dotati㎝g1obaIe　de危。tiomementの

　　　総額を維持し（現在，地方財源の1／3を占めてい

　　　る），市町村間共同組織の実績に応じて調整する。

　　DEClSlON263
　　　地方自治体の予算支出を市民がより良く統制する

　　　ことを促進するために，税の自律性よりもむしろ

　　　予算上の自律性を重くみる。／地方税の最大限の

　　　可視化を可能ならしめるために，各納税者の納税

　　　書類の上に，支払う地方税の現在時点での発展状

　　　況とこれらの税率，全国平均の税率，隣接する自

　　　治体において課されている税率などを記入する。

　　DEClSlON264
　　　地域自治体の支出増大の目標［値コを規定し，国

　　　家の補助金dotatiOnの配分における固定的な目的

　　　の尊重を行うこと

　　　　これらの目標値は，短期において，インフレー

　　　ション率を越えてはならない。確かに，県はある

　　　面において，増大する支出を財政援助しなければ

　　　ならないが（ハンディキャップや扶養にかかわる

　　　公的な支出の一部分），しかし，戦略的な行動の

　　　余地はなお存在する。

　　DEClSlON265
　　　地方公共サービスのパフォーマンスに関する指標

　　　を開発する／イタリアやノルウェイや連合王国で

　　　はそれを用いている。／OECDはそれを勧奨して

　　　いる。これらの評価措置は特に，教育，保健衛

　　　生，輸送，社会福祉・介護の分野で用いられる。

　　　これらの情報の普及は，パフォーマンスの促進要

　　　因となり，同時に優れた実践の交流にもな糺

　　DEClSlON266
　　　無駄遣いの実態を明らかにするために，地方自治

　　　体のタイプや行政機能おnoti㎝毎に，平均的な標

　　　準費用を確立し，公表する。

　　DEClSlON267
　　　　より効率的な管理と支給を確保させるために，地

　　　域自治体への国家交付金の全体について使途指示

　　　を廃止する。［∫b肋，pp．198－199（pp．204－205）コ

（13）　“Jacques　Att日h1くくUne　commission　qui　dit1a　v色「it6｝｝’’，

　in工召Moηd召，3！．ユO．07

（14）バラデュール氏の経歴についてはフランス語版

　Wikipedi。を参照した。dξ。。。tに関する簡潔な定義は，

　　山口俊夫編，『フランス法辞典」（東京大学出版会，

　2002年〕の当該項目を参照。
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　委員会は，2008年の10月22日付のデクレによっ

て大統領からバラデュール氏にその組織方が委嘱

された。大統領書簡は言う。「この20年来，我々

は分権化改革を深化させ，多くの権限を移管し，

新しい行政の審議段階de　nouveaux6chelons

d’administrationを創設した。しかし，我々は自身

の地方組織の深層構造には，ほとんど省察を加え

てこなかった。また，地方税制については実質的

に何も変えなかったし，地方財政を漂流するに任

せたのだった。こうした状況をつづけさせること

は出来ない。作業は多大の困難に満ちているが，

話もことの重大性と緊急性に異議を唱えることは

出来ない（lo）。」

　報告をうけて法案提出の意図を上院に向かって

述べたブリス・オルトフーBrice’ gort曲ux内相の

言葉にもはっきり顕れている。共和国大統領の改

革への傾斜は，「現行の地域組織が我々の時代に

適応していない」との確信に基づいている。内相

は結論づける。「我が国の地域組織は満足すべき

ものではないし，そ札は改革されうるし，改革さ

れなければならない」と（17）。

　報告は膨大であるし，多くの論点を顕現させて

いるが，そして同時に多くのことが触れられない

ままに蓋がされている。本論では，バラデュール

報告における地域自治体の組織再編の内容につい

て特に焦点を絞ってこれを読み解いておきたい。

　なお，フランス社会党からはピエール・モロワ

Pierre　Mauroy元首相とアンドレ・ヴァリー二

Andエ6Vallini氏の2名が委員として参加してい

る。彼らは，最終提案項目のいくつかには反対し

た。また，PSは，委員会の路線［レジオン数の

削減，すなわち，ノルマンディの二つのレジオン，

ローヌ＝アルプとオーベルニュの合併，イールド

フランスの再分割などによる総数22から15への削

減，レジオンと県の融合は斥けられたものの，地

域評議会議員によるレジオン議員の6．OOO弱から

4，OOO弱への削減，メトロポールヘの特権的配

慮，グラン・パリの設置，コミューンは留め置か

札るものの市町村問共同組織への優遇策は強化］

に対して地方における左翼の政治基盤が崩される

ものとして強い警戒感をもったという。しかし二

名の委員を送り込んだ上での部分的な反対論であ

るからやや分かりにくく、全国組織としての社会

党の中途半端さも感じられる〔ユ8）。

　委員会は大統領与党の委員達と社会党系の委員

との呉越同舟であり，すべての項目がすんなり了

承されたわけではなかった。

　20の提案のうち1，2，4，5，6，7，9，

lO，12，13，14，15，16，17，19および20項の提

（15）ぺ一パー・バック版としては以下の通り。Comitξ

　pour　la　r曲㎜e　des　oo11ectivitξs　looa1es　pr6sid6par

　Edouard　Bauadur，刀　e耐　施㎜ρ∫　∂ε　∂6c赦虐乙沢口po材　α阯

　”6∫”εm庇fαRφ泌物阯e，Fayard／La　documentation

　Frangaise，2009．なお同報告の電子版は，La
　documentation　Fran写aiseのサイトにある公文書データ

　ベースから参照しうる。

　新聞報道として，“Le’bigb㎝g’territoria1deBa11ad㎡’

　i皿エ虐Mo〃ε，24．02．09；Miohel　Delb巳rghe　et　Bξatrice

　J6rome，　Co11eotivit色s　locales＝ce　que　propose1e　comitξ

　Ban邑duエ”in工eル‘o〃ゐ，26．02，09．

　　なおウェブ上にはたちまちレジオンや県の議員達を申

　心に合併や廃止に対する反対論があふれ返ったとい

　　う。情報化時代の素早い地方政治家らの反応を象徴す

　　る出来事である。“Le　Web　d卵mobilisξcontre　le

　・・pPo廿B・n・d・・’！，i・工・M・肋，26．02．09

（16）　Dξcret　n．2008－1078　du　22　octobre　2008　po廿ant

　crξation　du　comitξpow　Ia　rξ允㎜e　des　co11ectivit色目

　1㏄aleSに付された大統領書簡より（引用は，バラデュ

　ール報告のp．256によった）。

（17）　加地〃酬f三例　ゐ　M13れ。ε　HORτ児F万帆　榊肋棚陀　∂ε

　プ｛刊士6rf‘伽乙　∂εプ0蜆炉膚一〃一色r召f∂ε∫C0”εC右ソ比6∫fεκr批0れ蜆Je∫，

　f0州励肋倣WJ」0㎎伽1∫α施〃ε〔」6W〃10〃∂直∫

　・・〃ε・舳6∫胞舳・・1α畑S6nat，m3・di30jui・2009．引

　用は，内務省／DGCLのHP掲載による。
（18）　　“Le　PS　critique　la　r6f01＝me　des　co11ectivit6s　loca1es’’in

　工εMo〃ε，22．02．09；同日の別の記事では，二人の社

　会党有力者の委員会参加が同党の了解を得た上でのこ

　　ととはいえ，複雑な印象を党内や世論に与えたことを

　指摘している。Bξ3位ice　J6rome　et　Miohel　Delberghe，“La

　9…h・1・・o・1・b・t・i11・d・・t・n1itoi・・昌”，i・工・M・肋，22．

　02．09．
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案は，委員会の全会一致によって採択された。提

案3は．委員会の多数決により採択された。モロ

ワ，バリー二両氏は反対し，ヴェルポーVe㎎eaux

氏は棄権した。提案8のAとC項は，委員会の全

員一致により採択される。B項は委員会の多数決

により決し、モロワ，バリー二，シュリアール

Ju11i肛d各氏は反対票を投じた。

　提案11には，委員会の多数決により採択，モロ

ワ，バリー二両氏は反対票を投じ，シュリアー

ル，ヴェルポー，カザノヴァCasanova各氏は棄権

した。提案18については，委員会の多数決。モロ

ワ，バリー二両氏が反対票を投じた。

　モロア氏は，委員会参加の理由を聞かれ，「私

の任務は，分権化とレジオナリザシオンという遺

産をまもることにある」と言明している（！帥。ま

た，氏は「わたしがこの委員会に参加したのは大

統領の要請によるものであり，PSの全国委員会

の了承を得ている。私の唯一の動機は，ユ982年に

私の政府により始められた分権化政策を長続きさ

せることにあった」としており，委員会は最終段

階において集権化への意思をあらわにし，特に地

域評議会議員の設置とレジオン・県の事実上の融

合には反対だとの意見を示した。レジオン・県と

いう二つの行政段階の「融合一は，そ札それの行

政システムの弱化と国家による地方白治体の権限

の取り上げに至るであろうと，氏は改めて批判的

な見解を述べている（20）。

2）報告の全体を貫徹する論理

　前書きと結論部分とにバラデュール氏の名を冠

した短文が寄せられている。フランス風官僚政治

家の明断なまとめを我々は目にすることが出来

る。

　「フランスの領域組織は，その時々の時代の要

請によって蓄積された連続的な堆積物からなり，

古めかしく，かつ複雑である。この組織は，分権

化改革へのかの著名な進歩を可能にした。この組

織は，民主的であり，全体として普通選挙に依拠

しており，地方被選出者に管理運営の大きな自由

を許している。この組織が構築された諸原理は，

保全されなければならない。」この組織が有する

「複数の欠陥」として，バラデュールは，「複雑

性，［かさむ］費用，領域間の提携協調の不十分

さ1’insu冊santesoIidaritξ，住民の需要に応えるう

えでの困難さ」をあげる。［p．11］

　「結論」では，改めて展開されたこれらの論点

が反甥される。

　「余りにも沢山あ地域行政のレベル，これらの

審議段階でのそれぞれのレベルでか，特定のレベ

ルにおいて，余りにも多くの地方白治体，特に交

叉的財政資金調達丘mnCementS　CrOiSξSの過剰によ

る地方公共支出の不完全なコントロール，権限の

輻鞍，地方直接税制の老朽化，真の決定がEPCI

一その責任当局は直接普通選挙によって選任さ

れていない一の［閉ざされた］内部においてま

すます取り行われるという地域民主主義の不十分

さ，国の領域の全体における［それぞれの自治体

や地域がおかれている］状況の多様性を考慮する

ことの欠如，これこそわが地方行政システム

notre　syst虹e　d’administration　loca1eへ向けられた

主要な批判点である。」［p．195］

　また，前書きに続いて，討論を総括した内容の

「導入」lntroductionが付されている。

　そこでは肯定的に回顧された大革命以降の地方

行政改革の流れが示さ札た後，一転して現状の厳

しい状況が対置される。

（19）　“Pierre　Mauroy＝｛くn　s’agit　pouT1a　droite　de　reprendre

　1e　pouvoinl　in工召Mo〃ε，27，02，09．併せて以下を参

　照。“La　r6fome　te皿itoriale，㎜e　llrecen廿a1isationl／qui

　n’ose　p日s　dire　son　nom　in工召Mo〃ε，ユ9．Ol．lO．

（20）　“Pierre　Mauroy：くくUne　reprise　e皿main　du　pouvoir

　cen廿aI　sur1es　oollectivitξs－ocales｝｝”　in工εMo〃∂召，21．10．

09．モロワ白身，シラク／ジョスパン保革共存政権

にあたって地方改革レポートをジョスパン首相に提出

している。Rappo廿呂uPremierministre，R％”研グαα土。用

〃棚g雌　JoωJe，Commission　po皿　ravenir　（1e　正a

dξcentra1isation　prξsid6e　par　M．Pierre　Mauroy，La

documentation　Frangaise，2000．
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　69年に素描され，82年に意図され，2003年に継

承された分権化の流れは，「その幸運な効果を使

い尽くしてしまった。…たしかに，地方自治体は，

我が国の近代化への努力の大きな部分を受け持

ち．地方の権利と自由とを深化させることにより，

分権化改革は民主的生活の強化に決定的な働きを

なしてきた。しかし，事実においては，地方自治

体の組織は，この時間の経過の中でより複雑化す

る過程を一貫して歩んだ。1999年以降における市

町村問共同公共施設法人EPCIによる分権化と［組

織の］多様化による最近の動きは，地方自治体の

構造，それが振るう権限，またそれに相応する財

政などの合理的再編への努力を伴わなかった。」

　こうして，公共アクションや公共サービスの利

用者にとって効率性は失われる。納税者には費用

の増大，有権者には透明性の欠如がもたらされ

る。欧州レベルの強力なレジオナリズム運動を等

閑視し，かくしてフランスは，「コミューンの細

分化mOrCenement　COmmma1を治療することに失敗

した。1950年から2007年の問に，ドイツはコミュ

ーン数を41％減じたし，連合王国は79％を削減し

たが，これに比して，フランスはわずかに5％縮

小したに過ぎない。」［以上，pp．17－／8］

　「我が国の領域行政のまさに構造そのものが，

二世紀にわたって続いてきた細分化と，遺産とし

て継承された画」性m倫㎜itξとをほとんど克服

出来なかったのであり，したがって，この構造白体

が，かつてない経済的な挑戦des　d舳s6conomiques

in舳tsに直面しているフランス社会に不利にはた

らく。」前代未聞の経済的挑戦とは，経済のグロ

ーバル化を意味するであろう。

　都市生活者の爆発的な増大に行政が追いついて

いない［pp．17－18コ。

　こうして，地域の民主主義と呼ぶべきものune

d細。cratie1ocaleを志向する野心に応えるべく複

数の論点が集約的に示される。

　論点の配列にも注目しておきたい。

ユ）「第一に，地方財政問題はすべての改革とい

う［政治的］課題enjeuXの核心部分にある。地方

白治体の支出は公共支出総額の20％なにがしを占

めており，特に国による諸権限の委譲という事実

により，過去20数年にわたって国家的富よりも早

く成長を遂げた。」

　2003年3月28日改憲が地方自治体の財政的なオ

ートノミーを課し，かつ保障を与えた。しかし，

支出の増大，過大な交叉的財政支出excきs　des

丘mnCementS　CroiS6S，地方自治体の税制上の自主

権の曖昧さは克服されていない。職業税の廃止が

宣言されたが，地方政治当局の激しい反発を生ん

だ。その帰結への疑問は消えていない。一「提起さ

れている諸問題への解決策は，権限の明瞭化と構

造の簡略化という方法論による狭い選択肢に依拠

している。それ故に，委員会とその対話の相手に

よって予想されたいかなるシナリオも，それ自

身，完全な内容のものとは言い難い。」財政的な

隆路がすべての改革論の推進力となっており，改

革論の正統性のよりどころになっている。

2）次に白治体組織が煩ヨ1貞であり，錯綜してし

まっているという問題が取り出される。

　「第二に，地方自治体の権限は，過剰なまでに

錯綜させられている［enchev紺ξes］。当然ながら

確認される。いくつかの例外を除けば，いかなる

権限も領域行政のレベルによって特別化されてお

らず，その大部分は種々の地方白治体の間で，あ

るいは，さらに種々の自治体と国家との間におい

て分かち持たれている，と。」

　「1982年には《権限のブロックb1ocs　de　com－

p6ten㏄s》による一般的な［権限の］配分という

ことが既に埠定されていたが，この考えは，その

後制定された特別法が絶えずこの原則から逸脱し

続けたという限りにおいて，ほとんど実効性はな

かったことがその実施過程を見れば明らかであ
る。」

　「各地方自治体に帰属する一般的権限に関する

条項により課された法的問題の留保の下におい

て，あれこれの地方白治体の利益にかなうよう定

められた権限帰属を専一的に明瞭に規定すること

により根拠を与えるという道筋が，疑いもなく最

良である。更に，単純かつ異論の余地無い基準に

従いその権限が明快にされ，かつ配分されるべき
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だ，と委員会は考えた。」

　「権隈の効率的な配分は，諸構造の簡略化を専

ら生み出す」というこれまでの分権化の楽観的な

見通しに真っ向から反対する方法論が対置された

のだった。

3）「かくして，第三に，フランスにおいては，

領域行政の諸構造は余りにも多く，あまりにも細

分化されているという委員会の自らの想いが，委

員会が提起した多数の改革を正当化する本質的な

要素なのである。」余りにも複雑に積み重なって

おり，余りにも基礎自治体をはじめ細分化されす

ぎている。これこそ改革を促迫する基本的な与件

だというのである。

a）基礎自治体の細分化

　「このことはまず最初に，1971年のマルセラン

法1a　loi　Mar㏄ninが統合に失敗し，依然として

36，OOO以上も存在するコミューンについて現に示

されている。たしかに，！999年のシュヴェヌマン

法1a　loi　Chevさnementは，コミュ」ンのグループ化

の開花を強力に優遇し，その結果領土のほとんど

すべてはEPCIのもとにカバーされたのであっ

た。しかし，その地理的な境界線は場合によって

はほとんど合理性を有しなかったし，その法的な

規定の多様性（市町村共同体，人口密集地域共同

体，大都市圏域共同体）は，そのうえ《郷土圏》

paysの存在により強調され，［行政のコ複雑さと

硬直ぶりとの源となっている。「地域の自律的な

経済的好循環状態」1esξconomies　d’ξche11eは生み

出されず，市町村間共同公共施設法人EPCI（1es

ξtab1issements　　　pub1ics　　　（1e　　　coopξration

i血terComuuna1e）には一定の変則性がつきまとう。

なぜなら，その中のあるものはほとんど全能の権

限unecompξtencequasigξnξra1eを振るっておきな

がら，［執行部自体は］間接選挙制Su箭age　indireCt

によって選出されている。だが，それにもかかわ

らず，これらの組織が手にする支出額は，レジオ

ンのそれに匹敵しているのであるから。」

b）県とレジオンの不適応

　「このことは，県やレジオンについても同様に

確認される。レジオンは最近になって白治体とさ

れ，残念なことに，その数が増やされた。財政的

な手段は限定さ札，その権限の散漫ぶりは，国家

の役務の再組織化過程一それはレジオンとい

う行政段階に特に課されている一において，

また，欧州政策の実施においても，自らはたすべ

き役割とは調和していない。県については，その

役割は本質的であり，特に社会的領域において評

価されている古くからある自治体だが，徹底的に

都市化したゾーンにうまく適合していないことは

明らかである。こうしたゾーンでは，カントン［小

郡］は老朽化している。」

　「委員会はいかに，レジオンと県都の間の種々

の調整機関が真の成功をおさめることなく終わっ

てきたか，［行．政］諸構造のすし詰め状態

1’empi1ement　des　stmcturesに繋がる不都合を制限

することができなかったかという深刻な事態を明

らかにした。遺憾ながら，特定の自治体の他の自

治体への《後見監督耐e11e》を排除しておきなが

ら…，《指導的な白治体。o11㏄tivitξchefde行1e》と

いう概念には確たる内容を与えなかったの

で，2003年の憲法改定は，事実上，必要な発展に

寄与しなかった。」

　「明瞭な優先事項，すなわち，地方自治体の数

的減少，とりわけ特定の行政段階における白治体

数の削減が，結論される。」［p，24］

4）最後の特殊な対応を要するケースとしてコル

シカと海外領土の問題が扱われる。

　「…最後に，委員会は一定数の地方自治体が特

殊な問題を課していることを認めた。それは，海

外の県・レジオンにおける，同じ管轄領域の上で

の自治体の“重なりあい”というケースである。

そのことはまた，コルシカ1a　Corseについても言

える。そこでは，くり返された制度的な転換が，

同島の特種性sp6ci行。it台sを考慮に入れることに失

敗したのであった。最後にそれは，イール・ド・

フランスne．dθ一FエanCeについて言える。イール・

ド・フランスは特殊な権限を備えており，市町村

間共同組織はそこでは萌芽状態にあり，1，200万

人の住民が暮らすこの一定の地理的な領域の上で

の公共アクションをより良く調整する必要性が，
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痛感されている。」

　これらの四つの一連の確認から，公権力に対し

て数年来，提出されてきた相異なる諸報告や委員

会がとりおこなった公聴会の流れに沿った研究

で，シナリオはすでに作られているとして，委員

会は三つの所信を再確認した。「提起されるべき

諸改革は，現行の諸条件よりもよりよい条件のも

とで民主的な統制をとりおこないうるものである

こと［1］，諸改革は，より良い質の役務を市民

諸氏に保障しなければならないし［2］，最後に，

それはまた個々の行政段階の実効性1’eficien㏄［た

んなる効率性鉗CaCit6ではなく，効率を上げつつ

実際の効果をもたらすこと一引用者注］をも強化

しなければならない［3コ。」［以上，引用はpp．20

－24］

　以上の改革路線は突然地上に姿を現したもので

はない。シラク政権の末期からサルコジ政権にか

けて，一連の報告書が政府与党［保守陣営］によっ

て提出されてきた。われわれは，その中でもこの

バラデュール委員会が依拠している報告書とその

他，会計院や経済社会評議会などによる有力な諸

報告をあげることが出来るω。

3）委員会にとって地方行政組織の何が問題なの

　　か

　上述の通り，地方行政組織の改編に焦点を絞っ

て読み取っておこう。

　第一部は「我が国の地域組織は深刻な改革を必

要としている」と題され，A．地方財政，B．権

限，C．諸構造，D．特殊な事例という項目にわ

けられている。

　第二部は，強化され効果的な地域の民主主義と

題され，A．レジオンと県，B．明確化された権

限，C．近代化された地方財政，D．特殊な事例

という区分けになっている。

　今，第一部のBおよびC項に注目すると，大略

は以下の通りである。

　「地方自治体の権限の配分は，フランス地方行

政の序列を再配置する必要1性を，戯画的にまで明

らかにしている。／実務上，すべての権限は分割

され，そのことは，交叉的財政資金調達
丘nanCem㎝tS　CroiS6Sに対する都合の良い口実とし

て用いられている。この交叉的財政資金調達はそ

の過剰ぶりを…既に指摘した通りである。」［p．

53］

　周知の通り，フランスの基礎白治体であるコ

ミューンは36，000余りにのぼり，その上に，県，

レジオンが加わり，地方自治体は基本的に三層構

造になっている。また，市町村組合や各種の市町

村共同体が花盛りであり，計画領域である郷土圏

paySの活動も認められている。

　公聴会のコンセンサスとして委員会報告は次の

ように指摘する。

　権限の大半は地方自治体の間で分有されてい

る。「その結果，権限の錯綜状態enchevεtrementが

（21）　Consei一　重。onomique　et　Social，Commm餌伽肋一

　ωmmmα励6∫、mεみるw刑か3～，RapPort　prξsent6par　M－

　Pie皿e－Jean　Rozet，Les6ditions　des　Jo㎜aux　O舖。iels，

　2005．

　　Consei1官。onomique巳t　Socia1，〃8ω肋6εfガ舳〃。ω

　〃物燗1・ω1出ハα・ε・加ア・ゐ〃伽・・舳〃色ゴ・m・，

　Rapport　pr台sent6par　M．Philippe　Valletoux，Lesξditions

　des　J01ユmaux　O舖。ie1s，2006．

　　Cou■昌des　Comptes，工物胞rωmmmα肋6伽抑α肌ε1

　Rappo血　pub1ic　p前iculier，nov，2005，Les　ξditions　des

　Jounaux　of日。iels，2005．

　　pierr巳　Richard，80Jミ∂α「打6　勃ρεりわ「mα”cεj工εs　ε吻ε阯■

　∂εJαmα肋畑加∫ゴ勿釧∫ε∫〃肋g雌ぺ。ω∫ω，dξoembre

2006：Brice　Hort曲ux内相に提出された大部のリポー

トである。内容は地方公共財政の合理化を企図してい

る。コ

　Je㎜一Luo　Warsmξ㎜，地mo河洲ψ舳肋。〃∫〃r　Jo

O’〃枇α克0〃　伽　ω㎜ψ召〃C酬　伽　C0〃εC加肱

肋〃。r〃ω，Assemb始e　Natiom1e，8octobre2008、　い

わゆるワルスマン報告である。主としてバラデュール

報告が権隈の明確化の議論において論拠としている基

礎調査である。併せて，以下の公文書を参照。Rappoれ

du　groupe　de　travail　pr6sidξpar　A1ain　Lambert，工εs

〃肋。舳伽施王掛研助’e∫co〃εc痂三脇’ocαJ召∫，dξcembre

2007．いずれも公文書データベースおよび議会資料

として電子版がダウンロード可能。
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生じる。…［そこから生じる不都合さは，コ［1コ

透明性の欠如manque　de1isibi1it6，それは被選出者

たちの選択の明断さをそこなう，［21自治体間

の格差inξga1itξの源である複雑性。omplexit6，この

格差ゆえに白治体は，その決定を明らかに説明す

る6C1airer人的手段や技術的手段を持てたり，もて

なかったりする，［3］交叉的財政資金調達

丘nanCementS　CroiS6Sが過剰になり，結果としてそ

の正当化の［必要性］が生じる［4］，それによ

り，地方公共支出をコントロールする上での困難

さが増し，［5］どの自治体が投資プロジェクト

の責任を負っているのかを市民が知ることが出来

ないということ」になっていると，委員会は要約

する［ナンバーリングは引用者］。

　権限の分野限定は，分権化の当初から，立法側

によって追求された目的でもあった。［pp．53－56］

　「とくに王983年権限の配分に関する法律［1a1oi

no83－8du7janvier1983re1ative主1a　rξpartition　de

lompltencel　entr1111　lo㎜unel，lll　d6pa村1mlntl，一

1eS　r6gionS　et1毛tat］の目的であった。…　［法令名

省略1第三条は規定する。《地域白治体と国家の

問での権限の配分は，可能な限り，国家の義務で

ある権限とコミューン，県，レジオンに帰属する

権限とを区別することにより，各分野の権限なら

びにそれに相当する資源が，全体として，国家

に，コミューンに，県に，レジオンにかかわると

いう風に，とりおこなわれる。》」

　しかし委員会は苦い調子で確認する。「この目

的は，その規範的内容が極めて弱いままに留まっ

たのであり，次のような事実によって本質的に遵

守されなかった。すなわち，その時以来，それぞ

れの場合に適当な理由によって，多くの特別立法

が上記の規範内容に背反する様に運用解釈された

のであった。」

　そこで委員会は83年立法の要請を復活させる手

だではないものか検討した。合理的な志向がおの

ずと一定の《諸権限の全般的改訂》とよぶべきも

のを求めている。「その目的は，個々の地方自治

体のカテゴリーに，最も適した形態で行使し得る

権限を付与することであろう。更に，その行使

は，補完性の原理に血肉を与えることになる。こ

の原理は，2003年3月28日の改憲法が憲政上の原

理として法文化したのであった。」

　委員会は2003年3月28日の改憲法が示している

補完性の原理に改めて光を当てるべきだと主張す

る。憲法の当該条項は言う，《地域白治体は，諸

権限がその各段階において最適の形で実行されう

る様，権限の全体の為に決定を下す使命を有して

いる》，と。

　「委員会は，五つの基準が地方自治体の権限を

特別化し，これらの憲政上の措置に対して，単一

の有用な範囲une　po梢e　utileを任せるために用い

られ得ると考えた。」

　すなわち，（1〕既に地方自治体に獲得されてい

るノウハウの活用であり，（2）地方自治体の問で

既に探究されている均衡ある連携関係の尊重であ

り，（3）各段階の地方自治体が権限をふるう社会

的な部門の特殊性を考慮に入れること，（4）地理

的な当該自治体の規模を考慮に入れること［ただ

し委員会はこの基準の実効性に疑問符を投げ掛け

るが］（5）自治体への投資額の膨大さを考慮に入

れ，最大規模で投資されている自治体にはそれに

ふさわしい権限が与えられるべきことだというの

である。以下やや長くなるが委員会の分析を引用

しておこう。

　「最初の基準は，個々の地方自治体によって獲

得されたノウハウを考慮に入れることから成って

いる。このことは，すべての再組織化に繋がる諸

費用を回避することを可能にする。また特に，一

定の領域においては，2003年3月28日の改憲法

は，いくつかの領域において，既に地方自治体の

役務の最近時における移管によって実施されてし

まった。」

　「第二の，地理的，財政的な基準は，地方白治

体問において探究されている新しい割当による均

衡状態p納quation　recherchξentre　conectivit6s

1oCaleSのレベルに結びつけられる。かかるアプロ

ーチの枠組みにおいては一それは特にワルスマ

ン報告1e　rapport　Warsma㎜によって推奨されてい

る一，ツーリズムと文化が例えば，ふさわしい
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割当均衡状態のレベルを県段階に見いだすことで

あろう。それは，問題になっているプロジェクト

の規模や必要とされている人的財政的手段を考慮

してのことである。しかし．委員会は評価した。

この基準は，あらゆるケースにおいて，また，そ

れが問題となる権限の領域の全体の為に，有用に

機能することは困難かも知れない，と。」

　「第三の基準は，問題になっている権限の対象

そのものから引き出されるであろう。換言すれ

ば，将来のための投資権限一職業訓練や教育な

ど一は，レジオンに全体的に帰属させられるか

もしれない。しかしながら，近隣の役務管理とい

うような諸権限1es　compξtences　de　gestion　des

se皿ices　de　proximitξ一社会的扶助のごとく一

は，県に帰属させられるであろう。そこから以下

のことが帰着する。コレージュ［中等学校1の管

理運営1a　gestion　des　co11さgesにおいて県は経験を

積んではいるが，レジオンがリセlyC6eS［高等学

校，ただし日本の大学の教養教育課程まで含むコ

を管理運営する権限を有していることを理由に，

レジオンに移管される。しかし委員会の提起する

ところは，この基準がかりに一般的な仕方におい

て守られたとしても，余りにも厳格なものにする

ことがあってはならないということである。」

　「第四の基準は，一般的な方向性に関して法制

定し規範の決定をおこなう権限の行使と，特定の

役務の通常の管理運営とのあいだの区分に関連す

る。そこから帰結することは，地理的［管轄コ領

域aire　g6ographiqueがもっとも広大な地方自治体

は，その領域的な権限に属するあらゆる地方白治

体によって適用可能な一般的枠組みを策定する任

務を帯びるであろうし，最大規模の自治体は，役

務の管理運営を確保する任務を有するであろう。

しかし，かかる基準は，ほとんど機能しないし，

また権限の真の分有を獲得することを可能にはし

ないであろう，と委員会には思えた。」

　「第五の，最後の基準は，まったく財政的な性

格にかかわる。それは，［第一に］地方自治体の

各レベルによって現に明らかにされている支出の

膨大さを考慮に入れるということ，［第二に］最

大限の支出をしている部門にそれにふさわしい権

限の全体を割り当てるということである。かくし

て，運輸部門は，レジオンにのみ帰属させられる

であろう。しかし、この責任基準は，値をつり上

げられた介入費用に関連する権限を過剰に優遇す

る効果を有するかも知れないと，委員会は見
た。」

　「これら五つの基準のコンビネーションのみ

が，地方自治体問の諸権限の満足すべき配分を本

来的になし得るであろう。委員会は，予備的な演

習を試みたが，この演習は，現行の権限の錯綜ぶ

りが分析のあらゆる努力に逆らうだけに，とりわ

けデリケートであることが判明した。真実のとこ

ろ，権限の明瞭化は，それが我が国の領域組織

1’organiSation　territOria1eのまさに構造そのものの

再定義にまで進まなかったとしたら，おのずと一

種の恭しい望みのままに留まってしまうことであ

ろう。」［pp．57－60コ

　暫定的ながらこの結論は重要である。結局，地

方自治体の整然たる諸権限の配分はあれこれの個

別的な仕分けではどうにもならない。領域組織そ

のものの抜本的な改革がなければ不可能だという

のである。委員会の任務はここで穏健かつ慎重な

手直しに過ぎないことが問わず語りに述べられて

いるのである。

　委員会は五つの基準をもとに自治体の権限を特

別化して単一の有用な範囲に囲い込むことを提案

する。しかし，これらの基準はいわば極めて気ま

ぐれに叙述されている印象を免れない。レジオン

と県のいずれがツーリズムの最適行政規模かな

ど，委員会の議論は空転し，着地点を見失ったか

の感がある。

　最終的に委員会が攻勢目標としたの一は地方自治

体の「一般権限」の削除または制限による自治体

権限の特別化spξcialisationである。

　しばらくは法律学的な分野の諸問題だが，この

点を委員会の記述により追って見よう。

　基盤となっている諸法は以下の通り。
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［1］市町村議会の組織と権能a杭㎡butionsに関す

る1884年4月5日法第61条，

［2］県議会に関する1871年8月10日法第48条，

［3］「コミューン，県，レジオンの権利と自由」

に関する1982年法第59条，これらの諸規定が現行

の適用可能な措置の基礎を据えたのであった。

　以上の諸規定は，コミューンの為には，『地域

白治体一般法典』L．2121－29条において，県に関

しては，同『法典』第L．3211－1条，レジオンに

関しては，同『法典』第L．4221－1条において再

録されている（22〕。

　第一の規定はコミューンに関してである。

　「市町村議会は，コミューンの事務をその討議

により規定する。／（…）市町村議会は，地方の

利害にかかわるあらゆる対．象につきその要望を表

明する。」

　第二の規定は県の為のものである。

　「県議会はその討論を通して，県の事務を規定

する。／県議会は，法律と諸規則によって審議す

ることが求められているすべての対象につき，ま

た，一般的に，県議会により把握された県の利害

にかかわる対象につき，採決を下す。」

　第三の規定は，レジオンが下しうる措置を規定

する。

　「レジオン議会は，レジオンにかかわる事務を

その討論により規定する。／レジオン議会は以下

を目的とする権限を有する。すなわち［第一に］

レジオンの経済，社会，衛生，文化，科学の発展

とその領域の国土整備am6nagementの為であり，

［第二に］県とコミューンとの凝集性，自律性，

権能の尊重において，レジオンのアイデンティ

ティを保全・確保することを目的とする。／レジ

オン議会は，国家とレジオン内の他の地域公共団

体と公共施設法人のアクションを補完するための

アクションに関与し得る。その範囲は，国家・コ

ミューン・県・レジオン間の権限の配分を決定す

る法律によって規定された諸分野と諸条件のもと

に限られる。」［条文は一部意訳］

　コミューン，県，レジオン，国の間の権限の分

配に関する！983年1月7日法［1a1oi　n珊一8］は，

その上，一つの一般的な措置を導入したが，それ

は，『地域自治体一般法典』の第L．11！1－1条に

再録された。それによれば，「コミューン，県，

レジオンは，自らの権限にかかわる事務につきそ

の討論に従って規則を制定する。」

　「しかしながら，以下のごとく判断される。こ

の措置は，《諸権限のブロック》という観念notion

に付け加えられることによって，地方自治体に付

与された一般的権限条項を問題の組上に載せたの

であったが，この措置そのものは，一般的権限条

項そのものを棄損することはなかった（CE．23

octobre1989，Commune　de　Pierre冊e－sur－Saine，p．

209）。」

　「これらの措置のコンビネーションから，［憲法

院］法廷により解明せられたことにより，次のご

とく結論される。あらゆる地方自治体は，その権

限を越えない範囲において，いかなる特定の法律

条文が当該自治体に関心を向けていなくとも，地

方利害を表出しているあらゆる領域に於て行動し

得る。かかる地方的利害に関しては，法廷は一定

の相対的に広範囲な定義を付しており，かかる定

義は，現行の法律や規則により地方自治体に付与

せられた権限領域を拡張することを可能ならしめ

る。例えば，この定義は，地方公共役務の創出の

決定，補助や物的な援助の恵与，工事の実現等を

正当化し得る（特に，CE．王9octobre1966，A1beれ，

p．549，以下略）。」

　「しかしながら，委員会は提起した。かくして

定義された一般権限条項の実質的な重要一性は，誇

張されるべきではない，と。そこから複数のエレ

メントが事実上，実践的な射程を引き出す傾向が

ある。」

「一方において，1983年！月7日法により，こ

（22）条文の引用にあたり，以下を併せて参照した。Coゐ

　釣棚伽棚εε紬1主6・1召・燃舳・∫，ξditi。・2010（！3己

ξdition），Dalloz，2009．
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の措置は制御することが困難ではあっても，『地

域自治体一般法典』のL．ユユユユー4条の第三項は以

下のごとく規定している。「コミューン，県，レ

ジオンは，みずからに法律により付与されたる権

限領域にかかわるプロジェクトには，最優先にお

いて，資金調達する行nanCer」と。」

　「しかし，同じように一つの異なる見解も存在

する。その点について，それはそれでワルスマン

報告1e　rapport　Warsmannが反応している。この見

解によれば，いかなる憲法上の法解釈も『地域自

治体一般法典」における立法上の措置の改訂には

反対するものではなく，この措置は，地方自治体

の個々のカテゴリーの行動を特殊化し，そめ中に

は，法律が自治体に認めた」般権限の条項に背反

することもあえて含まれるのだ，と。このテーゼ

の強い論点は，当該条項がそれ自体として，憲政

上の価値をかちとっておらず，憲政上の，地方自

治体の自由なる統治という原理とは決して混同さ

れてはならないという点にある。」

　委員会は，ワルスマン報告に励まされて，自治

体権限の特別化にむけて歩みを進める。

　「C．構造」の項目では，良く聞かれるフラン

ス地方行政システムの過重状態が詳しく述べられ

ている。

　「我が国の地域行政の諸構造に関する調査項目

を開示するよう求めた結果，委員会は，ただ，そ

の細片化された分割状態morce11ementと［組織の］

積み重なりempi1ementとに大きな衝撃をうけるほ

かなかった。36，686のコミューンが存在し，その申

に国家領域の総体1’ensemb1e　du　te㎡toire　natiom1

が分割され，実際，2009年1月1日には，15，903

の市町村組合組織syndicats　intercommunauxまたは

混合組合syndicats　mixtesが，2，406の市町村共同

体。ommnaut61deco㎜unel，174の人口密集地域

共同体。o㎜unaut61d’agglom1rationlと16の大都市

圏域共同体。ommunautξs　urbainesが付け加わる。

さらに，原則として田園の真ん中に，371の《郷

士圏pays》があるが，［それは事実上機能してい

なかったのでコ無視するとしても…。そしてこれ

らの全体は，100の県獅artementsに集約されてい

る。県は26のレジオンrξgionsに分属され，うち22

のレジオンが本土にある。」

　これらの多重的な構造と権限の錯綜状態は既に

多くの機会に指摘してきた。本論ではこれ以上の

深入りは必要ないだろう。

　ただ一点指摘しておきたい。フランス的特殊性

p舳icu1arit6缶angajseとは単に委員会が言う基礎自

治体の膨大さのみに限られるものではない［pp．60

－69］。

　この点，サドラン教授の見解が重要である。

　委員会は従来から人々が感じ取っているところ

を，単なる「共通感情」を言い立てているに過ぎ

ない。ドゥフエール改革の結果，地方白治体は，

基本的にコミューンー県一レジオンと多重化し，

交叉的財政措置と不明瞭一性を生んでいると思われ

る。だが，それは従来の分権化改革の手法から必

然的に帰結するものにすぎない。「いまさら驚い

てなどいられようか？　というのは，分権化改革

政策の当初の実用主義は，相異なるレベルの白治

体間での純粋に［権限］配分的な論理の上に立脚

していたのであり，2003年の《分権化改革第二

幕》によって再び取り上げられ，打ち固められた

のではなかったのか？（23〕」

　サドラン教授の議論の詳細は，後の章で再び詳

しく触れるであろう。

　委員会が述べようと考えている地方行政システ

ムにおけるフランス的特殊性は，基礎白治体であ

るコミューンが細分化され膨大であるという一点

に留まるものではない。それは，グレミオンやメ

ニイやマビローらが早くから分析した通り，地方

名望家の兼任による権限の膨大化であり，従って

政党組織の地域への根づきが弱いことに根本的な

原因がある。委員会報告はこうしたフランス政治

（23）サドラン第二論文p．26よ㌧サドラン論文について

　は，後の章で詳述する。
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社会学の成果には気づかぬふりをしている。

　こうして，第一部の残りの大半は具体的なコ

ミューン、県，レジオン，郷土圏の実体が詳しく

分析され，一般的な対処方としては，第一に，

「レジオンと県都の間に分かちもたれている権隈

の管理をより良く組織し直すこと」，第二に，「県

やレジオンの各段階に含まれている白治体の総数

を削減し，諸構造を融合とはいかぬまでも相互に

接近させること」だとされる。換言すれば，レジ

オンと県との審議機関［レジオン議会・県議会］

の統合という手段による諸構造の近接という手法

である。［pp．85－86コ

　今一度、委員会はその検討を振返って結論的な

命題を反復して見せる，「ときに古めかしくもあ

る法的地位の画一性runifo㎜it6de　statuts　par五〇is

anCienSによる多様でありかつまた厳密でもあるこ

の行政組織の総体に直面して，委員会は，容易に

二つの必要性について確信を抱いた。［I］地方

財政に関連し，［］工］権限の分配にかかわる問題

にどのような解決策がもたらされるべきかという

二重の必要性である。すなわち，まさに［第一に］

余りにも膨大な数のコミューンによって生じた不

都合に治療をほどこすこと1，［従来推し進められ

てきた］市町村間共同組織の措置を終わらせるこ

と，フランスの大都市をして真のメトロポール領

域vξritab1es　m6tropolesたらしめることである。［第

二に］いままさに県とレジオンとを接近させるべ

き時である。」

　「だが，特殊な地位を占める白治体一コルシ

カ，海外レジオン・県，イール＝ド＝フランス・

レジオンである一によって課された諸問題の一

覧表を同時に開示しなかったとしたら，委員会は

その任務を不完全にしか遂行しなかったことにな

ろう。」［p．87］

　「D．Les　cas　pa村icu1iers特殊な事例」について

は，本論では詳しい分析の対象にはしないが，特

に（I）イ」ル＝ド＝フランスのレジオンについ

て，（II）コルシカ問題，（III）海外諸県・レジオ

ンが検討に付されている。

　をかでもグラン・パリGrand　Paris［大パリ首都

特別圏域］の可能性が検討に付されていることは

目新しいことである。この点は改革提案の項で改

めて触れることにしよう。

4）改革への提言

　委員会は，20の改革項目に課題を整理し，それ

らの理由を簡潔に記している。本論の関心領域［フ

ランス地方白治組織の構造改革］に限って，その

いくつかを概観してみよう［本論末尾に20の委員

会提案の全文翻訳を掲載しておく］。

　具体的な改革の方向性を委員会は以下のごとく

述べている。

　第」に，レジオンと県との機構改革である。

　レジオンについては，次のごとく指摘してい

る。「時に支持されているのとは反対に，フラン

スのレジオンは，他の欧州諸国のレジオンよりも

狭小とは言えない。しかし，その人口密度はより

低位にあり，行政的・歴史的または政治的な理由

からして，その地理的な境界は，時に異論の余地

を残し，そもそも異議申し立てがなさ札でいる。

レジオンに平均して3百万から4百万のオーダー

の人口を持たせるべきであり，それはおのずと，

各レジオンに力づよさを与えよう。かつまた，い

くつかのフランスのレジオンの境界線は，見直さ

れるべきだと委員会は示唆する。不均等な重みを

もった諸領域にとりついているレジオン的なまと

まりを有するアイデンティティの影響力を見落と

すことなく，レジオンの調整的分割は，［国民国

家を基礎にするのではなくコレジオンを行政アク

ションの基礎単位とする欧州全域［EU］で肩を

並べる勢力となることを可能にする方向で実現す

る。」改革がおのずと欧州連合を中心とするグロ

パリゼーションの波に対処するものであることが

分かる。

　「提案11レジオンの自発的な再編グループ化

とその領域的境界の修正の促進をおこない，その

数を［最終的には］！5程度にする（Propositionバ

エ：favori　ser　　Ies　　regroupements　　volontaires　　de
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丁ξgiOnS　et1a　mOdi丘CatiOn　de1eurS1im｛teS　te㎞tOria1eS

pour　en　r6duire－e　nombre主une　quinzaine．）」

　論理的に当然の帰結として，県の再統合化，所

属レジオンヘの迅速な変更が促される。

　「提案2：レジオンと同じ性質の立法措置

によって県の自発的な再統合を促進する
（Proposition　耐2：色vo㎡ser　1es　regroupements

vo－ontaires　de　dξpartements　par　des　dispositions

1ξgis1atives　de　m§me　nature　que　pour　1es

・6gi…．）。」

各提案に簡単な説明が付されている。

　「［説明］現行の法律においては，二つまたはそ

れ以上の県が自らの再組織化se　regrouper［統合・

再編コを望んだ場合，従うべき手続きを規定した

いかなる措置も存在しない。しかるに，いくつか

の県はこの意思を表明している。したがって，レ

ジオンの再グループ化を促進するために求められ

ている立法措置権限1a16giSlatiOnを県に移管する

ことが提案される。」

　同じ，論理の延長に，レジオン議会議員・県議

会議員選挙の融合と棲み分けが行われる。

　地域評議会議員ConSei11erS　territOriauXの任命で

ある。カントンは廃止され，諸県をたばねるレジ

オンのプレゼンスを中心的な議員の兼任［レジオ

ン議会議員兼県議会議貝の公選（レジオン議員を

かねないものは，県議会にのみ議席を有する）コ

によって強化するとのアイデアである［末尾資料

提案3を参照］。

　第二の重要な提案は，コミューンとその連合形

態に関する改革提言である。

　提案4から7に至る諸項目は，従来の地域の民

主主義の論議において主要な批判的なポイントと

なっている市町村問共同組織の代表者の公選制や

兼任問題に弱い調子ではあるが光を当てている。

　曰く，「コミューン行政の近代化にとりかかるた

めに満足すべき第一の前提条件は，…市町村間共

同組織interco㎜ma1it1の版図の完成1’achlvement

de1aCa廿edel・interCo㎜㎜a1it6である」として，

　（ユ）フランス全土のコミューンすべてが，「相当

する市町村間構造一すなわち，大都市圏域共同

体，人口密集地域共同体，コミューン共同体一

に参加する義務を負うべきである。」［p．124〕

かてて加えて，一定の市町村間共同組織の管轄範

副e　p納mさtreを見直す必要性を委員会はあげてい

る。

　（2）「市町村間共同組織の版図の完成は，…単一

目的または複合目的の市町村関白治組合の「風

景」paysageの合理化を前提している。独白税源

を有するEPCIに権限を委譲したコミューンに関

しては，…同一の目的を有する市町村組合への加

盟は禁じられる。コミューンが従来加盟していた

市町村組合については，法律は既に規定してい

て，その管轄範囲が共同体の管轄範囲に完全に包

み込まれているとき，大都市圏域共同体または人

口密集地域共同体に置き換えられ，そうでない場

合は，「引き上げ一おき替えメカニズム」un

m6canisme　de　re廿ait－substitutionが［適用される］

と，規定している。この法制度化はそれ自体満足

すべきものであり，委員会の目には，唯，市町村

共同体CCの上にのみ拡張されねばならない。反

対に，当該のコミューンがメンバーになっている

独自財源を有するEPCIに移転されなかった特定

の権限を行使する市町村組合に参加しているか参

加を希望しているコミューンに関しては，現行の

法律は，委員会が過剰であると判断している一定

の柔軟性を供している。法律は以下の通り提起し

ている：

一独白の税源を有するEPCIと市町村間組合とは，

その境界線が一致しているならば，前者が後者を

吸収すべきであって，共存することは出来ない。

一合同を成し遂げて一段落した後に白1’iSSue　d’un

dξ1ai　de　mise　en　confb㎜itξ，改めてコミューンが

特定の組合に参加することはできない。すなわ

ち，その組合の管轄範囲が，これらコミ三一ンが

メンバーであるEPCIの管轄範囲を完全に包括し

ている場合である。ただし，これらコミューンが

EPCIに権限を移管するばあい，さらに，この公

施設法人のために加盟コミューンの全体の名にお

いて特定組合に加盟する場合を除く。

一将来において，これらの同じコミューンは，管
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轄範囲が自主税源を有するEPCIの管轄範囲に部

分的にしか一致していない市町村組合に参加する

ことは出来ない。

一これらコミューンは，まずもって，将来的に

は，自主税源を有するEPCIの管轄範囲に完全に

含まれている管轄範囲をもつ市町村組合には参加

しうる。」

　「そこからして，それ白身［活発な］「地域単位

の良好な循環型経済活動」ξconomies　d’6chene［直

訳すると，「行政段階の経済」］をうみだし，現状

の過度な混乱を招くことなく，行政諸段階の数の

顕著な単純化や縮減が生み出される。市町村問共

同組織inle1CO㎜una1it6の管轄領域の内部に現存

している市町村組合の解消という決定は，市町村

間協調県委員会。ommissions　dξpa血em㎝tales　de

cooplration　interco㎜una1eの答申に従って知事に

よりとりおこなわれ，委員会は2013年12月31日以

前にこれらの事項を審議するよう要請されよ

う。」これらの委員会は，市町村間共同組織

interco㎜una1it1の代表が強化される方向で編成

される。

　「委員会は同様に以下の見解を有する。《郷土

圏》の多くは1市町村間共同組織の前駆形態の構

造を有していたし，この点について有用な役割を

はたしたが，1’article22de1a1oi耐95一ユ15du4

従wier1995modi服eが構成している法制的な支援

の維持一それは，郷土圏を国家との契約締結の

特権的な行政段階にすることにより，レジオン・

県の上に構造上の上部構造をたてる方向に働いた

一は，最早正当性を有しない，と。」

　委員会は従来から民主主義の負債の例として批

判が集中していた市町村間共同組織理事会の公選

制に関して，遅ればせながら対策をほどこそうと

かかる。

　「コミューンとそのグループに関するすべての

改革の第二の前提条件は，普通選挙制が適用され

る公選領域の拡張である。特に，独自税源を有す

るEPCIの審議機関は，市町村［一斉］選挙にあ

たって，選挙民により直接に［選挙を経て1選任

される様規定される。既に述べた通り，委員会の

見解は以下。一方では，既にこれらのEPCIによ

り行使されている極めて広範囲の権限一それら

は一般的な権限にも結びつく一と，他方でその

税制上の権限に鑑みて地域の民主主義の要請をよ

り良く尊重する為に，これら共同組織の理事会は

直接公選制にゆだねることが適切である，と。こ

のパースペクティブにおいて，委員会は勧告す

る。県・レジオン選挙のために提案されたシェー

マと同様のシェーマに則って，市町村議員と共同

体理事との職務候補者は，単一のリストに従って

選挙される。リストの第一の部分は，共同体理事

会と自らの出身コミューンの議会に議席を占める

任務を有し，リストの第二の部分は，みずからの

コミューンの市町村議会に席を占める。共同体理

事会に十分な条件において加盟コミューンが代表

されるように，法律は十分な厳密一性をもって代表

選出の基準を規定しなければならない。加盟コ

．ミューンの規模がどうあろうと，すべてのコミュ

ーンが少なくとも共同体理事会にあって一人の代

表を有していなければならない。」

　委員会は提起した。この件に関しては，現行の

システムは少なくとも多様であり，しかしながら，

その本質からして原則的に契約的であり，選挙が

直接普通制で行われるやいなや，立法者は明瞭な

代表選出と一般的に適用される規則と保障とを制

度化する必要がある。この選挙のために維持され

る選挙方式については，現行のパリ・リオン・マ

ルセイユで有効な方式と同じものとなろう，と。

　委員会は公選職の兼任についても否定的な感触

を示す。

　「委員会には，市町村間共同組織の執行部の職

責1eS　mandatS　eXξCutifS　interCommumuXは，職責兼

任に適用される法律の領域に当然含まれるべきも

のである，と思える。」しかし，この勧告は異様

なほど控えめである。驚くべきことに，その他の

兼任（例えば，国会議員と市町村首長との兼任な

ど）には何ら言及されていない。

　「その上，…小コミューンの為には，選挙リス

トの提出と選出方式に関して適用さ軋る諸規則が

改訂さるべきである。PLM［パリ・リオン・マ
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ルセイユ特別区制］タイプの《指示型胱。hage》

の機能を可能ならしめる為には，3，500名未満の

コミューンにまで比例リスト選挙方式を拡張する

ことが適切である。この規模のコミューンには一

種の多数決タイプの選挙方式が適用されている。

混合方式1e　panachageは等しく禁じられるという

ことが，論理的に帰着する。その上仮に500名

未満のコミューンにおいて，不完全なリストが引

き続き投票に付されることがありうるということ

に何らの障害もなかったとすれば，この実践は今

や他のすべてのコミューンでは排除されなければ

ならないだろう。市町村会議員の定数に関して

は，現行の法規則を見直す為に機会が捉えられね

ばならぬだろう。定員は特に同等の国々の実践に

関しては明らかに引き上げられている。」［提案4

から提案7まで］

　膨大化し事実上零細なコミューンの処置に困っ

た当局は，ようやくはっきりと事態に対処しなけ

ればならないと考え始める。それも実にゆっくり

と…。

　「将来のコミューン構造は，真実のところ極め

て簡潔に，コミューンが完全な地方自治体化した

市町村間共同組織にとって代えられるという方法

によって描き出される。それは，一般的な権限条

項を有し，財政自主権を備える。その中心部では

現行の加盟コミューンは公法上の法人格の形式の

下に存続する。」［以上，pp．！24－128］

　旧来のコミューンは，新型のコミューンすなわ

ち権限強化され，白治体化したEPCIの傘下自治

体として存続する。改革提言の極めてデリケート

な箇所である。

　委員会はこれら抵抗が予想されろ一切の諸改革

の切り札に全国的な中心自治体としてメトロポー

ルm6tropo1eの創設を主張する。リオン，リール，

マルセイユ，ボルドー，トゥルーズ，ナント，二

一ス，ストラスブールの大都市圏域共同体であ

り，人口密集地域共同体のルーアン，トゥーロ

ン，レンヌが含まれ，全国的な市町村問共同組織

の版図の完成を含んで管轄領域の拡大が示唆され

る［p．13王および末尾資料の提案8参照］。

　市町村合併の推進は改めて提案9において，く

り返される。また，責任の希釈化に対処するた

め，市町村間共同組織の執行部の定数を1／3削減

するという［提案10］。

　交叉的財政措置の規制上，必要な場合のみ県や

レジオンの介入が正当化される。しかし，提案11

にコミューン，レジオン，県の権限の厳格な区分

を要請しておきながら，委員会はその将来的な見

通しについては弱気を隠さない。

　「更に，委員会はプラグマティズムの観点から

地方公共団体のそれぞれのカテゴリーの権限領域

の再検討につとめた。領域行政の各レベルによっ

て獲得された経験の理解を誤るという点で，優位

性よりも不都合の方が大きいだろうと委員会には

見えた。人は，く巾rdin査1a胞ngaise＞）［シンメト

リックなフランス式庭園］と類似性をもつ権限の

［整然たる］分担ぶりを夢想しうる。しかし，こ

の庭の素描は，精神的なレベルでのみ満足すべき

ものに過ぎない。この絵図は，高価な役務の移転

を呼び起こし，自治体相互には効力が乏しい。よ

り現実的なのは，県やレジオンの為の［職務権限

の］特別化にそって行われる権限の分配である。

・」［P．1421

最後に，本論の関心の一部をなすグラン・パリ

［大パリ圏域］の再構成について，提案を見てみ

よう。

提案18は言う。

　「2014年には，特別な地位規定を有する《グラ

ン・パリ》Grand　Parisと呼ばれる地方自治体，す

なわち，現行のパリ，および，セーヌ＝サン＝ド

ニ，ヴァル＝ド＝マルヌ，オウ＝ド＝セーヌの諸

県からなる《グラン・パリ》を創出する（24〕。」

　説明文が興味深い。

　「パリ市とそれをとりまく《小さな王冠》lapetite

co㎜omeである三つの県は，600万以上の住民を

有している。この集まりの申では，公共政策の調

整の必要性は明らかであり，市町村間協同1a

1oop細tion　iηterco㎜una1e［の制度化1はいまだ
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かつて課せられたことはなかった。それは我が国

の他の巨大都市ゾーンに存在している大都市圏域

共同体。ommunau始s　urbainesとは異なる様相を呈

している。」

　こうして，「新型の大首都圏域㎜e　grande

mξtropo1e　nouve11eの創成を可能ならしめるための

提案」が行われる。

　「すなわち，2014年に，適切な公共的諮問に

従って，消滅する県と改革提案の中でもっとも重

要な役割をになう市町村問共同組織の権限と同様

の割り振られた権限を備えた，特殊な地方白治体

を創設する。《グラン・パリ》の領域に含まれる

コミューンは，自らの地方自治体たる資質を保持

し，更に，当該の市町村議会の任命のために現行

の普通選挙制度を保持する。《グラン・パリ》の

議員は，現行の県の内部において公害リさ札でいる

選挙区の枠組みにおいて，多数派へのプライムを

つけた比例代表による二回投票制のリスト型選挙

で選ばれ，リストの最上位記載者たちはレジオン

議会に議席を占め，それに次ぐ者たちは，《グラ

ン・パリ》議会に席を占める㈲。」

第3章　サルコジ政権地方政治改革への批

　　　　判的論評

第1節　フランス市町村長協会AMFの憂慮　地

　　　　方首長らの声

　2009年11月17日に開会したAMF（全国市町村

長協会）総会［Congrさs　des　Maires　de　France　et　des

Prξsidents　de　Communautξs，17－18－！9　novembre

2009コにはサウジアラビアを訪問中のサルコジ大

統領に代わってフランソワ・フィオン首相が開会

の挨拶におもむいた（26〕。

　総会は職業税の撤廃と新たに上院で審議され始

める地方行政改革への「不審，いなむしろ敵意に

満ちた総会」にかわっていた。5，000から6，OOO名

の市町村長らは，首相と出席閣僚に向け口笛と野

次を発し，政府に向けて痛烈なNONのサインを

発したのであった。「コミューンにも市町村間共

同組織にもペナルティは課されない⊥廃止され

た職業税に相当する1，730億ユー口にのぼる財源

は，「財政的な付け替えと国の補助金」で置き換

えられると首相は改めて保障した。だが，地方政

治家の不信感はそんな付帯的な言明では収まらな

かった。

　複雑にして重複した地方白治組織，そして金食

い虫の地方行政というサルコジ＝フィヨン政権の

現状認識とその攻勢的な政治姿勢に反発して，09

年度のAMF総会での圧倒的多数の地方首長の手

になる決議は，与党の堅陣にも大きく亀裂を生

じさせた。アソシアシオンの会長は，大統領与

党側のジャック・ペリサール氏である（Jacques

P61isard，maire　et　d6put6（UMP）de　Lons－Ie　Saunier

（Jura））。もちろん，サルコジ氏の応援団ではあ

るが，会長はたまりかねて，「国の二枚舌は，白

治体に近隣のサービスを確保するよう求め，同時

（24）原文は以下の通り。‘Pmposition　nリ8：cr色er，en

　20！4，㎜e　collectivitξ　1㏄ale主　statut　p航ioulier，

　d6nomm6e｛くGr㎜d　Paris｝）sur　le　territoiTe　de　Paris　et　des

　dξpartements　de　la　Seine－S乱int－Denis，du　Val－de－Ma］me　et

　des　Hauts－de－Seine－Cette　cr6ation　serait　prξc6d6e　d’une

　00nsu1tation　associant　leミ；reprξsentants　des　oo11ectivitξs

　locales　int6ressξes，des　partenaires　sooiaux　et　des　おrces

　6COnO㎜iqueS．’

（25）　因に，委員のうち社会党系の二人の委員，モロア元

　首相（ミッテラン期の首相，分権化の推進者）とヴァ

　リー二氏（下院議員，PS）は，この提案18に反対票

　を投じている。その他の賛否の状況は末尾で一覧に付

　しておいた。パリとパリを取り巻くすべての首長はモ

　ロアに反対の意向を表明したという。なお，以下の記

　事が参考になる。㎞drξVa11ini，’．Lesξlus　doivent

　d6passer　le1』■s　que記11es　de　clocher　pow　modemiser　et

　renfbroer　la　d6mocr日tie　locale，in　ZεMo〃ε，17．10．

　2009．ヴァリー二氏はむしろ国家の諸権限（農業，

　工業，港湾・空港，研究，高等教育）を15に再編され

　る大レジオンに思いきって移管すべきだと主張してい

　る。

（26）AMFは単なる業界団体ではない。現場でのコミュ

　ーン首長maireの実務も強力にバックアップしてい

　る。一例として以下を参照。Association　des　Maires　de

　France，G±6e　∂e　∫α　re巧口。刑sαわ打｛f6　∂阯　榊。か島　3日　6dition，

　Berger－Levrau1t，1999、
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に人員削減を求めてきている」と政府非難のポー

ズをして見せなければならなかった〔17〕。

　総会決議は、断じたのであった。

　「議会に提出された法案の現状を見る限り，二

つの改革一職業税の廃止と地域再組織化一
は，受容さ札得ない（2呂〕。」

　地方政治家達の憂慮は深い。政府への不信感は

連続的な白治体改革案の提起によって強まった。

　住民350人という，極小のコミューンの首長で

あり，農村市町村長連盟会長であるヴァニック・

ベルブリアンVanikBerberian（maire（MoDem）de

Gargi1esse－Dampierre　（In心e），Prξsident　de　1a

湖6ration　deS　maireS　rurauX）は言う。「首長たた

きをやめなければならない。地方の被選出者は費

用がかかるし，数が多すぎるというデマ的な発言

は，容認し難い。」農村部でのサービスの後退と

ともに，「公共政策の全般的な貧弱化」を真剣に

憂慮する声である（29）。

　一連の改革法案のうち，グランパリ［大パリ

圏］法案は最終的に上院で裁可された（ヨ。〕。

　問題の地域改革法案は，際どい状況で議会を通

過した。すなわち，レジオンと県の政治代表を混

合的に選挙するという地域評議会議員制度の創設

をふくむ地方白治体改革法案は，下院でも承認さ

れ法案は成立した。258票対2ユ9票であった。上院

では，実に167対！63という際どい表決であった。

複数の中央派㏄ntriSteSと何人かの大統領与党たる

UMP議員が反対に廻った（3ユ〕。

　3，485名の地域評議会議員。onsei11ers　territoriaux

は2014年に選出予定である（5，917名のレジオン

議会議員にとって代わる）。

　その他のレジオン・県の権限分担や県・レジオ

ンの「混合同数委員会」commission　mixte　padtaire

は，20ユ2年ユ月ユ日からではなく，20ユ5年の同日

から施行と決まった。上院での政治的妥協の産物

であるという。いずれにせよ，上院では330議席

の過半数を一票差で超えたのだが，議長まで採決

に参加するという異例の事態となった。大統領与

党にとって危うい状況であった（32〕。

　さて，2010年における恒例のAMF総会ではど

のような地方首長，地方政治家たちの声が聞こえ

たのであろうか。

　地域制度改革が議会通過した直後のAMF総会

での首長らの反応をル・モンド紙上でエリック・

ニュネEric　Nunさs記者は詳しく報じている。

　「法案は，左翼にあっては，盾を高く掲げる機

会une1ev6e　de　bouc1iers［古代ローマ，兵士が楯

を高く掲げ将軍への抗議をなしたコとなり，大統

領与党には強いためらいの感情を巻き起こす。

ノAMF［1’Association　des　maires　de　FTace］のジャッ

ク・ペリサールJacques　P61issard会長（maire　de

Lons－1e－Saunier（Jura）et　d6putξ）は，法律は「均

衡がとられ，受容可能なものである」と評した

が，多くの首長らは，政府の目標に対して懐疑的

なままである。地域評議会議員ConSei11er　te皿itoriale

の創設は，県議会とレジオン議会にとって代わる

ものであり，無数の疑問を依然として生んでい

る。」

（27）　Miohe1Delbergho，“M．Fi11on　a　cherohξ色rassureI　les

　6111s　sans　rien　oξder　sur1es　r6fbrmes　ten＝itoria1es！’，in工ε

　M0η∂ε、　！9．11．2009．

（28）“M．Sarko・y・ngage1・b・tai11ed…6gbm1ess・工1a

　isca1it6’’，in工eMo〃ε，2ユ．11．09．AMFのサイトにおけ

　る2009年度総会の決議資料肱。’。刎三〇〃g6愉αJ召（P㎞s，

　1eユ9mve皿bre2009，p．ユ）による。同様の懸念は同じ

　　く，2010年総会決議にも表明されている。「…討論の

　全般を通じて，大規模な二つの改革（財政措置と地域

　改革）へは，懸念と疑問の声が出された…。」肋。肋上O〃

　g6〃6roJ直，　93由刑’　coηgr～∫　∂百∫　mαか鮒　　e士　ρr6s続α一な　　∂召

　ω柵舳η伽f6∫　ゐ　冊伽。召，p．1，AMFのサイトより，

　2010年度AMF総会資料としてダウンロードした。

（29）　“La　grand　inqui6tude　des　maires　de　Fran㏄”inエε

　Mo〃d召，ユ6，　11，09

（30）上院の採択は175対153で最終的に本法案が可決され

　た。

　　“Le　Projet　de　1oi　du　Grand　Paris　d餉nitivement

　adoPtξ’’，i皿工εM・肋，27，05，10

（31）“La　r6fo㎜e　te皿ito㎡a1e雌nitivement3doptξe　p帥1e

　P趾1emenゼin工εMo〃ε，17．11．10

（32）“Le　oompromis　sur1a　r6fo㎜e　te皿ito㎡31e　passe　de

　justesse　I’6preuve　du　S6naで’inエεMo〃∂ε，11．！1．10
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　同じ記事のルポルタージュは興味深い。無党派

の市町村長，ジャン・ポール・ロンジュア』ル

Jean－PauI　Rongeard（La　Ve㎡e，en　Vend6e）は言

う。「［県一レジオン］のこうした融合策は，直ち

に効果を現すだろう。だが，それは同時に，公選

委任職責兼任1e㎝mu1des　mandats一それに反対

して何年も戦ってきたのに一が，ひそかに受容

されてゆくという事実を偽装する為のひとつの手

だてに過ぎない。」

　左翼の首長の中では批判は当然ながら激烈だ。

　社会党代議士でありAMF財務係であるジャ

ン・ロネJeanLa㎜ayはいう。

　「政府が押し付けてきた地域白治体改革は，「根

無し草」の被選出者unξ1u‘hors　sorをつくりだ

す。つまりこの公務員は，県議会とレジオン議会

の間をせわしく出張移動することだろう。権限は

まぜこぜになり，市民の主要な関心事である地域

の諸問題からは遠く隔たってしまうに違いな
い。」

　記者は指摘する。「みずからの行政対象［市民］

からの地方首長の隔絶のおそれは，多くの農村首

長らによって共有されている。」

　ミシェル・カスーMiche1Cassou（vice－pr6sident

locia1iltede1aco㎜㎜aut6de1o㎜uneldlVath

Vie1ha（B6am））のことば。「だって，どうやっ

てユ5万人以上の大都市圏域共同体が地方の諸問題

に直接対処できるというのか，託児所，道路，地

方運輸問題，人的補助…？」

　ジャン・ロネの予言は以下の通㌦

　［法律による上からの強引な改革は］「普通選挙

では右翼が勝ち取れない地域のコントロール権限

を奪取しようとするひとつの手段だ。」問題なの

は，「分権化改革の後戻りだ。地方白治体からそ

の財政手段を剥奪している。そうして，知事や結

局はエリゼー宮に強力な権限を与えようとしてい

る。…もし左翼が2012年に権力の座に就いたら，

我々はこの改革を吹き飛ばすだろう」

　職業税の問題は依然として地域のアクターを悩

ませている。

　社会党・共和主義派被選出者連盟委員長である

マリリーズ・ルプランシュ　Mary1ise　Lebranchu

（P・6・id・・t・d・1・制細ti・・d・・ξ1・・…i・1i・t…t

rξpublicains）は，予想する。「地域予算の締めつ

け，白治体の税制上の自主権の喪失は，県やレジ

オンの制度的な弱まりとあいまって，今日では地

方自治体によって保障されている多くの役務が私

的なセクタLによって奪い取られてゆくことを引

き起こすであろう（33〕。」

　ミシェル・デルベルジェの別の記事がより詳し

く同じ問題を扱っている。

　20ユO年度のAMFは11月23日から25日にかけて

総会がとりおこなわれたが，この国内最大の圧力

団体の総会は，改めて「コミューン首長らの政治

的な重みと不滅の役割の確認」の場となった。恭

しく出席し挨拶した大統領は，コミューンこそ

は，「フランス社会の基盤をなす細胞」「不測の事

態に対処する第一線たる近隣の行政レベル」だ

と，火曜日の総会で確認して見せた。

　記者は指摘する。「フランス人はコミューンに

変わらぬ愛情をもつ。コミューンは6年ごとに選

出される5ユ9，4！7名の市町村議員（うち35％が女

性）を動員する。Insti血t－CSAによって2007年に

おこなわれた世論調査では，質問された89％の

人々が自らの被選出者らに好感を抱いてお

り，64％が，市町村首長は「自分たちの関心事に

最も良く耳を傾けてくれ」続けていると考えてい

る。」ちなみにCSAはSo丘esやIpsosなどと並ぶ大

手世論調査会社である。

　だが，経済危機は市町村長にも大きな影響を与

える。地域改革は，国民議会で2010年1！月20日に

採択されたが，201ユ年度予算のシーリングは，公

共予算や人員の削減を彼らに迫る。危機を前に，

豊かなコミューンが基金を設け，貧しい農村部の

（33）　　仏u　congr6s　des　maires　l‘La　dξcentra工isation　est　en

　reou1ゾ’’in五e　Mo用∂召，23．1］一．2010．
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コミューンを援助しようとする動きもあるとい
う。

　公共サービスの漸次的な縮小を心配する声。

市町村長であるヴァニク・ベルブリアンVanik

Berberian（maire（MoDem）de　Gargilesse－Dampie皿e

（Indre））はいう。「経済的な理由を挙げて，国

は［市町村の］再編成をふたたび手がけようとす

る。しかし，それは常に大規模な都市中心部にお

いてであり，［規模が小さいコ近隣の行政段階un

6chelondeproximit6は消滅させられるのだ。」

　フィオン首相への書簡で，社会党系の首長であ

るエリック・ウレイEric　Hou11ey，（maire（PS）de

Lure（Haute－Sa6ne））は言う。「われわれの町は，

［陸軍駐留］連隊の消滅，警察署の閉鎖，病院サ

ービスの大量削減，…などを経験している。」国

が地域に供給していた公共サービスは日に日に縮

小してゆく。

　AMF副会長であり首長であるフィリップ・ロ

ーランPhi1ippe　Laurent（maire（div．d．）de　Sceaux

（Haut－de－Seine）et　vice－pr6sident　de　PAMF　charg6

des　inaces）はまとめる。「実際，首長らは財政的

な能力の喪失と税制上の作戦余地の欠落にとかく

悩まされている。」

　この危機状態は大人口密集地域やメトロポール

にとっても顕著である。たとえこれらの地域が危

機に打たれづよいとはいえ…。かれら「大建造物

ハコモノ施主」grands舳s脇isseursは予算不足に

対して不満げに鼻を鳴らす〔34）。

第2節　実務家的観点にたった論評：アンドレ

　　　　ア・ヴァンサンによる批判

　雑誌『プヴォワール・ロコー』Po〃。か“oC伽兀

は，地方政治／地方分権化に焦点を絞ったユニー

クな季刊雑誌であるが，その81号にアンドレア・

ヴァンサン氏Andrea　Vincent（Chargξde　Mission

d’une　grande　collectivitξloca王e）の論評が掲載され

ている。バラデュール報告への批判である㈱。

　この評論には，大統領や閣僚等による粗野な地

方公共団体への批判的言辞に対する怒りが感じら

乱る。やや詳しく論点を読み解いておきたい。

　氏は指摘する。費用がかさむ，公共団体の数が

膨大だ云々ということは，はたして分権化改革の

進行と評価を正確におこなった上での発言が。地

方公共団体を，「公共出費の全体の枠を縮減すべ

く急いでいる国家の両の手に挟まれた，こわれた

ガラガラ玩具」にしてしまってはならない。

　「［バラデュール］報告の基盤は，良識からして

も強固である。すなわち，まさに、地方税制を近

代化し，カントンを廃止し（このことは，…フラ

ンス人の第一の関心からはほど遠いが…），集約

された市町村問共同組織の被選出者たちを普通選

挙で選出すること，あるいは，多数派への加重配

分をともなう2回投票の比例代表制を一般化する

べき」である，と。

　「自治体の統合再編（複数の県の間で，レジオ

ンの間で，さらに県とレジオンの間で）は，経済

上の鉱脈giSementS　d’ξConomieSの如く紹介され（提

（34）　Miche1Delberghe，“A　quoi　s帥ent1es　maires？一La

　r飾me　territoriale　chmge－t－e11e　leur　r61e？，一Peuvent－i1s

　sur　1es　e舖ets　de　王a　criミ；e　？，一Qui　d士rfge　ies　36793

　comm㎜es　de戸r㎜ce？’’in工虐Mo〃ε，25．王1．2010．

　　なお，コミューンCOmmuneや市町村首長maireをあ

　つかった文献は増えつつある。最近手にしたものを中

　心に挙げておこう。

　　Miche1Pinton，正直　Mαか百　εf互。　㎜伽仇肋αf三〇η，

　Fran亨。is－Xavier　de　Guibert，2007；C㎞stophe　Cohnet，

　工εMαJ　dω吻αかeポ2“m∂’醐榊αかε∫∂6cj〃召m力吻ff，

　Imago，2000；Eugさ鵬　盲bod6，rom　∫〃　㎜o〃　m口かε，

　盲dition　Demopolis，2008；Hubert　Ledoux　et　Jean－Pien＝e

　Ba1duyck，Mof∫g脱力…f　J召mαか直7，Gu1f　S1］re砒n盲diteur，

　2006；Gilles　SavaW，C加わ伽二Mαかε　∂ε　石0『∂刎帆，

　ノmω棚召∂」加脆κoぬ腕6r勿山脇ω肋ε，Aub6ron，2000；

　Jean－Louis　Sanohez，戸。加r“〃e沢φρ蜆ろ方gはε庇∫mα土r酬ノエε

　〃w色一直伽直m〃ε　δ　∫’勿re〃e　∂直　加　o淋ε，LヨHarmattミm，

　2008；Luc　Gwiazdz土11ski　et　Gi11es　Rabin，工αガ〃　加∫

　mαか酬二Dε用土研　　加リ酬foかε　〃伽士　励Ψ〃肋。月，FYP

　貢ditions，2008；St6phane　Cadiou，工εPo加リ。かJoc〃酬

　〃moε，Presses　universitaires　de　Gremble，2009．

（35）　Andrea　Vinoent，“｛”直∫f施m那ゐ礎。赦召r）｝，Toute1a

　rξthorique　du　monde＿＝petite　ex6gさse　du　Rapport

　Ba113duユ’’in戸。〃。柵エ。co肌，T㎡m巳s前el　W81II／2009，

　PP．3－6．
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案1および提案2），自主的な基盤の上で行わ

れ，コミューンの統合は直ちに実現する課題とは

されなかった。」

　「しかしながら，…報告書はイニシアティブを自

由化する代わりに，それをむしろ締めつける。例

えば，地方公共支出の逆サイクル的な役割Son　r61e

COn施CyCliqueについて論究せずに，国民的な富よ

りもより早く成長してしまった地方公共支出に制

限枠を設定することを望んでいる（提案14）。」報

告害が紳士的な手触りを示そうと努めているにも

かかわらず，結論的には数的な削減に熱中する様

を，氏は，「肉のない骸骨」sque1e廿e　sans　chairだ

と特徴づける。

　「委員会が地方公共アクションのまさに最終目

的に対して具体1性も血肉も与えていない」点が強

く批判される。バラデュール委員会は結局のとこ

ろ削減のみを掲げて，具体的な政策目標を何も打

ち出していないという。報告への批判が依拠する

根本的な論点として留意しておきたい。

　「委員会は，権隈の管理運営や公共投資やリス

クの負担や高級レベルの規制という戦略レベルの

諸問題を問いかけていないし，グルネル［2007年

における環境に関する基本行動綱領を策定するた

めの一連の政治会談の総称］と欧州経済の挑戦と

いう時代にあたり，将来の諸権限の内容を吹き込

むこともしていない。地方執行部の段階数やレジ

オンの数の削減に関する諸提案（レジオンは22か

ら15へと削減する提案），地方自治体の職務機能

の特別化，特にその組織的な接近に関する諸提案

は，明蜥かつ野心的・実践的な帰結をもたらさな

いし，［実効性のある自治体と］国家とのいかな

る責任協約pacte　de　responsabilit6avec1毛tatにも至

らないのである」［以上．同論文p．3］

　氏は具体的に数点にわたって批判的論点をまと

めている。

　第一に，委員会の大急ぎの概観は，誤った印象

を人々に与えかねない。「人は例えば，地方公共

役務は《老いさらばえた》と言うが，そこでは我々

は反対に，領域の内部において，イノヴェーショ

ン，変革へのマネージメント，評価一をもたらし

た。同様に諸手段の共役化は，［委員会の言うと

ころとは］反対に，そこここにおいて，実験に付

され，忘れるなかれ，国家の改革を促したので

あった。」

　権限の輻鞍についてもリアルな考察が必要だ

と，氏は強調する。

　「地方白治体の諸権限は輻鞍している。たしか

に，時には。だが，言われている割にはそうでは

ない。交叉的な財政措置des何nacements　croisξs

は，分権化改革の主たる大罪なのか？　著者達は

些かあわてて忘れてしまったらしい。交叉的財政

措置は，その手法を用いる地方被選出者自身が演

じる一定の柔軟性を可能ならしめる。収支を合わ

せ，あるいはそれ以上に費用がかかりそうな困難

なプロジェクトのパートナーたちの車輪に潤滑油

をもたらした。そもそもこの交叉的財政措置その

ものが，例えば，都市政策や，構造的な大機構

（文化またはその他）の財務において，国家それ

自身により課されているのではないか。」

　第二に，委員会の分析は奇妙にはしょられてい

る。20の提案のうち，二つの項目（提案12及び提

案13）だけが国家へのボールの投げ返しになって

いる。二重行政doublons［そっくりさん］への100

ぺ一ジをこえる分析に領域行政の厳密な規定とい

う答えが不器用に接ぎ木される。複雑な地方領域

での諸問題を機械的に裁断することは現実的か。

地方自治体の努カベの評価が欠如してしまってい

る。

　また，ワルスマン報告を持ち上げることへも氏

は批判的である。

　「ワルスマン議会報告（octobre2008）はしばしば

引用されているが，これに対する尊敬の念は，問

題を投げかける。当該の報告は，［地方行政］構

造の錯綜ぶりによる《蹟罪のヤギ》だとして，

1999年のヴォワネ法1a1oi　Vo沖etから発した郷土

圏をば安上がりに描きたてた。しかしそれは，背

理的にも郷土圏の寄与を認めている」のではない

か。

　行政の現代化をになう領域的なプロジェクト契

約に対して、郷土圏が果たした先駆的な役割をバ
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ラデュール報告は決して容認していないし，プロ

ジェクト契約の領域的な扉を閉ざして以来，国家

による放棄状態をも認めていないのだ，と。

　第三にA．ヴァンサン氏は，委員会の言辞にお

ける「確信と提案との優柔不断ぶり」を指摘する。

自信あり気に，あるぺ一ジでは財政的な乱れのお

それ，他のぺ一ジでは正常と認められた堆方経営

をのべ，導入部では不適応の役務，その先では，

提起された住民への役務の改善へと転じてしま

う。一貫性が欠けているという指摘である。

　「提案としては，一方で，レジオンと県との段

階での一般的権限条項の廃止を委員会は勧告し

（提案11）ながら，同時に県に十分に大きくかつ

《根拠ある》権限と，それとともに《獲得された

経験》のメリットをも保持することを望んでい

る。同じように，提案6は新しい郷土圏の創設を

禁じ，その法的基礎の廃止をしてみせるが，既に

創設された371の郷土圏は，住民の47％を結集し

ており，廃止されるなどとは考えられない。郷土

圏は，アクティブな連帯のネットワークをやめて

しまうのか？　レジオンは，妥当な領域段階での

自らの支援を中止するのか？　強調しておきたい

のは，行政レベルの重層問題1e　prob1さme　de　Ia

superposition　des　niveauxはそれでも解決しないだ

ろうということである。」［p．4コ

　委員会のジグザグ行進ぶりを鋭くつく分析であ

る。

　最後に，氏は委員会が敢えて触れていないこと

もむしろ重要であると指摘する。

　（1）分権化改革の中で確立されてきた地方公務

員制度の諸問題である。「地域公務聯a此nCtiOn

pub1ique　te沽torialeは，分権化改革の脊椎部分であ

り，間違いなく最近の一連の改革の《巨大な変

化》なのであるが，［報告書では，］給与生活者の

増大という唯一の角度からしか扱われていない。

一般利益へのその献身，彼らによって多かれ少な

かれ発揮されている効率性，その身分規定の部分

修正が必要か否か，被選出者議会の接近や地方自

治体の融合が地域公務職に与える帰結など，ひと

ことも見いだせない。公共政策の一般的改革の下

におかれる結果，レジオンにおける国家の公務職

における必然的帰結や支配的一影響imp1ications　et

e術ets－domino」など実際は欠かすことが出来ない

重要問題である。こうして，「質の高い《現実的

な行政》」」の視点は，報告書には含まれていな

い。「地方被選出者らは，より多く働く為に…，

定数削減されることが暗黙のうちに求められてい

る1」

　地方政治の国家への代表者である「上院」の解

体は，いかなる提案の対象ともならなかった。ま

た，経済社会評議会の如きも対象とならない。「そ

札らは，旧慣にしたがった名声の中で首をすくめ

ている。あるいは，公選官職の兼任制限…，最後

に欧州，などなど」無視された諸問題はより重要

な改革領域なのである。氏は結論する。「結局，

だが，いかなる大国も例えば，県一レジオンの融

合など選ばなかったのだ…。」

　「その他に，近代化をする，市町村間共同組織

を民主化する（提案4，5，7，10），地方的な

価値観を現代化する（提案15），選挙投票制度を

改定する（提案7）などの意思を持っていたにも

かかわらず，バラデュール報告は，諸権限の改訂

において大胆さを示し，《補完性》原理subsidiarit6

がはらむ豊饒さを取り込むことに失敗した。」

　レジオン制度についても，ドイツやスペインの

有力な分権制，連邦制について言及しておきなが

ら，肝心のフランス・レジオンの態勢強化につい

ては報告は何一つ触れていない。「確かにレジオ

ンの欧州的な役割と［それと密接に関連してい

る］欧州の経済投資における援助ミッションを確

認はしている。しかし，その責任に比しての予算

の弱小さにはそれ以上関わろうとしない。レジォ

ンーその権限は，決して列挙されはしない一

は，特に，領域の地域開発と持続的発展に関する

戦略的・将来的なその役割において，いかなる確

実な仕方においても確認はされていない。最悪な

ことに，レジオンは《知られざる》自治体，さら

には《問題を抱えた》自治体に留まるという誤り

を犯して」しまっている［pp．3－4．コ。

　機を逸した感は否めない。独白の調査と知見に
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よって逆にバラデュール報告はレジオン制度の確

立を提案しえたのかもしれない。しかし，「県議

会議員の選挙レベルにおいて，県・州議会議員と

いう推奨されている二重の選挙方式は，トロイの

木馬である（提案3）」。

　ありうるシナリオとしては，弱体なレジオン＝

解消にむかう県という最悪の組み合わせが生まれ

るということではなかろうか。

　氏は，アルザスのレジオン議会議長アンドリア

ン・ツェラー氏Adrien　Ze11erの公聴会における意

見陳述を要約する。ツェラー氏は，分権化研究所

の副所長であり，元大臣にして《レジオン化とい

う要求》の遺産相続人である。「法律が明快に責

任を分担させたとき，そっくりさんdoublons［例

えば，県とレジオン、県と大都市などの間で，重

複して設置される同一の任務を帯びた部署コは存

在しなくなる。［現に］レジオン予算と県予算の

80％は，別々のものである。レジオン議会の領域

的な代表制が改善され，強化されるというメリッ

トに浴する点を認めつつも，レジオン議長は，同

一名簿に削った単一議会の方向性に一歩踏み出す

が，そこには条件が付されている。県は断じて解

消されないし，レジオンも単なる《金銭登録機》

tiroirS－CaiSSeにおとしめられない。これら二つの

行政レベルによる一般権限条項の廃止は，まさ

に，《地域の民主主義，自由，地方のイニシア

ティブの応答性と能力の重大な弱体化》をもたら

すであろう。それぞれのレベルで個々の決定責任

にある者が［その部署において］協調することを

求められているのは，気候，更新可能なエネルギ

ーの利用…という一般的で規模の大きな問題であ

る。反対に，グローバルなアプローチ，ネットワ

ーク型のマネージメント，収蔵的な将来戦略を求

めているのは，経済，工業，雇用創出・雇用訓

練，観光の魅力づくり，文化的分野での顕彰・創

作・普及，緑のつながり1a　trame　Verte，国際的な

プロモーションという諸領域である。」

　アルザスのレジオン議長は明快に改革の道筋を

提案する。

　「上院と公選職兼任の改革1a　r舳me　du　S6nat　et

du　Cumu1deS　mandatS，国家による［地方］役務

の軽減，レジオンと県との間の権限の強化された

明確化」，契約関係の導入による地域白治体のヒ

エラルキー化［二重行政の組織的克服］であり，

県には，あらゆる重複を解消するために，かくし

て，近隣の地域的・社会的な公共アクションが割

り当てられるというのであった。

　こうした生産力に富んだ提案はバラデュール委

員会は素知らぬ顔で無視したという。

　しかレヴァソサン論文はツェラー提案を引き

つつ，フランスの知性が地域の問題に正面から取

組みつつあることを確かな形で示している。そこ

では，環境問題を視野にいれつつ文化と福祉の新

しいフランスのあり方が示唆されているのであ

る。

　郷土圏は散々批判されながら廃止されなかっ

た。また，フランス；レジオン協会，フランス市

町村協会，フランス県協会は《領域議会議員

COnSei11erS　territoriauX》の選挙に公式に反対し，

共同声明を発したという。「フランス市町村共同

組織会議L’Assemblξe　des　Commmautξs　de　Fran㏄

は，みずから現状を脱却する為の市町村間共同組

織interCOmmum1itξに与えられている野心を開陳

して見せた。そして，国家の領域組織と地方自治

体とのその関係についての強固な提案の《驚くべ

き欠如》を公然と嘆いたのであった。我々は評価

している，郷土圏促進連盟協会1’Association　de

PromotionetdeFξdξ正ationdesPaysが，それはそれ

として，部分的に，かつ新しい態勢が決まるま

で，郷土圏PaySの現勢を維持することに成功した

ことを。」

　バラデュール氏の委員会は喧伝された様なビッ

グバンを起こさなかったし，真の《社会プロジェ

クト》も提起してはいない。しかし，例外的な大

胆さは，11のフランス・メトロポールの創設とい

う提案（提案8）と，《21世紀のコミューンlo㎜une

du　XXI圭耐巴siさ。le》（提案9），すなわち将来的に市

町村間共同組織を中軸に基礎自治体であるコミュ

ーンが統合し，近隣の行政サービスを展開すると
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いうシナリオである［pp．5－6コ。 う問題に最終的には帰着するからである。

　我々はその先に．不可避的に「分権化改革第三

幕」1’aCt　III　de1a　d6Centra1iSationを予想せざるを

得ないという事なのかも知れない。

第3節　分権化改革とガヴァテンス：ピエール・

　　　　サドランによる検討

　ボルドー政治学院のピエール・サドラン教授に

よる二つの論文がさしあたり本論には関連してく

るであろう。第一の論文は，アタリ報告が出され

た段階でのものであり，第二の論文は，「権限の

明瞭化」という主題に絞ってはいるものの文字通

りバラデュール報告に関する検討である（36〕。［以

下，上記の『カイエ・フランセ」c洲伽伽ηψ∫

誌の掲載論文を第一論文，『ルギャール・シュ

ル・ラクチュアリテ』Regαrゐwグαc舳肋6誌掲

載論文を第二論文と呼ぶ］

　第一論文は，分権化改革そのものを大きな視野

から振返っており，重要である（3列。なぜならば，

その後公開されたバラデュール報告にしても，現

状を踏まえての批判的検討となれば，結局のとこ

ろ，82年以降の分権化改革をどう評価するかとい

3－1）分権化改革のふりかえり

　サドラン第一論文は指摘する。

　県制度はフランス大革命の所産である。アタリ

報告における県レベル行政の解消という提案は，

「明示的にかつ即刻に大統領によって却下され

た」。

　「分権化改革の20年以上にわたり遺産相続され

てきた制度的な建造物」は，バロック建築の過剰

なる混乱ぶりと似ている。80年代前半に展開され

たドゥフエール改革は，本質的に「地方自治体へ

の国家的な後見監督の廃止であり，県およびレジ

オン権限をそれぞれの議会議長へ移管したこと」

にある。これに反して，鳴り物入りで行われた《分

権化改革第二幕》における「ジャン＝ピエール＝

ラファランJean－Pier［e　Raf邊arin［シラク大統領第

2期前半における首相］はといえば，《分権化公

聴会》Assises　de1a　dξcentra1isationの名のもとで知

られる極めて長い調整作業から生まれたことのみ

について，その改革を実施したに過ぎない。」し

かし，大胆な改革派と調整を重んじる徐行タイプ

との違いはそれほどここでは重要ではない。二人

（36）Piem　SadIan，“Les　Grands　domaines　de　la　rξfo㎜e　de

　l’直tat　l　L’organisation　　territoriale　　issue　　de　　1a

　dξcentrahs乱tion”，in　｛｛La　r6fomle　de　1毛tatル，C口励百附

　介mρα加，n．346／septembre－obtobTe　2008，pp．50－55；

　一一一一一，＾La　r6partition　des　comp6te皿。es　e皿tre　1es

　oollectivitξs：que11e　o1arification？”，in　くくColIectivit6s

　lOCaleS1queller飾me？ル，地g〃ゐWj’αC舳励6，n．

　351／mai2009，pp．25－38．

（37）バラデュール報告とともに，サドランも大革命以来

　　の地方政治の回顧をおこなっている。本論の主題から

　簡単に触れることしか出来ないが，以下の諸文献を基

　礎にした理論的なふりかえりの作業が現時点で要請さ

　　れているものと考えられる。県は革命期の大論争の中

　　から鍛えられ案出された。合理主義は，幾何学模様の

　　全国区画を考え出した。．「トゥーレThouret報告はユ789

　　年9月29日に提出された。フランスに新しい行政区画

　　（oirco皿scriptionsadministratives）を設け，これらの新

　　しい区画にそれを管理運営する地方議会を付設すると

　　いう案だった。／トゥーレはその作業の基礎として，

領域・人口・富裕度（税額によって推定された）をと

りあげ，80の県とパリからなる制度を提案した。各県

は，可能な限り一辺が，18リュー［1リューは約4キ

ロコの正方形をなす。また，一辺6リューのコミュー

ン（または「ディストリクト」）に分割され．ディス

トリクトはカントンに区分けされるというものだっ

た。…カントンが基礎選挙区を構成する…」（Jacque

Godechot，工酬　　ミ州倣mミ。用∫　庇　　〃　Frmcε　∫o〃∫　互α

肋・〃1・“1畑mρか百，2日6diti。・，PUF，1968，P．95．）

もちろんこの考えは非現実的であり，一定の修正がほ

どこされる。しかし，県が人工的な区割りであること

は現在でもはっきりと分かる。県名は，山岳誌，隣接

する海洋，海浜，主要河川名，位置関係（たとえば

Nord）などにより命名された（油肋，p．98）。周辺か

ら馬軍で一日の行程で県都にたどりつける範囲という

有名な制約条件は生きていた。県制度は，革命期から

19世紀初頭の社会的技術的条件に固着しているため

に，それは，今日の輸送機関の発達によって狭苦しい

と感じられている。
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の分権化改革の政策当事者は，共に，「…地域の

再構築への極端にして痛みを伴うあらゆるオペレ

ーションの断念という基本的な公理のうえに自ら

の改革を基礎付けることによって，自らの本来の

与党を分裂に導く危険性を有する政治紛争を避け

ることを求めたのであった。」

　その結果，「コミューンの合併」，「地域白治体

間における相互の階層付け」，「地域ガヴァテンス

に従ってそれぞれの行政段階を解消すること」，

「超コミューン役所1a　supra－comm㎜alitξの設置と

いう選択肢」などという地域行政の合理化案は軒

並み却下されるか，知らぬ顔を決めこまれて葬ら

れたのであった。この分権化改革を策定するプロ

セスにあっては，決定事項は当然に重要だとして

も，「決定しなかったこと」によっても同様に深

刻に特徴づけられているのである。

　「そこからとてつもなく荷重オーバーの制度的

な構築物が生まれる。分権化改革の結果生じた地

域組織は，伝統的な共和主義的モデルの保護枠

と，現代的な公共アクションから生じたレベルを

考慮することとを，実際上は［共ながらに］求め

ている。集約は，重ね合わせと錯綜の結果に過ぎ

ず，重ね合わせ／錯綜は，時の試練にむりやり逆

らっている。なぜなら，パズルの絵のピースをイ

メージすれば，ひとつひとつのピースは，他の切

片の位置を確保し，全体としての強固な安定性1a

so1iditξを担保しているからである。」［pp．50－51］

　大革命は共和主義モデルをつくりだし，それは

全土にわたって張り巡らされたコミューンと県制

度の上に構築される（3呂〕。ジャコバン・モデルは，

分権化改革の中でも生き残り，逆に分権化改革を

推進する側は，まさにこのジャコバン・モデルと

いう保護枠組みを第一に尊重したのであった。コ

ミューンの細分化は欧州連合の中でフランスを際

立たせる。県は，狭苦しさや領域の経済発展への

寄与の少なさをいわれながらも生き延びた。分権

化改革の主要な受益者は実は県であった。財政補

助の3／4は県が手にすることだなる㈱。「県の

強固さは，わが行政制度inStitutiOnSの構造におけ

る県の深刻な根づきから由来する。県制度は，三

つの質を兼ね備えている。地域自治体の性格，国

家の役務の本質的な区分という役割，戦略的な選

挙区割りという特質である。」［p．52］

　幸い季刊雑誌『プヴォワール・ロコー』Po〃。か∫

ZoC舳の当該号が手元にあるので，パトリッ

ク・ル・リデックPatrick　Le　Lidecのインタビュー

をサドラン教授に倣って更により詳しく引用して

おこう。若い地方政治研究者の議論は，その明断

さにおいて特筆すべきものである。

　「県議会の解消が提起されて以来，県の基盤の上

に組織された国家行政の総体はその帰結を憂慮す

ることになった。県知事職員団Ie　co叩s　pr紬。toral

や内務省，その他の［国家の］行政は，根っから

の県政主義者dξpartementa1istesである。なぜなら，

これら行政各部は歴史的に県の基盤の上に構築さ

れて来たからである。県はまた本質的には一の選

挙区をなしている。そのもとにわが政治代表制度

の建造物が成立している。県議の職務の持ち主［県

会議員］は，この構造的な理由からして，議会と

いう城壁に囲われて，レジオン議会議員職などよ

（38）歴史的回顧を正確におこないつつ現代の地方自治組

　織の全容を知るためには以下の文献が欠かせない。エω

　Mo虹。ε∫、工百3co〃虐。f加π6∫　施ア〃士。ガαた。，4o色dition　rev［le　et

　a㎎ment6e（cooTd㎝n6paエM岬v㎝ne　Bomard），La

　documentation　Ffangaise，2009．

（39）サドランが援用しているのは，パリ第1大学教員で

　CERSA研究員であるパトリック・ル・リデック氏
　patrick　Le　Lidecの見解である。県の強化策はJean－Pierre

　R拙arinのイニシアティブによる。「2003年12月18日法

　と2004年8月13日法の枠内において実現された権限の

委譲により三分の四の補助金を県議会は獲得した。県

は地方行政の第二段階に依然とどまっている。市町村

間共同組織interCommunalit6Sやレジオンをはるかに抜

いて年支出540億ユー口，うち150億ユー口を投資に回

し，20万の職員を有する。…《分権化改革第二幕》は，

県議会に対してあらたな青春をもたらしたかのごとく

である。」“Le　dξpartement　n’est　pas　insubmersible，

mεme　si1’Aote　II1’a　consolid6．．．，en血etien　avec　Patrick

Le　Lideo，in　Po〃。柵工。c舳x，T㎡mestriel　M75　IW

2007，p．115．
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りも絶対的に多数をしめ，［政治的，実務自勺にみ

て］より強力である。それは特に元老院S6natに

おいて顕著であり，元老院こそはコミューンと県

議会の伝統的な擁護者なのである。国民議会や元

老院での討論に法案が送致されるたびに，県議会

の議長達は一しばしばそれは可能なのだが

一，議会法案報告者として彼らの仲間の誰かが

指命されるように差配してきた。このやり方は多

くは有効だった。県は従って，我が国における一

種の地域白治体であり，かつ国家的アクションの

基盤をなす区割りであり，かつまた主要な選挙区

割りでもある。県議会を掌握することは，ひとつ

の真の政治連合une　v舳ab1e　coa1itionを作動させ

る。すなわち，この連合は，国会議員の主要部分

とりわけ上院議員達と県の行政とを緊密に束ねる

ことを意味するのである。要するに，制度的な既

得権益renteS　inStitutiome11eSを保持しているすべ

ての人々は，瑚犬維持1e　Statu　quoのラインを防衛

しようとする。それは避け難い。この傾向は，歴

史的な遺産から生じているのである（40）。」

　名望家の地域支配構造と上院の関係がよくわか

る論評であり，県が分権化改革の中での最大の受

益者であったことが具体的に述べられている。

　県の廃止を直言し，地方行政システムのジャコ

バン的な構造への評価をおこなってしまったアタ

リ報告が大統領を慌てさせたことを，サドランは

皮肉る。多段階にわたりバロック建築の様相を呈

するフランス風の行政構造は，そのいずれかの部

分にでもうっかり手を付けると厄介なことにな

る。「必要な適応は，行政段階の入れ替えによっ

ては実現しないので，［仕方なしに］構造をぎゅ

うぎゅうに詰め込むことによってp肛empi1ement

de　struc血res遂行される。」

　分権化改革はそれでも融通を利かせようとす

る。行政の世界における新人は，レジオン，市町

村問共同組織，プロジェクト領域である。最初の

二つは我々も既に分析している。

　三つ目の取組みは，《郷土圏》Paysの設置を意

味する［pp，52－53］。

　「《郷土圏》Paysの設董，一それは，《プロジェ

クトのための領域》と認識され、古典的な行政制

度の制約から解き放たれている。なぜなら，郷土

圏は，新しい自治体ではなく，領域組織における

特筆すべき今一つのイノヴェーションだからであ

る。［まず第一に］雇用促進センターun　bassin

d’emploiや《生活》領域での発展をとおして《よ

き実践例》の創設と普及に公的な枠組みを作りだ

し，［第二に］都市と農村の諸生問の問における

最良の協調のための諸条件を創りだすことがその

課題である。一定の診断と戦略とを提起している

郷土圏憲章㎜e　cha廿e　de　paシsのなかに認証される

ことにより，当該の領域の持続的な発展プロジェ

クトは，国家および／またはレジオンと共に推し

進められる郷土圏契約。ontrats　de　paysの対象とな

る。開発評議会の申に結集した，コミューン，コ

ミューンのグループ，社会的一職業的かつアソシ

アシオン型のアクター違に開かれた協調のための

柔軟な枠組みが従って郷土圏の課題なのである。

2006年の1月1日には，本土のコミューンの

74％，人口の44％を352の郷土圏が結集してい
る。」

　なお注釈に戸う。「1e　paysとは。アソシァシオ

ン，混合組合，公共利益のグループなどとの連携

の下に構成しうる。それは，ただ国家やレジオン

との契約締結によってのみ，独自税源を有する

EPCI［EPCI主丘scalitξpmp正e］になりうる。」［p．

54コ

　フランス風の分権化改革は，地方名望家の機嫌

を損ねないように行われた。

　「…フランス風の分権化改革の成功は，領域［区

分］の根本的な再構築という課題を放棄すること

から生じている。こうした状態に対処すべく見い

だされた実用主義的な解決策は，周辺部における

（40）∫胱，p．1ユ6，下線部はサドランが引用しているくだ

　りである。
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調整手段の受益者を増大させることによって，将

来の諸改革への障碍を大きくしてしまうという不

都合をもたらした。市町村の過剰な細分化，行政

レベルの多重化による管理運営の非効率，県一レ

ジオンという二重方式一時に海外領土における

がごとく紛糾する一の不都合さ，これらは，ま

すます多数化してゆくアクターたちの相互の利害

関係において相対的な既得権益というべきものに

転化したのであった。」

　複雑で多段階的な行政組織は，各級の議会や審

議機関を設けることにつながり，名望家の役職と

権限とを複雑な経路を通じて保障し，彼らの政治

的資源をより一層豊かにする。

　「分権化の政治的な成功は，技術者的な合理性

の幻滅を通して，手探りの分権化政策施行のなか
　　　　　　　　　うねみぞ
から生じた。かくて畝溝を深く掘りつつ，分権化

は「もたれ合い」path　dependanceを強化し，それ

ぞれの断片は，相互に緊密に支え合うという体系

だった均衡状態の上に多次元的な効果を生む。県

の永続1性は，小さな田舎コミューンの維持によっ

て保障され，フランスが市町村問共同組織

interCOmmuna1it6のチャンピオンだとすれば，そ

れは，「人口密集地域共同体という名の権力」

pouVoir　d’agg1Om6ratiOnを発明したことによるの

ではない。そうではなく，それはむしろ，行政レ

ベルを付加する以外に自己改革をなしえなかった

という無能の結果なのである。だから市町村間共

同組織の成功は，《権威的な》特定の改革，ある

いは簡単には，決然たる超一コミューン的な改革

という政治的なリスクを不可避に被ってしまうこ

とを少なくしている。」

　36，000にのぼる膨大な数の「コミューンの整理

統合は，まったく単純に考えられぬものとなり，

政治的にも正しくないものとされる。政治的代表

制のための領域［選挙区割り，公選制による正統

性の付与］と行動のための領域（EPCI）［公選に

よる洗礼をうけない市町村首長らの合作による具

体的な行政アクションは，あたかも独立領域のご

とく人々の眼には映じる1引用者コとの間の二分

法の機能的な能率性は、なんぴとも回避できず、

このことは，直接公選制による市町村間共同組織

の諸レベルー執行部及び／または審議機関一

の選出に関する［政治］アジェンダを実施するこ

とを［首長らをして］無期限に拒絶せしめる結果

となる。」［以上，p．54．］

　興味深いのは市町村間共同組織の発展に関する

サドラン教授のコメントであ糺

　財源の上での優遇措置は市町村問共同組織

interCommmalit6の花盛りを生んだ。いわゆる「静

かなる革命」である。教授は言う。「だが，同様

に，共同組織へのコミューンの依拠は，時に，自

発的な協調に関与するというよりも，自らの身を

守るとともに，脅威だと受け止められる別の路線

のオルタナティブのプロジェクトを阻止するため

の予防措置なのである。かかる優遇措置は，しば

しば，極めて古典的な権力ゲームのなかに包括さ

れてしまっている。そこでは，地方領域は［経済］

開発や協調の空間というよりも，むしろ一箇の要

塞として存続させられてきた。」地方領域のいわ

ゆる「封建領土化」である。

　最後に，こうした共同組織の指導者に関する社

会学は，示している。この領域の再組織化は，新

たな，または，別個の政治的人材の登場を利する

ことはなく，他の空間において獲得された諸資源

を上限にまで既に手にしている人々の社会的・政

治的ポジションを強化するという効果を有した。

「とりわけ中心都市Vi11eS－Centreの首長達のケース

がそれにあたる。彼らは，公選委任職責兼任㎝mul

desmandatsの状況に置かれているか，ナショナル

な政治資源保持者（例えば，政党組織の中枢［幹

部職ポジションの保持者］）である。市町村間共

同組織interCommmalitξによって彼らが獲得する

ことを可能にしたもの，それは，相互干渉を正当化

できる領域の拡張，中心部への集中化1a　Centra1itξ

に結びつく一定の財務的な負担の転嫁，自治共同

体的なテクノ構造によって彼らが手にする監査資

源の増大である。市町村問共同組織の主要な利益

享受者は，みずからの市町村での地盤浸透により

相対的な優越性を保持している市町村首長，最も
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影響力ある被選出者［議員・首長］に帰着する。

がしかし，論理的帰結として考えられる直接普通

選挙によって正統化された人口密集地域権力とい

う着地点へ向かって領域の再構成を推し進めるこ

とは，自らを危険な状況に置いてしまうので，か

れらは決してこの流れに身をさらすことなどに合

意したりはしない。」［pp．54－55］

　ここにサドランは，地方名望家による合意の上

で改革を推進しようとする中央政府の改革路線の

限界点を明らかに見いだしているのではなかろう

か。住民が置き去りにされていることは，いずれ

にせよ重大であり，他山の石としなければならな

い。

3－2）バラデュール報告とサドラン

　サドラン第二論文はバラデュール報告［以下簡

略に「報告書」という］による自治体権限の明瞭

化という任務に対する論評となっている。バラ

デュール報告を前にしてのサドラン教授の反応は

興味ぶかい。なぜなら，メニイやマビローが切り

開いた地域の政治社会学的な分析手法を用いた諸

業績の，事実上における後継者であるからだ。

　サドラン第二論文のスタンスは，リード文に要

約されている。

　「バラデュール委員会は，公共自治体Co11eCtiVitξS

publiquesの間での権限の過剰な輻鞍を確認するこ

とから作業を開始したものの，領域行政の諸構造

の根本的な簡略化を強く勧奨する権限を欠いてい

たために，領域行政の各レベルの責任を真に明確

化しうる全般的な改革を断念せざるを得なかっ

た。委員会が提案する実用主義的な適応は，仮説

上の明蜥さではなく，権限分担の再組織化と委員

会が考えている方式により大きな価値付けをして

いる。」［p．25］

　以下やや詳しくサドラン第二論文を見てみよ

う。

　自治体の権限が積み重なり，輻鞍しているとい

ういかにも遅い確認をしたうえで，領域行政の再

編成を避けながら［政権がその方向に直進したら

「政局」騒ぎとなる］領域各レベルの責任を真に

明確化する抜本的な改革は断念され，プラグマ

ティズムによるという立場から権限分担の再組織

化に重点が注がれた。

　報告書はいう，地域自治体間の権限配分の現状

は，「戯画的な状態にまで，フランス地方行政の

再整理の必要性を示している。実践的には，あら

ゆる権限は，分担されており，このことは，交叉

的財政措置inanCementS　CroiS6Sに好都合な口実と

なっている」（バラデュール報告，p．53）と。従っ

て，四つの課題における第二の課題は，「権限の

明瞭化」c1ari自er　les　comp6tencesとなっているの

であるく4ユ〕。

　「根源的な複雑さ」と評して，サドランはクー

ルな反応をして見せる。

　「…委員会は地方公共団体の改革の為に，根本

的に，［人々の申にあるコ共通感情のみを改めて

取り上げたに過ぎない。この感情は．1983年の二

つの法律による分権化された権限の配分の実施以

来，広く分かちもたれている。そこから導き出さ

れた複雑さは，明らかにデカルト的な精神を苛つ

かせるものである。デカルト的思考によれば，［地

方公共団体のコ複雑性は交叉的財政措置1es

丘nanCementS　CroiS6Sを利するものであるし，市民

にとって公共アクションの透明性を損なっている

と，法的に当然に考えうる。」「委員会は，周到に

も，《民主的選択の明断1性に傷を与えかねない事

態》につき憂慮している」

　だが，サドランは当然の結論を大げさに言い立

てる委員会に，「いまさら驚いてなどいられよう

か？」と，問い返す。「分権化改革政策の当初の

実用主義は，相異なるレベルの自治体間での純粋

（4王）バラデュール報告の第二部では政策課題に従って

　四部構成になっている。権限の明瞭化は第二の改革

　支柱である。A．Des　structures3impli脱es；B．Des

compξten㏄s　　clari陥es；C．des　　丘naces　　loca1es

modemis6es≡D－Les　cas　particuliers。
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に［権限］分配的な論理の上に立脚していたので

あり，［この手法は］2003年の《分権化改革第二

幕Acte　II》によって再び取り上げられ，打ち固め

られたのではなかったのか？」と，省察を加えて

いる。［p．26］

　「真実のところ，分権化改革は，一定の合理化の

放棄と引き換えに獲得されたに過ぎない。その合

理化課題の中には，権限の［適切な］配分という

ことも入っていた。いかなる場合にも，一貫した

シェーマに関する詳しい検討や相対的な省察は問

題にされなかった。ひとは，国家の一定の権限を

地方自治体に分け与えるために，権限を国から引

きはがすことにのみ専念した。個々の自治体に対

して一般的権限なるもの㎜e　compξtence　g6n6rale

を付与することにより一著名な一般権限条項

　1es1ois　du7janvier　et　du22jui11et1989［89年

の権限配分の為の諸法コは，市町村，県，レジオ

ンの，何らかの《事務》に関するあれこれの定義

を提案することには，慎重に手を出さないように

していた。仮に法律の条文が明瞭に区分される《使

命》について大略を述べたり，示唆したりしても

一コミューンには土地の利用，県には社会的ア

クション，レジオンには経済開発と職業教育と

いった風に一，それは直ちにいわゆる《権限の

ブロック》b1ocs　de　compξtencesという原理に抵触

する。この概念は．自らの領域に完全な責任を負

うと自覚している個々の公選当局の正統性を担っ

ている感情によって実践上，多かれ少なかれ一般

化され，活性化された一定の分け前un　partageを

確立せしめることに，事実上，役立っている。し

かるに，［領域内のコ諸権限は，［実際には］繋が

りあいs’emboiter，重なり合っている。諸権限の

協調とパートナーシップは，それ以後，．極めて自

然に，役割と責任の分担にとって代えられたので

あった。…全体一性のコンセプトや分権化改革に

よってもたらされた政策プロジェクトは共ながら

に，特殊フランス的な《周辺的権力》pouvoir

pξriph6riqueのロジックに染め上げられており，

［全体1性だとか分権化改革だとかいうものは］政

策の根拠として大きく掲げられることは少なかっ

たのである。」

　サドランは長期にわたるフランス地方政治分析

の伝統を踏まえて，明蜥な要約を註記して見せ

る。「このコンセプトは，はじめて社会学者のピ

エール・グレミオンPierre　Grξmionによって提唱

され，影響力の資源と行動能力の本質を，「中央

的なるもの」le　Centralと「地方的なるもの」1e　loCa1

との間の分節化a血iCu1ationそのものにおいてひき

据えたのであった。フランスにおける権力は，中

央集権もされず，地方分権化もされていない。そ

れは，周辺的なのであり，相異なる［政治／行政

の］レベルのあいだの経路を統制している人士の

手中にある（LepouvoirenFmn㏄n’estnicentralisξ

ni　d6centrahs6；i1est　p6㎡phξrique，aux　mains　de

ceux　qui　contr61ent　1es　voies　d’accさs　entre　1es

di雌rentS　niVeauX．）。分権化改革の実施も，確か

にシステムの重心点1e　Centre　de　graVit6を［多少な

りとも］移動させたかもしれないが，しかしかか

るシステムそのものを廃止することはおこなわな

かった。これらの主要な歯車機構rOuageSのひと

つは，公選官職の兼任1e　cumu1des　mandatsであ

り，この仕組みは，明瞭に制限された諸権限に相

応する役割分担に従って権力が組織されている諸

国には無縁である（42〕。」［pp．26－27コ

　委員会はアタリ報告にあるような粗野な自治体

レベルの取りつぶしには目を向けないようにして

いる。

　しかし，バラデュール報告の「権限の明瞭化」

という目標は，幻想的な願望の域をでない。

（42）　関連する諸文献は膨大である。差し当たりグレミオ

　ンを含めて以下を参照。Pieme　Gr6mi㎝，加ρowoか

　μ吻ゐ6吻雌二ろ〃ε伽α螂廊研m励エ鮒∂伽∫JεΨ∫だm

　ρo肋材雌ノ油月ψ加、加　Co11ectio■昌。c王。1ogie／Seui1．1976；

Yves　M6ny，工αc〃ψミ。〃ゐ’α玉φ泌J妙召，in　L’espace

du　po1itique／Fayard，！992［拙訳『フランス共和制の政

治腐敗」有信堂，2006年］；拙著『フランス分権化

改革の政治社会学』法律文化社，2010年。
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　第一に，刈り込んだ「フランス風庭園」のよう

な権限分担では，「観念的な満足」しか生まれず，

実践的な意味をなさない。地方自治体問の「分担

は，県やレジオンの為に，特別化spξcialisationと

いう原理の導きのもとにおいて読み取られなけれ

ばならない」と委員会は言うが，この委員会のプ

ラグマティズムは1982年と2003年の轍を踏むもの

だと，サドランは主張する。

　第二に，委員会は「最善のかたちで行使するこ

とが可能になる諸権限における個々の自治体のカ

テゴリーを特別化することにより，《諸権限の一

般的改訂》を合理的に定礎することができる基準

を探そうと勇敢に試みたのだった。このことは，
　　　　　　　　　　はかな
“補完性”というやや傍さをともなった原理に内

容を込めるという絶好の帰結をもたらしたので

あった。」

　補完性は欧州連合での原理をフランス憲法が採

り入れた結果である。憲法第72条第2項1「地域

白治体は，自らの行政レベルにおいて最も良く実

施しうる諸権限の総体に資する決定をおこなう任

務を有する。（Les　co11ectivitξs　territoria1es　Ont

vocation主prend工e　les　d6cisions　pour1’ensemble　des

comp6tences　qui　peuvent1e　mieuxεtre　mises　en

㏄・…昼1…ξ・h・1・・．）」［PP．28－311

　だが，委員会はコミューン，市町村間共同組

織，県，レジオンという旧来の地方自治の審議／

実践レベルの根幹については，いずれも手を触れ

ようとはしなかった。廃止が主張されたのは，最

早歴史的な意味をもたないカントンCantonや途中

で国の側から置き去りにされた郷土圏paysだけで

あった。

　サドランは，権限の明瞭化という課題に対する

委員会の提案は，「穏健性」1a　modestieを特徴と

するという。なぜなら，提案12，13は，単なる委

員会の願望を示しているし，依然として国はまと

もな地方分権化には抵抗し続けているからであ

る。そうして，「厳密には，提案11のみが，一般

権限条項1a　c1ause　de　com始tence　gξn6ra1eを報告書

のその他の措置により再編成されたコミューン行

政レベルにのみ保持せしめることにより，県やレ

ジオンの権限を特別化するspξcia1iserことを強く

勧告しており，明瞭化という効力を原則として体

現して見せる。だが，この提案は，委員全員一致

で採択されず，提案そのものを脆弱にしている一

箇の法的分析のうえに依拠しているにすぎない。

そこからして，［報告書の］基盤部分を切り崩し

てしまっている。［次の二つのこと，すなわち，］

県とレジオンにおける地域自治体たる質の維持

と，一定の特別化した権限の申にそれらを枠付け

閉じこめるという目的を共ながらに維持するため

に，委員会は確信せざるをえなかった。あれこれ

のカテゴリーの白治体から一般権限条項を引き上

げる上で，何らの憲政上の障害物も存在しないで

あろう，と。」帰するところは，安直な法律上の

手続き輪への軟着陸だったのである。

　結果的に，交叉的財政措置1eS　inan㏄mentS

CrOiS6Sは，厳格な枠付けを免れる。委員会白身が

言明している。

　「委員会は，諸権限の現行の配分を根本から覆

す提案はおこなわない（43）。」

　最後に委員会報告の権限明瞭化へのアタックに

ついて，サドランは二つのコメントをおこなって

いる。二つの論点を全文引用しておこう。

　「第一に，報告書は柔軟化と合理化に強調点を

おく。それをもたらしうるのは，諸権限の［特定

の白治体による］代理行為の可能性である。この

代理制は，領域白治体問において承認された協約

の道筋を通じて確立される。協約により執行期

間，財務条件，執行様式を定めるのである。この

メカニズムは，現在までに余りにもわずかしか用

いられていない，と委員会は残念がる。従って，

法が一定の領域において，一定の期間内に，権限

代理化へのアピールを組織する権限分担を得た白

治体には，「義務」を規定することを強く勧奨し

（43）　Ba11adur，あ赦，p．156．
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でいる。権限分担した自治体は，代理の決定を自

由におこないうるが，拒否されることも十分にあ

りうる。その場合は理由を開示しなければならな

い。委員会は，現代の複雑な状況への対応におい

て，このメカニズムの適用の説得力ある諸例を開

発している。かくして，困難な状況にある公衆の

社会的・職業的包摂の領域において，実効的連帯

収入保障RSA＝Revenu　de　so1idarit6activeの受益者

の包摂政策の責任自治体である県は，県レベルの

包摂［雇用促進］プログラムを採択し，［就業希

望者の雇用市場へのコ包摂のための領域協約を先

導し，RSAの受益者に向けられた援助契約の規定

を保障する。主要な市町村グループ［市町村間共

同組織コに向けてのこの代理要請の組織提案は，

現場が直面している現実によってとりわけ正当化

される様にみえる。同様にして，仮にレジオンが

生涯職業教育の権限の担当責任部署であり，そう

あり続けねばならぬとすれば，就業包摂での社会

的ミニマム［援助］の受益公衆やハンディキャッ

プを負った人々の職業教育のために，県に向けて

権限代理の呼びかけをおこなう義務を法律的にレ

ジオンに負わせることは，賢明なことにみえる。」

　「第二に，委員会は配分された権限の行使とい

う主題に関して，2003年に構想された「リーダー

的位置にある自治体」co11ectivi始。hefde柵eとい

う概念に応答することを望んでいる。この構想1a

nOtionはすでに法律によって正規承認されてい

る。なによりも，この考えは，憲法第72条第5項

に形をなしている（44〕。」

　「しかしながら報告書は遺憾に思う。つまり，

2004年8月13日法に根拠を置く実践は，二つの分

野一レジオンのための経済開発と県のための社

会的アタションーに限定され，ほとんど具体的

にはなんらの範囲をも有しない勧奨的役割unr61e

d’incitationに限定されてしまっているという憲法

院の法律解釈を理由に，この措置の強化を公的

に認知せしめることの困難性を委員会は意識し

ていたのであった。というのは，憲法院は，憲法

第72条は特定の自治体をして，「複数の地域自治

体の共通アクションの態様を決めるのではなく，

ただ単にそれを組織する為にのみ」任命すること

を立法者に授権しているに過ぎないというのであ

る（地域自治体間における後見監督の不存在原理

principe　de　1’absence　de　tutelle　en1■e　cO11ectivi始s

te皿itoria1eS（45））。そこでバラデュール報告は，真

の付加的価値を一のリーダーたる公共制度
1’institution　d’un　chefde制eが代表しうる権限領域

を特別化することに従事した。報告書は電子的・

オーディオビジュアル的なコミュニケーション・

ネットワークを実例としてあげた。すなわち，そ

れは，私的なイニシアティブが欠如している場合

には，配給伝送のインフラの創出と管理運営の為

に自治体のあらゆるレベルによって行使される権

限だというのである。・レジオンは，組織担当自治

体の役割1e　r6王e　de　CO11eCtiVit60rganiSatriCeを演じ

ることが出来る最善のレベルの様にみえる。「レ

ジオンは領域の需要を分析し，優先順位を決め，

標準的な受注条件明細書王es　c州ers　de　charges

四pesを策定するであろう。コミューンとそのグ

ループ，および県は，この枠組みにおいて，詳細

にわたるプロジェクトを確立し得る。これらの自

治体は，作業管理や代理作業管理を保障するであ

ろう㈱。」そこには，一定のイメージカをもっ

て，かかる公共的アクションの調整用具をすばや

く自らのものとしてつかみとる様に，立法者に対

して向けられた励ましがある。」

　ここには，永く政策分析に従事してきたベテラ

ン研究者の柔軟な是々非々の態度が見てと札る。

（44）憲法は規定している。「いかなる地域自治体であっ

　ても，ある種の後見監督㎜e　tueIleを他の地域自治体に

　対して行使することは出来ない。しかしながら，一定

　の権限の行使が複数の地域自治体の協力を必要とする

　場合は．法律はそれら自治体の一またはそのグループ

　の一に，それら自治体の共通アクションのための態様

　を組織することを認め得る。」（第72条5項）

（45）　D6cision　n．2008－567du24jui11et2008．

（46）　Bauadur，油滅，p．153．
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サドラン教授の論文は単純な否定論ではない。教

授が最後に評価するのは，「権限分担の新しいア

プローチ」としてのメトロポール制度である。

　「バラデュール報告の最も勇敢な提案のひとつ

は，ある種のイノベーションー堅持されたとし

たら，極めて重い帰結をもたらす一を導入する

ことによって，権隈の分配という問題に，間接的に

関わっているのである。」問題になるのは提案8

であり，2014年より11のメトロポールmξtropoles

を創設し，このメトロポールは，自主一性を基盤と

して，他の市町村間共同組織によって引き続き参

加への門が開かれ続けると，記されている（47〕。

／この憲法72条の意味あいにおいて，特別な地位

規定を有する新しい地方自治体のカテゴリーは，

今日では，大都市圏域共同体。ommunaut6s　urbaines

すなわち，リオン，リール，マルセイユ，ボルド

ー，トゥルーズ，二一ス，ストラスブールという

大都市圏域共同体に組織されており，中でも三つ

は，人口密集地域共同体に組織された「大規模人

口密集地域」［自治体］leS　grandeS　agg1om6rationS

を目指している。これらのメトロポールは，コ

ミューンに認められている種々の権限の総体と，

一般権限条項［の恩恵］とに浴する。だがとりわ

け，メトロポール県権限の総体1a　totalitξを法律に

よって受け取るであろう　（社会的および社会医療

的アクションaCtionSOCia1eetmξdiCo－SoCia1e，中等

学校Co111さgeS，環境，etC）。結局，諸県はこれら

の将来のメトロポールを内側においているが，こ

れら諸県は，分割されねばならないであろう。「二

つの自治体としてのまとまりにen　deuX　entit6S，

一方は，特別な法的地位規定をなされたメトロポ

ール自治体1a　conectivitξmξtropolitaineに，他方

は，県という形態のもとでのみ存続する残り部分

である（4呂）。」」

　「権限問題に関する委員会の理由付けのモード

は，興味深い。何となれば，根本的に，行政の諸

レベルのうえに基礎付けられた権限の配分につい

ての古くさい黙示的なシェーマを委員会は都市と

農村という区分の，より機能的で社会学的な基盤

を有する指示指標1e　r維rentie1を採用するため

に，放棄しているからである。このふるいシェー

マによれば，個々のレベルの行政は相互に入れ子

構造になっており，それそれによってカバーされ

ている地理学的なエリアに関して，多かれ少なか

れ，職務上の責任を分画己しあっているのである。

「委員会はこの提案に特段の重要性を付与する。

それは，本質的に，［第一に］人口の大半を集め

ている都市生活の様式が備えている特種性をより

よく理解しているようにみえること，［第二に］

国家の領域をダイナミックで集約化され経済・・文

化的な強い影響力を備えた都市中核部の創設に

よって均衡せしめると考えられる㈱。」／都市と

いう名の現実1e曲i　urbainよって提起された新しい

次元を考慮に入れるということは，レジオンや県

の為に既に強く勧奨された権限の特別化の威信に

おける補助的な証左を再び供することになる。

従って，分権化された公共アクションの相互補完

性1a　comp16mentar焔を考える完全に別の仕方が問

題になる。この考え方は，一般権限条項によって

もつれさせられた［白治体の］姿を記述する同心

円状の形態｝a　fome　de　cerc1es　concentriquesによっ

て表現されていた思考方法からは遠ざかってゆく

のである。」

サドランの結論は次の如く取りまとめられるだろ

う。

　つまるところバラデュール委員会による《諸権

限》の章の最良の読み取りは，委員会独自の方法

論に関して述べた言説を真剣に取り上げることか

らなる。手段の穏健さ，しかし，アプローチの斬

新さ。そうして，複雑性を考慮して採択された必

要性に合致させられたプラグマティズム。サドラ

ン教授は委員会の以下の結論をとりわけ重視す

（47）メトロポールの行政に関しては以下を参照。　　（48）
　Chhstian　Lefさvre，Go〃虐柵召r　王名∫　m6炉。po∫εs，L．G．D．J．，　　　（49）

　2009．

地ρP・村m・o舳6，P．！33．

地mo材∂“・舳6，P．！36．
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る。「委員会には以下のごとく見えた。一般的な

権限条項の適応領域の制約は，委員会が実現を望

んでいる最も重要な諸手段の内の一つであり，そ

れは，本来的に，行政構造の細分化の諸結果，並

びに，そこから生じる交叉的財政の過剰ぶりへの

治療をもたらす［．．．］言葉を変えれば，委員会は，

仮に地域行政レベルの間での権限の分配に関する

実用主義的なアプローチが適切だとしたら，相異

なる役割の分担という［従来はつき崩すことが困

難であった］基礎がそこでは覆されるであろう，

と見倣したのであった㈹。」［要約はpp．32－37］

小　括

　以上のごとく，バラデュール報告を中心に本論

では関連する研究資料を併せて読み取る作業を展

開した。

　従来の研究成果をふまえたサドラン論文には極

めて強い興味を覚えた。全体としてより深い読み

取りが必要であることはもちろんであるが，なお

二つのことが強い印象として残った。

　第一は，ひとつ覚えの様に行政アクションの上

で言い訳として使われ，場合によっては濫用の気

味がある「市民［納税者］への透明性の確保と明

蜥さの達成」という言辞に対しては，サドランは

皮肉な論評をおこなっているということである。

　「市民達の好意的な意図を引き合いに出した明

断さや透明性という幻想をそれなりに満たしてあ

げることは，根本的に見てそれほど重要なことな

のか？　市民は，何がどうなって公共アクション

の社会的な効率一性が確保されるのかという事実に

は，あまり興味がないのではないか。」だから，

バラデュール委員会報告の意図は，「権限の領域

においては必要な補完性を有する最良の組織」に

依拠すべきだという点にあると，サドラン教授…よ

洞察する。

　ガヴァテンスの概念がバラデュール報告の内面

を貫いていることを教授も批判的な基調に反して

例外的に評価している。

　「現代の政治分析がガヴァテンスgOVemanCeの

概念を生みだしたとするならば，それは偶然では

ない。ガヴァテンスの概念は，公共アクションの

遂行において，中央統制1a　Centra1it6の代わりに多

中心主義poIy㏄ntrismeを，指示命令のかわりに交

渉とパートナーシップを，一方的な法律行為の代

わりに協約にもとづくアクションを示唆してい

るからである。公共アクションは，また，［こ

の概念が内包する］一定の複雑性une　C舳aine

comp1exitξを活用できる。この複雑性は，コーディ

ネーション［組織的な調整コの手続きを経て許容

性の範囲内に内容をとどめる［ために役立つので

ある］。バラデュール報告がより特徴的な前進面

を我々に示しているのは，［権限の］明確化より

もより控えめなこうした野心においてである。す

なわち，一方では，地方白治体間の協調の諸様式

を提案し，他方では，農村と都市との区分の上に

基礎付けられた新たな役割分担を示唆しているか

らである（5／〕。」

　すでに述べた通り法案はすべて議会を通過して

いる。

　しかし，バラデュール報告に取り上げられてい

るすべてのことが法律化されたわけではない。法

案はいずれにせよ上院での審議の過程において角

が抜かれ，相対化された。また今後は，このサル

コジ改革によってどのような影響が地方政治アク

（50）乃泌，伽ρ州〃C・舳6，PP．ユ56－157．

（51）Sadran，j脇，p．34．サドランの論評に併せて，以

　下の文献を参照。MariOn　paOエetti，エ〃6moCm加工。Oα∫ε

　召f　Jε　r拶r酬∂一m，L’H趾mattan，1997；Mai昌。n　des

　S1iln111　de用。㎜e，工αgα〃舳。e鮒κo舳1
　Prαガ9〃彦∫、励s00〃附　　σ　　砺6oれe8，sous　13　direction　de

　Romain　Pasquier，Vincent　Simou1in　et　Ju1ien　Weisbein，

in　∫6地　Po肋me　パ44，L．G．D．G．，2007；Vincent　de

Bri畠皿t，Z／cガ。η　co〃m〃〃e　伽　〃。方　ゐs　co〃虐。士ルκ6∫

倣商r〃目ガC伽炉1あ〃0〃∂J物aε∂ε∫ωmρ6f舳eS

・〃・6・∫例ωmm舳μ〔痂刎ε〔ωω〃虐・舳6∫

施舳。棚召s，L’Hamattan，2009．膨大なチーズ［学位

論文コである。
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欧州14カ国における1950年～2007年の市町村数の比較

国名 1950年のコミューン数 2007年のコミューン数 増減比率％

ド　イ　ツ ！4，338 8，414 一4ユ％

オーストリ］ 4，039 2，357 一42％

黷V5％ベルギー 2，359 596

ブルガリア 1，386 264 一81％

デンマーク ！、387 277 山80％

スペイン 9．2／4 8，1ユエ 一12％

フィンランド 547 　416
R6，783

一24％

黷T％フランス 38，800

ハンガリー 3，032 3，ユ75 十5％

イタリア 7，781 8，ユOユ 斗4％

ノールウェイ 744 43ユ 一42％

チ　ェ　コ ユ1，459 6，244 一46％

連合王国 ユ，u8 238 一79％

スウェーデン　　　　　　　　　　　　2，281 290 一87％

出典1Consei1d巳rEurop巳．Comitξsur　la　d6moor3tie王。oale　et　rξgi㎝a1e，2007［上掲，サドラン第二論文に引用（oit6p皿Pi鉗e

　　S乱dran，“Les　grands　domaines　de　la　rξfome　de1毛tat：L－organisation　te皿ito正iale　is島ue　de　la　d6centralisation，in　llLa

　　r台bme　de　l’官tat）），Cα〃ε附介mρ汰が346，septembIe－octobre2008，La　documentation　FT早ngaise，p52）］

ションの上に表れるのかに注目する必要があるで

あろう。政治過程としての地方分権化改革という

視点からの諸研究が展開される必要」性が更に増し

ている。

　サドラン教授の評論が一刀両断ではなかったこ

とは，手詰まり気味の政治状況の深層からの規定

力が働いているからであろう。政治的言説がより

大きな構造によって変形を受けてゆく。

　サドラン教授の畑眼は皮相的にバラデュール報

告の揚げ足を取ることをつよく戒めている。依然

として地域の民主主義dξmocratie1㏄a1eないし，

領域の民主主義d6moCratie　te皿itorialeについては，

慎重な検討が必要である（52〕。

　最後にサドラン教授が引いている欧州評議会の

資料を上に掲げておく。（2011年1月23日脱稿）

＊研究のためのノート

　主要分権化改革関連文献および報告書

　分権化改革のふりかえりの為にはなお以下の基

本文献の再解釈が必要である。網羅的ではない

が，研究の覚書として記しておく。本論の註にと

りあげた報告や文献のうちのぞいたものもある。

一Jacques　Godechot，Ze∫∫伽批m士。伽　♂e　’αFr伽。ε

∫o〃∫　∫α　次6Ψo〃わ〃　ef　f伍mρかe，Presses　Unive工一

SitaireS　de　FranCe，deuXiさme　6ditiOn，reWe　et

augment6e，1968。

一Yves　M6ny，Ce柳。脆αサわ〃e〃6cεη舳此α肋ηd伽∫

王e　∂6わαfρo肋勿〃e介αηgα土s　（7945－j969），LibTairie

（52）ア。〃。施工。ω肌二工e5ω励舳d‘J口肋酬腕j畑が。〃誌

　の特集（dξmocratiete沽toriale：enjeux，dξ自s，urg㎝ces．．．）

　はPieme　Saホ㎜やD3nie1Gaxie，Rξmie　Le　Saoutらの分

　権化改革にかかわる第一線の研究者たちの見解が展開

　　されており，圧巻である［同上話，n．62m2004
　　（septembre）］。併せて以下を参照。Sous　la　direction　de

Je日並一F工a皿gojs酬sso皿，工酬かm枇淋∂eω仰6切・召∫加

納舳帆00伽舳6∫エ。ω王醐，L’Hama廿㎝，2009；Sous

1a　direction　de　Je釦1－David　Drey血s，Hew6Groud，Serge

Pugeau1t，ノ∬0cねれ0〃∫　研　c0”召。f加打6s　施”批。れ。∫ω二五色∫

五αf∫o舳∂αηgeκ伽酬，L’Hannatta皿，2009．
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gξnξ1＝a1e　de　droit　et　de　jurisprudence，1974．

一Mgオ0〃∫eC碓10伽倫mεeη〃mCeja〃X㎜7目

sだ。∫eδη03／o〃∫，Actes　pubIiξs　par　Christian　Gras

et　Georges　Livet，Presses　Unive工sitaires　de　Fra工ice，

1977．

珊We舳em脆，地m0材∂e∫αC0舳1∬土0ηae
a6ソeτoρρemem∂e∫γeΨo〃∫α肋肋6sア。cαJe軌　ユ　α2，

La　documentation　Fmgaise，！976［委員長は，

OlivierGuichardであり，ジスカール・デスタン大

統領（当時）に本報告が提出されたコ．

一D6Ce鮒α2fW　2eS　reΨ0n∫α舳6ザPOW〃0〃

0omm鮒～，Rapport　d’enquεtes　de　Miche1Crozier，

Jean－Claude　Thoenig　et　dヨElie　Su1tan，Pr6sent6s　par

Alain　Peyre舳e，La　documentation　Frangaise，1976．

共同政府綱領関係の基本資料として以下。

一paれi　co㎜milte命angail，α伽9eHe　cψ

〃0g用例meρ0〃〃ηg0〃er〃em切礎m0ぴα物m
a’〃〃joηρρρ〃∫αかe，ξditions　socia1es，197ユ．

一PSF，C乃αηgeア∫αソ加∴Progrαm榊e　ae　go〃veアηe棚e〃

伽〃柳sOc主0j赦e，刊ammarion，！972．

一〃0grα榊eCOm舳ηdeg0〃リ舳em舳〃μアれ
・・mm舳f・・f励ρmh・・1α舳・（27jui・！972），

ξditions　socia1es，1972〔翻訳は『統一戦線と政府

綱領』新日本出版社ユ974年，pp，212－304〕

社共両党は，70年代後半にかけて政府綱領の改訂

に着手するが合意には至らなかった。しかし分権

化に関して言えば両党の政策上の違いは少なかっ

たといえる。各党の政府綱領改訂案は以下。

一PCF，Pmgrα榊㎜ε　　Co榊榊硯η　　加　　go州εm8舳e棚

αc勿0∫加6，6ditiOns　socia1es，！978．

一PSF，Ze　－Progrαmme　Co〃mmη　∂e　θo〃リerηεme〃

∂e　∫α　g伽伽，ρ岬0S肋0〃S　SOC舳3fe∫ρ0〃

プαc舳舳〃，Fla㎜arion，1978．

　81年大統領選挙におけるPSFの基本的な政策綱

領として以下の文献資料を挙げることができる。

一PSF，ユエ0　－Prgρo∫｛れ。〃3ρo〃r　2α　Frα〃。e二Coηgr～3

θx炉αoγafηαかe　♂〃一Pαrれ∫ocfα万∫Ce　r6〃〃fδ　CreCe訂・∫e

24ブαη〃er　／98ユ．

＿PSF，Pr砂eご∫0cfα方∫Ce　jρ0〃rταF「αηce∂e80η”ee∫

80．，c1ub　socialiste　du1ivre，1980．〔大津真作訳『社

会主義プロジェクト』合同出版社，1982年〕

RapPort　au　Premier　ministre，Rψ〃aer　ガαc士土。η

〃ろ物m　’ocαた，commission　pour　I’avenir　de　la

dξcentra1isation　pr6sidξpaエM．Pierre　Mauroy，La

d㏄㎜entation　Frangaise，2000（分権化の番人と自

任しているモロワ氏が主宰レた，最後の左翼勢力

によるまとまった報告書。その主張がふたたび陽

の目を見るかどうかは分からない）．

　分権化改革第二幕に至る政策的経緯について

は，経済社会評議会に提出された以下の報告書

（2006年5月16日）が明1祈に示している。Avis　et・

Rappo廿s　du　ConseiI　Economiq皿e　et　Socia1，凡∫ω〃6

eげ〃mCe∫〃肋meポ0CαJeポ川αreC加r伽∂’〃ηe

〃。〃e〃e　ao舳e，2006，Rapport　pr6sentξpar　M，

Philippe　Vauetoux，Les　6ditions　des　Joumaux

Officiels，2006．

＊「20の委員会提案」の翻訳について

　以下は，バラデュール報告の末尾にあげられた

「20の委員会提案」の全訳である（5昌〕。

　原文では各提案項目のもとに簡潔な提案趣旨が

付されている。併せて訳出しておく。フランス地

方政治にかかわる独特の表現もあり，適宜［コ

括弧を付して補足しておいた（岡村記）。

20の委員会提案

提案11レジオンの自主的な再編成とその領域区

分の改訂を促進し，レジオンの総数を15程度に縮

減する。

［説明］いくつかのフランス・レジオンは，欧州

の同等の行政区画より人口が少なく，その境界線

（53）　I－Les　vingt　prOpositions’I，in　ComitξPou「1a「6fo㎜e

　des　conectivit6s1ocales　pr6sidξp砒直dou趾d　Ba11adlJ］r，刀

　揃胞mpSδe励C滅εダ柚m0打α“　〃6∫滅em　aε　Jα

R4ρ〃あ王吻〃ε，Fayard／La　documentation　Frangaise，2009，

pp．20！－213．

一124一



地域創成研究年報第6号（2011年）

は時に不満の的になっている。［本提案の］目的

は，3百万から4百万の臨界量にあたる人口規模

［決定力が発揮できるような適切な追加人口］を

レジオンに与えることであ㍍レジオンの再グル

ープ化を促進するためには，以下の点が提案され

る。すなわち，［統合コ立法を望むレジオンにお

いて，レジオン議会［複数コの同意や，レフェレ

ンダムによって統合の推進が可能であるという点

を規定することにより，立法措置を簡略化する。

諸レジオン間の境界線を修正するための提案には

国会の議決は最早求められず，各レジオンの下に

ある諸県議会の賛成意見を付した上で，当該の県

やレジオンにより意見一致を結論として得たとい

う審議結果で十分である。

提案21レジオンの場合と同じ立法措置により，

県の自主的な再編を促進する。

［説明］現行の法律においては，二つまたはそれ

以上の県が自らの再組織化［統合・再編］を望ん

だ場合，従うべき手続きを規定したいかなる措置

も存在しない。しかるに，いくつかの県はこの意

思を表明している。したがって，レジオンの再グ

ループ化を促進するために求められている立法権

隈を県に対しても移管・適用することが提案され

る。

提案312014年以降，同一の選挙によって，レジ

オン議会議員・県議会議員を任命する。それによ

り，［現行の県議の選挙区画たるコカントンを廃

止し，選挙方式はリスト制選挙とする。

［説明コまさに諸県を接近させることにより，こ

れら地域自治体の二つのレベルのそれぞれの住民

の政治代表選出モードを近代化することによるレ

ジオンの役割強化のためには，多数派プライムを

伴う候補者名簿による二回投票制比例式選挙の枠

組みにおいて，この［二つのレベルの］選挙を，

同時にとりおこなうことが提案される。普通選挙

の同日実施のリストは，県議会において執行権力

の座と，与党となる議席を同時に含んでいる。第

一のリストは，人口比例において決定され，レジ

オン議会と県議会に［同時に］議席を占めるよう

指定され，次のリストは，県議会にのみ議席を占

める。そこから帰結するのは，カントンはたとえ

区画され直しても，不適応な選挙区画となるであ

ろう。選挙はしたがって，県を超えた選挙区の枠

組みにおいてとりおこなわれる。領域的なアイデ

ンティティは県の審議段階で引き続き考慮され，

レジオンのレベルで今日あるよりもより良く反映

されるであろう。

提案4：20！4年までに市町村問共同組織の版図作

成を終了させる。

［説明］フランスのほとんどのコミューンは，な

んらかのコミューン共同組織のメンバーである

が，いくつかのレジオンでは，市町村間共同組織

の版図は未完にとどまっている。CUでも，CAで

も，CCのメンバーでもないコミューンは，201年

年までにその人口規模に応じた共同組織の形態に

加盟することが妥当である。

提案512014年までに，コミューン白治組合組織

SyndiCatS　de　CommneSの地域区分を合理化する。

［説明］地方行政の職務機能1eわnctiomement　des

ad㎞iniStratiOnS1OCa1eSを簡素化し，行政的審議執行

レベルの数1e　nombre　des6che｝ons　d・administration

を縮減する為に，2014年までに，すべての

SIVOMやSIVUは，その境界線が市町村共同組織

のそれと一致するときは，後者の共同組織に吸収

されるか，組合の境界線が，加盟市町村が参加し

ているコミューン共同組織の境界線と部分的にし

か一致しない場合は，組合への加盟条件が厳密化

されるよう提案される。

提案611995年2月4日法の意味における新しい

《郷土圏》paysを今後はつくらない。

［説明］大半の《郷土圏》は，コミューン・グル

ープ化の先駆的構造であった。《郷土圏》は，本

質的に，その要請を満たされることになる。した

がって，1995年2月4日法が規定していた意味に

おいて，新たな《郷土圏》の設立の禁止が提案さ

一125一



岡村　茂　　サルコジ大統領政権下のフランス地方政治改革

れる。

提案71市町村議会の選挙と同時に，また同じ候

補者リストにより，直接普通選挙制によって，固

有の税源を有するEPCI審議機関の選挙制度を確

立する。

［説明］市町村グループの大半は，事実上，それ

を成立せしめているコミューンに立ち代わって極

めて広範な権限を行使している。しかしながら，

これらの共同組織の審議機関は，専ら間接的な選

出方式Su冊age　indireCtによ一って理事会を選出して

いる。地域の民主主義の領域を拡張することが提

案される。すなわち，これらの審議機関のメンバ

ーは，直接普通選挙で，市町村議会議員と同時

に，かつ同じリストにおいて，選出されるべきで

ある。その際，リストの先頭にある者たちは，市

町村共同組織の理事会と自らのコミューンの議会

に席を占め，リストの後に続くものは，自らの市

町村の議会において専ら議席を有することになる

であろう。各加盟コミューンが共同組織理事会に

あって満足すべき状況において政治代表権を行使

せしめるために，次のこと，すなわち，各コミュ

ーンは共同組織の理事会において少なくとも一人

の代表を有するという点を可能にする措置を備え

なければならない。これらすべてのことから，市

町村間共同組織における執行委任職責は，委任職

責兼任制限に関する法規制の領域に含まれなけれ

ばならないということが，結論される。

提案8：2014年以降，11のメトロポールに関する

法律を制定し，その他の市町村間共同組織は引き

続いて自主的にこの制度体制に変更し得るように

する。

［説明］

A／大都市圏域共同体1es　co㎜unaut6s　urbainesが

法律によって創設されたのは，1966年であった。

これらの共同体の間でもっとも強力なものに，新

規の推進力を与え，十分な力を有する人口密集地

域agg1omξrati㎝Sを我が国に備えさせるため，法

律により，2014年までに，メトロポールの最初の

グループを創設することが提案される（リオン，

リール，マルセイユ，ボルドー，トゥルーズ，ナ

ント，二一ス，ストラスブール，ルーアン，トゥ

ーロン，レンヌ）。更に，これらの共同体には，

みずからが望めば，この法律によって課された諾

条件を満たす市町村間共同組織が加入する資格を

得るであろう。

B／かくの如く構成さ札たメトロポールは，特別

の地方白治体となり，コミューン権限のあれこれ

のほかに，県に付与されている権限，とりわけそ

の社会的権限を振るうことになる。

C／［一方で場合により］メトロポール形成の為

の［いくつかのコミューン］の基礎となったり，

あるいは領域p細mさtreの範囲内に含まれる大都市

圏域共同体や人口密集地域共同体の加盟コミュー

ンは，「《都市》の法的地位」1a　qua雌de《Vi11eS》

を有することが可能である。それは公法上の法人

格であり，固有の権限と税制上の資源，公選の議

会を備える。メトロポール議会は，都市の議会と

同じリスト，同じ日程において選挙され，その方

式は，本委員会によって同時に勧告さ札でいる他

の選挙について既に言己述されているものによる。

［他方での場合により］メトロポール形成の為の

［いくつかのコミューン］の基礎となり，あるい

は領域pξrimさtreの範囲内にある大都市圏域共同体

や人口密集地域共同体の加盟コミューンは，地方

白治体の法的地位1a　qua1it6de　COneCtiVit6S　lOCaleS

を備えるかもしれない。そのことは，地方自治体

相互の後見監督1a耐elle　d’une　Co11eCtiVit61oCa1e

sur　une　a耐eを禁止している憲法第72条第5項の

措置が改訂されることを意味するかも知れない。

この仮定において，メトロポール議会は，既に記

述した方式に従って，市町村議会と同じリスト，

同じ日程において同様に選出されよう。

提案9：市町村間共同組織が自らの利益に即し

て，［加盟］市町村の統合への援助を展開するこ

とにより新しい形態の市町村コミューンヘと白ら

転身することを可能にする。

［説明］結局のところ，達成すべき目標は，市町
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村間共同組織が完全な権限を有するコミューンに

転換されるということである。このことは，フラ

ンスをして強力な，しかも数的に適切なコミュー

ンを備えることを可能にする。この動きを強める

ために，以下のことが提案される。統合の必要性

がもっとも明らかな市町村間共同組織のために集

中的な支援［資金コが用いられること，これらの

援助の配分attributionに関する法令によって［支

援のコ期限が規定されるべきこと，統合の過程に

入ることについてコミューンにおいてかくして同

意された遅れを超えた場合は，これらの支援は凍

結され，さらに漸次縮小される。

提案101市町村問共同組織の執行役員定員の1／3

が縮減される。

［説明コフランスは，地方執行部，とりわけ市町

村間共同組織の執行部の数が過大なことにより特

徴づけられる。その結果，時にほとんど正当化され

得ない経常費支出des　dξpenses　de允nctionnement

［人件費を含む組織経常費用コが費消され，それ

とともに責任制の希薄化が生じている。かくし

て，市町村問共同組織執行役員定員の三分の一の

削減が提案される。

提案11：市町村段階における一般的権限に関する

条項（メトロポール圏域mξtropo1es，市町村間共

同組織に由来する新コミューンとその他のコミュ

ーン）を確定し，県とレジオンの権限を区分す

る。

．［説明］地方自治体の個々のレベルの相互的な権

限領域がひとたび規定されるや，以下のことが提

案される。すなわち，県やレジオンは，交叉的財

政措置の行き過ぎを制限する方向において，みず

からに法的に付与されている権限領域においての

み介入し得る。反対に，住民ともっとも近く，ま

たその要求にもっとも近しい被選出者に対して，

立法文書や規定によって決められていない場合に

そのイニシアティブをとる権能を保証するため

に，現行の形態におけるコミューン，市町村間共

同組織に由来する新しいコミューン，およびメト

ロポールは，帰属する自らの権能を超えて、一般

的な一定の権限を行使するであろう。他方におい

て，県は，コミューンの投資に関して協調する権

限を維持するであろう。

提案12：地方自治体間の，地方自治体と国家間の

権限配分を明瞭化する。

［説明］地方自治体問の権限の配分は，複数の，

散在する法律条文から生じている。ここで提案さ

れるのは，今立法期問の終了までにこれらの権限

の一般的な改正に着手し，改正を推し進めること

である。この一般的改訂は，複数の地方行政レベ

ルの間において現状のまま分有されるべき権限

と，地方白治体の唯一のカテゴリーに専ら帰属さ

れるべきそれと，権限代表の対象たるべき権限と

に区分することを可能にする。

提案13：公共政策の全般的な改革の機会におい

て，分権化法のすべての［否定的な］帰結を除去

せしめること。例えば，地方自治体の権限領域に

介入する国家の分散化された役務そのものやそう

した役務の一部は，除去されるべきである。

［説明］国家は，あの分権化の大法典［ドゥフエ

ール改革］から四分の一世紀後になっても，自ら

の地域分散化された役務の組織に関して結論を依

然として引き出せなかったし，数多くの「そっく

りさん」de　nombreux　doublonsが未だに生き延び

ている。これらの「そっくりさん」［二重行政の

部局］は，決定過程を複雑化し，［経常運営費な

どの行政］費用を加重せしめた。提案されている

のは以下の通り。国家が地方白治体に専属する権

限に関わる事項において干渉を続けたその度に，

国家は，相当する地方分散化された役務そのも

の，またはその一部を抹消すること。

提案14：地方公共支出の年度ごとの変化の目標

を，国会における年度ごとの討論め枠組みにおい

て，規定すること。

［説明］その重要性に鑑みて，遺憾なことに地方

公共支出は誤解を受けたままにとどまり，予算方
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岡村茂　サルコジ大統領政権下のフランス地方政治改革

針の討論の場合にのみ国会に披渥されるに過ぎな

い。民主的討議の明蜥さと地方行政管理の情報［透

明化］1’in危㎜ation　des　gestio㎜aires1ocauxの為

に，国会は各年においてこの点に関する討論を組

織しなければならない。また，国会は，国会自身

の統制下に，適切な部署により策定された地方財

政管理におけるパフォーマンス指標および良好な

る実践ガイドを提供されなければならない。地方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんめい
自治体が，自らの支出の帰結に関してより閣明に

することにより，我が国は，その欧州段階での関

わりの整合性についてよりよく見つめることが出

来るのである。

提案15：6年ごとに地方直接課税の土地課税基礎

を改定し，それを見直し規定する。

［説明コ現行の直接税の土地課税評価基準1eS

basesおnciさres　des　imp6ts　directslま，1970年に決め

られたものである。以下が提案され乱これらの

基礎の改訂は，地方自治体の全体的な改革の一環

をなすこと，この基礎は不動産市場を考慮した行

政対象の賃貸価格によって決められること，［そ

の際に］法律は，納税者のためにその結果生じる

負担の転換を枠付け，複数年にわたる負担の転換

の振分け機構を実施し，6年ごとに再評価の自動

的な手続きを確立する。

提案161職業税の廃止を，経済活動への別の課税

方式により集中的に補完し，［とくに新税は］再

評価された不動産価値1eS　Va1elユrS1OCatiVeS　fOnCiさre

r細a1u6eSや企業の付加価値のうえに特に基礎付

けられる。

［説明］言明された職業税の廃止とその必要な補

償一それは，地方白治体にとって概略220億ユ

ー口の額にのぼる一とは，本委員会をして，企

業と企業が基盤をおいている領域での自治体との

間の税務負担上の絆が存続するよう望んでいるこ

とを再確認せしめるにいたった。相異なる可能な

オプションを検討した結果，国税の分割とエネル

ギー消費税一それは同様に家計を直撃する一

という考えは却下された。公共財政の改革の中立

性を確保するために，以下の点が提案された。こ

のためには，土地課税の部分1a　part　fonciさreとは

別に，再評価された企業の課税からなる80億ユー

口の財源が必要となる。企業課税は，企業が獲得

する付加価値税に比例して，全国的な段階におい

て決められた上限を超えないように，課税比率が

決定される。地方白治体の為に充当される残り

は，予算の歳費や補償協定1eS　COnVentionS

d・assuranceに課せられた補助税の如く，多様な直

接税の移転という形態の下で財政補填される。

提案171同一の課税査定対象une　mεme　assie廿e

d’impositionへの重複課税1es　cumu1s　d’imp6tsを制

限すること。

［説明］個別の行政主体として39，OOOなにがしか

のもの［地域の公共団体］que1que39，OOO　entit6s

diStinCteSがフランスでは，税を徴収する権能を有

している。その結果，税制上の不透明性une

opacit6du　systさme丘scalが生じ，地方民主主義の

執行に害を及ぼしている。提案されているのは，

余りにも多くの地方白治体が同一の課税対象への

課税率を決める権限を有することがないようにす

ることである。その場合，個々の地方白治体のレ

ベルには少なくとも一つの課税率を自由に決定す

る可能一性を残しておく。委員会によって提案され

ている分担は，個々の地方自治体のカテゴリーに

よって表明されている支出額を考慮しつつ，この

目標に接近することである。

提案18120！4年には，特別な地位規定を有する地

方自治体，パリ，および，セーヌ＝サン＝ドニ，

ヴァル＝ド＝マルヌ，オ＝ド＝セーヌ諸県からな

る《グラン・パリ》GrandParisを創出する。

［説明］パリ市とそれをとりまく《小さな王冠》

petite　couromeを形成する三つの県は，600万以上

の住民を有している。この集合体の中では，公共

政策を調整する必要性は明らかであるが，市町村

聞協同1a　coopξration　intercommuna1e［の制度化コ

はいまだかつて課せられたことはなかった。我が

国の他の巨大都市化したゾーンに存在している大
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都市圏域共同体10㎜unautll　urb1inllと1ま異なる

様相を呈している。かくして，［グラン・パリと

いう］新型の大規模メトロポールune　grande

m6tropo1e　nouve11eの創成を可能ならしめるための

提案は以下の通り。すなわち，2014年に，適切な

公共的諮問に従って，消滅する県と改革提案の申

でもっとも重要な役割をになう市町村間共同組織

の権限と同様の権限を割りふられた，特殊な地方

白治体を創設する。《グラン・パリ》の領域に含

まれるコミューンは，自らの地方白治体たる資格

を保持し，更に，当該の市町村議会の任命のため

に現行の普通選挙制度を保持する。《グラン・パ

リ》の議員は，現行の県の内部において分割され

ている選挙区の枠組みにおいて，多数派へのプラ

イムをつけた比例代表による二回投票制のリスト

型選挙で選ば札，リストの最上位記載者たちはレ

ジオン議会に議席を占め，それに次ぐ者たちは，

《グラン・パリ》議会に席を占める。

15，16，一17，19および20の提案は，委員会の全会

一致によって採択された。

提案3は，委員会の多数決により採択された。モ

ロワMauroy，ヴァリー二Va11ini両氏は反対し，

ヴェルポーVe叩eaux氏は棄権した。

提案8の提案のAとC項は，委員会の全員一致に

より採択される。B項は委員会の多数決により決

し，モロワ，ヴァリー二，シュリアールJu11iard各

氏は反対票を投じた。

提案11は，委員会の多数決により採択，モロワ，

ヴァリー二氏は反対票を投じ，シュリアール，

ヴェルポー，カザノヴァCasamva各氏は棄権し

た。

提案18は，委員会の多数決。モロワ，ヴァリー二

両氏は反対票を投じた。

提案19：コルシカ議会議員の任命にあたり，現行

の任命方式に関する一定の措置を改訂する。

［説明］コルシカ議会の選挙は県議会のそれと区

別されているが，多数派へのプライムやリストの

維持および統合の諸条件に関する現行の法律によ

る修正は，この議会の内部において多数与党を形

成することを可能にする。

提案201海外県・レジオンにおいて，「単一議

会」me　assemb1ξe　uniqueを設置すること。

［説明］唯一の地方白治体のみが同じく一定の領

域を統治することを望んでいる本土で適用されて

いる法規則とは違って，海外県1es　d6p㎞ements

d’outre－merは，同時にレジオンの性格をも有す

る。そこから派生する不都合は，地域の民主主義

の行使や経常費。oit　de的nctiomementに関して，

多数に上る。これらの諸県が選挙民への諮問の後

に，単一議会によって統治さるべきであることが

提案される。

　　　　　　　　　　＊

1，2，4，　5，　6，　7，9，10，12，13，14，
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